
令和８年（２０２６年）

旭 川 市 議 会 議 案

第 ２ 回 定 例 会

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 開 会

令 和 ８ 年 月 日 閉 会



８・２定 議案第 １ 号

令和８年度旭川市一般会計補正予算について

令和８年度旭川市一般会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

８・２定 議案第 ２ 号

令和８年度旭川市国民健康保険事業特別会計補正予算について

令和８年度旭川市国民健康保険事業特別会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介



８・２定 議案第 ３ 号

令和８年度旭川市動物園事業特別会計補正予算について

令和８年度旭川市動物園事業特別会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

８・２定 議案第 ４ 号

令和８年度旭川市育英事業特別会計補正予算について

令和８年度旭川市育英事業特別会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介



８・２定 議案第 ５ 号

令和８年度旭川市介護保険事業特別会計補正予算について

令和８年度旭川市介護保険事業特別会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

８・２定 議案第 ６ 号

令和８年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計補正予算について

令和８年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介



８・２定 議案第 ７ 号

令和８年度旭川市水道事業会計補正予算について

令和８年度旭川市水道事業会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

８・２定 議案第 ８ 号

令和８年度旭川市下水道事業会計補正予算について

令和８年度旭川市下水道事業会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介



８・２定 議案第 ９ 号

令和８年度旭川市病院事業会計補正予算について

令和８年度旭川市病院事業会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介



８・２定 議案第 １０ 号

旭川市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市手数料条例の一部を改正する条例

旭川市手数料条例（平成１２年旭川市条例第１０号）の一部を次のように改正する。

別表中「 「
１通につき 350円 １通につき 400円

１件につき 520円 １件につき 750円
」を 」に、

「 「
１件につき 350円 １件につき 450円

１件につき 310円 １件につき 460円

１件につき 200円 １件につき 250円
」を 」に、

「 「
１人１面につき 200円 １人１面につき 250円

」を 」に、

「 「
１筆につき 1,380円 １筆につき 1,410円

」を 」に、

「 「
通所介護、通所リハビリ 通所介護、通所リハビリ
テーション、短期入所生 テーション、短期入所生
活介護、短期入所療養介 活介護、短期入所療養介
護及び特定施設入居者生 護及び特定施設入居者生
活介護に係る指定 活介護に係る指定
１件につき 25,000円 １件につき 25,800円

その他の居宅サービスに その他の居宅サービスに



係る指定 係る指定
１件につき 20,000円 １件につき 20,800円

１件につき 10,000円 １件につき 10,500円

地域密着型介護老人福祉 地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護に係 施設入所者生活介護に係
る指定 る指定
１件につき 45,000円 １件につき 46,000円

地域密着型通所介護、認 地域密着型通所介護、認
知症対応型通所介護、小 知症対応型通所介護、小
規模多機能型居宅介護及 規模多機能型居宅介護及
び認知症対応型共同生活 び認知症対応型共同生活
介護に係る指定 介護に係る指定
１件につき 25,000円 １件につき 25,800円

地域密着型介護老人福祉 地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護に係 施設入所者生活介護に係
る指定の更新 る指定の更新
１件につき 25,000円 １件につき 25,800円

地域密着型通所介護、認 地域密着型通所介護、認
知症対応型通所介護、小 知症対応型通所介護、小
規模多機能型居宅介護及 規模多機能型居宅介護及
び認知症対応型共同生活 び認知症対応型共同生活
介護に係る指定の更新 介護に係る指定の更新
１件につき 10,000円 １件につき 10,500円

１件につき 20,000円 １件につき 20,800円

１件につき 10,000円 １件につき 10,500円

１件につき 45,000円 １件につき 46,000円

１件につき 25,000円 １件につき 25,800円

１件につき 70,200円 １件につき 76,000円

１件につき 38,500円 １件につき 41,500円

１件につき 25,000円 １件につき 27,600円



１件につき 70,200円 １件につき 76,000円

１件につき 38,500円 １件につき 41,500円

１件につき 25,000円 １件につき 27,600円

介護予防通所リハビリ 介護予防通所リハビリ
テーション、介護予防短 テーション、介護予防短
期入所生活介護、介護予 期入所生活介護、介護予
防短期入所療養介護及び 防短期入所療養介護及び
介護予防特定施設入居者 介護予防特定施設入居者
生活介護に係る指定 生活介護に係る指定
１件につき 25,000円 １件につき 25,800円

その他の介護予防サービ その他の介護予防サービ
スに係る指定 スに係る指定
１件につき 20,000円 １件につき 20,800円

１件につき 10,000円 １件につき 10,500円

１件につき 25,000円 １件につき 25,800円

１件につき 10,000円 １件につき 10,500円

１件につき 20,000円 １件につき 20,800円

１件につき 10,000円 １件につき 10,500円

第１号訪問事業に係る指 第１号訪問事業に係る指
定 定
１件につき 20,000円 １件につき 20,800円

第１号通所事業に係る指 第１号通所事業に係る指
定 定
１件につき 25,000円 １件につき 25,800円



１件につき 10,000円 １件につき 10,500円

１件につき 4,570円 １件につき 4,860円

１件につき 3,610円 １件につき 3,910円

１件につき 2,950円 １件につき 3,130円

１件につき 3,290円 １件につき 3,510円

１件につき 2,850円 １件につき 3,000円

１件につき 2,740円 １件につき 2,890円

１件につき 750円 １件につき 780円

１日につき 820円 １日につき 1,230円

１件につき 1,450円 １件につき 2,170円

１件につき 2,990円 １件につき 3,000円

１件につき 1,320円 １件につき 1,610円

１件につき 420円 １件につき 450円

１件につき 43,400円 １件につき 46,400円

一部変更に係る構造設備 一部変更に係る構造設備
の検査 の検査
１件につき 22,700円 １件につき 24,300円

その他の検査 その他の検査
１件につき 45,200円 １件につき 48,600円



１件につき 29,000円 １件につき 31,900円

１件につき 11,400円 １件につき 12,600円

１件につき 7,150円 １件につき 7,850円

１件につき 3,800円 １件につき 4,310円

１件につき 11,200円 １件につき 12,200円

１件につき 6,300円 １件につき 6,850円

１品目につき 100円 １品目につき 110円

１品目につき 100円 １品目につき 110円



１件につき 29,000円 １件につき 31,900円

１件につき 11,600円 １件につき 12,600円

１件につき 7,720円 １件につき 8,370円

１件につき 2,230円 １件につき 2,550円

１件につき 3,330円 １件につき 3,730円

１件につき 29,600円 １件につき 31,900円

１件につき 11,600円 １件につき 12,600円

１件につき 2,210円 １件につき 2,520円



１件につき 3,250円 １件につき 3,640円

１件につき 2,210円 １件につき 2,520円

１件につき 3,250円 １件につき 3,640円

１件につき 5,410円 １件につき 6,000円

１件につき 3,400円 １件につき 3,660円

１件につき 208,000円 １件につき 224,000円

１件につき 195,000円 １件につき 209,000円

１件につき 191,000円 １件につき 205,000円

１件につき 104,000円 １件につき 112,000円

１件につき 104,000円 １件につき 112,000円



１件につき 104,000円 １件につき 112,000円

」を 」に、

「 「
１ 入居契約が賃貸借契約 １ 入居契約が賃貸借契約
以外の契約である場合 以外の契約である場合
は、右欄に掲げる額に は、右欄に掲げる額に
3,470円を加算した額と 3,730円を加算した額と
する。 する。

２ 高齢者の居住の安定確 ２ 高齢者の居住の安定確
保に関する法律第６条第 保に関する法律第６条第
１項第１２号の前払金を １項第１２号の前払金を
受領する場合は、右欄に 受領する場合は、右欄に
掲げる額に5,210円を加 掲げる額に5,600円を加
算した額とする。 算した額とする。

３ 居住部分の床面積が ３ 居住部分の床面積が
１８平方メートル以上 １８平方メートル以上
２５平方メートル未満の ２５平方メートル未満の
住宅がある場合又は共用 住宅がある場合又は共用
部分に共同して利用する 部分に共同して利用する
ための台所、収納設備若 ための台所、収納設備若
しくは浴室を備えるもの しくは浴室を備えるもの
である場合は、右欄に掲 である場合は、右欄に掲
げる額に5,210円を加算 げる額に5,600円を加算
した額とする。 した額とする。

」を 」に、

「 「
１件につき 22,900円 １件につき 26,300円

１件につき 26,300円 １件につき 30,100円

１件につき 29,800円 １件につき 33,800円

１件につき 33,300円 １件につき 37,500円

１件につき 36,800円 １件につき 41,300円

１件につき 43,700円 １件につき 48,700円

１件につき 54,200円 １件につき 59,900円



１件につき 64,600円 １件につき 71,200円

」を 」に、「第５条の３第１

項」を「第５条の１３第１項」に、「第５条の６第１項」を「第５条の１６第１項」に、「第

５条の４各号」を「第５条の１４各号」に、

「 「
１件につき １件につき
長期修繕計画の数が１で 長期修繕計画の数が１で
ある場合にあっては ある場合にあっては
3,420円、長期修繕計画 3,610円、長期修繕計画
の数が２以上である場合 の数が２以上である場合
にあっては3,420円に１ にあっては3,610円に１
を超える長期修繕計画の を超える長期修繕計画の
数に1,610円を乗じて得 数に1,710円を乗じて得
た額を加算した額 た額を加算した額

１件につき １件につき
長期修繕計画の数が１で 長期修繕計画の数が１で
ある場合にあっては ある場合にあっては
26,880円、長期修繕計画 28,200円、長期修繕計画
の数が２以上である場合 の数が２以上である場合
にあっては26,880円に１ にあっては28,200円に１
を超える長期修繕計画の を超える長期修繕計画の
数に17,030円を乗じて得 数に17,900円を乗じて得
た額を加算した額 た額を加算した額

」を 」に、「第５条の７第１

項」を「第５条の１７第１項」に、

「
１件につき
長期修繕計画の数が１である場合にあっては13,440円、長期修
繕計画の数が２以上である場合にあっては13,440円に１を超え
る長期修繕計画の数に8,510円を乗じて得た額を加算した額

」を

「
１件につき
長期修繕計画の数が１である場合にあっては14,100円、長期修
繕計画の数が２以上である場合にあっては14,100円に１を超え
る長期修繕計画の数に8,960円を乗じて得た額を加算した額

」に、

「 「
１件につき 8,320円 １件につき 9,770円

１件につき 20,100円 １件につき 24,400円



１件につき 38,900円 １件につき 47,300円

１件につき 76,700円 １件につき 88,500円

１件につき 115,000円 １件につき 134,000円

１件につき 156,000円 １件につき 181,000円

１件につき 196,000円 １件につき 229,000円

１件につき 270,000円 １件につき 322,000円

１件につき 12,200円 １件につき 13,800円

１件につき 28,200円 １件につき 32,300円

１件につき 58,800円 １件につき 67,600円

１件につき 108,000円 １件につき 126,000円

１件につき 177,000円 １件につき 210,000円

１件につき 253,000円 １件につき 286,000円

１件につき 317,000円 １件につき 358,000円

１件につき 435,000円 １件につき 496,000円

１件につき 76,300円 １件につき 91,300円

１件につき 124,000円 １件につき 140,000円



１件につき 182,000円 １件につき 207,000円

１件につき 238,000円 １件につき 271,000円

１件につき 363,000円 １件につき 411,000円

１件につき 485,000円 １件につき 548,000円

１件につき 610,000円 １件につき 693,000円

１件につき 806,000円 １件につき 916,000円

」を 」に、

「
３ その他の変更 １件につき 9,220円

１件につき 41,900円

１件につき 23,500円

１件につき 6,120円

１件につき 18,000円

１件につき 37,700円

１件につき 64,900円

１件につき 89,700円

１件につき 1,570円



１件につき 2,440円

１件につき 15,600円

１件につき 410円

」を

「
３ その他の変更 １件につき 11,000円

１件につき 50,400円

１件につき 27,900円

１件につき 6,660円

１件につき 19,300円

１件につき 40,300円



１件につき 69,300円

１件につき 95,800円

１件につき 1,880円

１件につき 2,940円

１件につき 18,600円

１件につき 500円

」に、

「
租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第２８条の４第 １件につき 78,700円
３項第７号イ又は第６３条第３項第７号イの規定に基づく優
良宅地造成認定申請手数料

」を

「
租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第２８条の４第 １件につき 96,300円



３項第７号イ又は第６３条第３項第７号イの規定に基づく優
良宅地造成認定申請手数料

」に、

「 「
１件につき 111,000円 １件につき 119,000円

１件につき 23,000円 １件につき 24,000円

１件につき 30,200円 １件につき 31,700円

１件につき 30,200円 １件につき 31,700円

１件につき 146,000円 １件につき 156,000円

１件につき 146,000円 １件につき 156,000円

１件につき １件につき
45,400円 48,600円

１件につき １件につき
147,000円 158,000円

１件につき １件につき
166,000円 177,000円

１件につき 146,000円 １件につき 157,000円

１件につき 24,500円 １件につき 26,200円

１件につき 146,000円 １件につき 156,000円

１件につき 30,200円 １件につき 31,700円

１件につき 30,200円 １件につき 32,000円



１件につき 24,500円 １件につき 26,200円

１件につき 146,000円 １件につき 156,000円

１件につき 146,000円 １件につき 156,000円

１件につき 24,500円 １件につき 26,200円

１件につき 146,000円 １件につき 156,000円

１件につき 146,000円 １件につき 156,000円

１件につき 146,000円 １件につき 156,000円

１件につき 146,000円 １件につき 156,000円

１件につき 109,000円 １件につき 117,000円

１件につき 160,000円 １件につき 168,000円

１件につき １件につき
建築物の数が１又は２で 建築物の数が１又は２で
ある場合にあっては ある場合にあっては
71,500円、建築物の数が 76,600円、建築物の数が
３以上である場合にあっ ３以上である場合にあっ
ては71,500円に２を超え ては76,600円に２を超え
る建築物の数に26,000円 る建築物の数に28,000円
を乗じて得た額を加算し を乗じて得た額を加算し
た額 た額

１件につき １件につき
建築物（建築基準法第 建築物（建築基準法第
８６条第１項に規定する ８６条第１項に規定する
建築等をするものに限 建築等をするものに限
る。以下この項において る。以下この項において
同じ。）の数が１である 同じ。）の数が１である
場合にあっては71,500 場合にあっては76,600
円、建築物の数が２以上 円、建築物の数が２以上
である場合にあっては である場合にあっては
71,500円に１を超える建 76,600円に１を超える建
築物の数に26,000円を乗 築物の数に28,000円を乗
じて得た額を加算した額 じて得た額を加算した額

１件につき １件につき
建築物の数が１又は２で 建築物の数が１又は２で



ある場合にあっては ある場合にあっては
145,000円、建築物の数 156,000円、建築物の数
が３以上である場合に が３以上である場合に
あっては145,000円に２ あっては156,000円に２
を超える建築物の数に を超える建築物の数に
26,000円を乗じて得た額 28,000円を乗じて得た額
を加算した額 を加算した額

１件につき １件につき
建築物（建築基準法第 建築物（建築基準法第
８６条第１項に規定する ８６条第１項に規定する
建築等をするものに限 建築等をするものに限
る。以下この項において る。以下この項において
同じ。）の数が１である 同じ。）の数が１である
場合にあっては145,000 場合にあっては156,000
円、建築物の数が２以上 円、建築物の数が２以上
である場合にあっては である場合にあっては
145,000円に１を超える 156,000円に１を超える
建築物の数に26,000円を 建築物の数に28,000円を
乗じて得た額を加算した 乗じて得た額を加算した
額 額

１件につき １件につき
建築物（新築又は増築等 建築物（新築又は増築等
をするものに限る。以下 をするものに限る。以下
この項において同じ。） この項において同じ。）
の数が１である場合に の数が１である場合に
あっては71,500円、建築 あっては76,600円、建築
物の数が２以上である場 物の数が２以上である場
合にあっては71,500円に 合にあっては76,600円に
１を超える建築物の数に １を超える建築物の数に
26,000円を乗じて得た額 28,000円を乗じて得た額
を加算した額 を加算した額

１件につき １件につき
建築物（新築又は増築等 建築物（新築又は増築等
をするものに限る。以下 をするものに限る。以下
この項において同じ。） この項において同じ。）
の数が１である場合に の数が１である場合に
あっては145,000円、建 あっては156,000円、建
築物の数が２以上である 築物の数が２以上である
場合にあっては145,000 場合にあっては156,000
円に１を超える建築物の 円に１を超える建築物の
数に26,000円を乗じて得 数に28,000円を乗じて得
た額を加算した額 た額を加算した額

１件につき １件につき
建築物（新築又は増築等 建築物（新築又は増築等
をするものに限る。以下 をするものに限る。以下
この項において同じ。） この項において同じ。）
の数が１である場合に の数が１である場合に
あっては145,000円、建 あっては156,000円、建
築物の数が２以上である 築物の数が２以上である
場合にあっては145,000 場合にあっては156,000
円に１を超える建築物の 円に１を超える建築物の
数に26,000円を乗じて得 数に28,000円を乗じて得
た額を加算した額 た額を加算した額

１件につき １件につき



6,370円に現に存する建 6,850円に現に存する建
築物の数に11,000円を乗 築物の数に11,800円を乗
じて得た額を加算した額 じて得た額を加算した額

１件につき 24,500円 １件につき 26,200円

１件につき 24,500円 １件につき 26,200円

１件につき 24,500円 １件につき 26,200円

１件につき 24,500円 １件につき 26,200円

１件につき 109,000円 １件につき 117,000円

１件につき 158,000円 １件につき 168,000円

１件につき 27,200円 １件につき 29,300円

１件につき 27,200円 １件につき 29,300円

１件につき 27,200円 １件につき 29,300円

」を 」に、

「 「
53,900円 57,100円
（住宅の品質確保の促進 （住宅の品質確保の促進
等に関する法律（平成 等に関する法律（平成
１１年法律第８１号）第 １１年法律第８１号）第
６条の２第５項の確認書 ６条の２第５項の確認書
又は住宅性能評価書（以 又は住宅性能評価書（以
下「確認書等」とい 下「確認書等」とい
う。）の交付を受けた場 う。）の交付を受けた場
合にあっては17,300円） 合 に あ っ て は 、

18,400円）

111,000円 118,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た場合にあっては26,200 た 場 合に あっては、
円） 27,800円）

173,000円 183,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た場合にあっては40,700 た 場 合に あっては、
円） 43,100円）

352,000円 373,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た場合にあっては67,000 た 場 合に あっては、



円） 71,000円）

647,000円 685,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た 場 合 に あ っ て は た場合にあっては、
104,000円） 111,000円）

1,118,000円 1,184,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た 場 合 に あ っ て は た場合にあっては、
157,000円） 166,000円）

2,090,000円 2,213,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た 場 合 に あ っ て は た場合にあっては、
262,000円） 278,000円）

2,971,000円 3,145,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た 場 合 に あ っ て は た場合にあっては、
320,000円） 340,000円）

3,650,000円 3,866,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た 場 合 に あ っ て は た場合にあっては、
361,000円） 383,000円）

84,200円 89,300円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た場合にあっては27,700 た 場 合に あっては、
円） 29,300円）

172,000円 182,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た場合にあっては42,100 た 場 合に あっては、
円） 44,600円）

265,000円 281,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た場合にあっては66,000 た 場 合に あっては、
円） 70,000円）

538,000円 569,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た 場 合 に あ っ て は た場合にあっては、
109,000円） 115,000円）

985,000円 1,044,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た 場 合 に あ っ て は た場合にあっては、
171,000円） 181,000円）

1,699,000円 1,800,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た 場 合 に あ っ て は た場合にあっては、
256,000円） 272,000円）

3,169,000円 3,356,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け



た 場 合 に あ っ て は た場合にあっては、
428,000円） 454,000円）

4,504,000円 4,771,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た 場 合 に あ っ て は た場合にあっては、
523,000円） 554,000円）

5,521,000円 5,848,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た 場 合 に あ っ て は た場合にあっては、
590,000円） 625,000円）

１戸又は１棟につき １戸又は１棟につき
960円 1,170円

」を 」に、

「 「
29,300円 31,100円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た場合又は長期優良住宅 た場合又は長期優良住宅
の普及の促進に関する法 の普及の促進に関する法
律第６条第１項第１号の 律第６条第１項第１号の
長期使用構造等に関する 長期使用構造等に関する
基準に係る変更のない場 基準に係る変更のない場
合（以下「確認書等の交 合（以下「確認書等の交
付を受けた場合等」とい 付を受けた場合等」とい
う。）にあっては、 う。）にあっては、
11,100円） 11,800円）

60,900円 64,500円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た場合等にあっては た場合等にあっては、
18,100円） 19,200円）

95,700円 101,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た場合等にあっては た場合等にあっては、
29,400円） 31,200円）

189,000円 200,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た場合等にあっては た場合等にあっては、
46,500円） 49,400円）

348,000円 368,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た場合等にあっては た場合等にあっては、
77,000円） 81,700円）

601,000円 637,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た場合等にあっては た場合等にあっては、
121,000円） 128,000円）

1,115,000円 1,181,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け



た場合等にあっては た場合等にあっては、
202,000円） 214,000円）

1,573,000円 1,666,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た場合等にあっては た場合等にあっては、
247,000円） 261,000円）

1,917,000円 2,031,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た場合等にあっては た場合等にあっては、
272,000円） 289,000円）

45,800円 48,600円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た場合等にあっては た場合等にあっては、
17,500円） 18,600円）

94,000円 99,600円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た場合等にあっては た場合等にあっては、
28,700円） 30,500円）

146,000円 155,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た場合等にあっては た場合等にあっては、
46,700円） 49,600円）

288,000円 306,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た場合等にあっては た場合等にあっては、
74,500円） 79,000円）

530,000円 561,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た場合等にあっては た場合等にあっては、
122,000円） 130,000円）

914,000円 968,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た場合等にあっては た場合等にあっては、
192,000円） 204,000円）

1,691,000円 1,791,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た場合等にあっては た場合等にあっては、
320,000円） 340,000円）

2,382,000円 2,524,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た場合等にあっては た場合等にあっては、
392,000円） 415,000円）

2,899,000円 3,071,000円
（確認書等の交付を受け （確認書等の交付を受け
た場合等にあっては た場合等にあっては、
434,000円） 460,000円）

１戸又は１棟につき １戸又は１棟につき



1,720円 1,880円

１戸又は１棟につき １戸又は１棟につき
1,700円 1,880円

１件につき 147,000円 １件につき 155,000円

」を 」に、

「
１ 一戸建ての住宅又は複合建築物（住宅の戸
数が１戸のものに限る。）の住宅部分の認定
を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応
じ、それぞれ次に定める金額（建築物のエネ
ルギー消費性能の向上等に関する法律第１４
条第１項の登録建築物エネルギー消費性能判
定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する
法律第５条第１項の登録住宅性能評価機関か
ら都市の低炭素化の促進に関する法律第５４
条第１項第１号の規定による低炭素化の促進
に関する基準（以下「低炭素化の促進に関す
る基準」という。）に適合することを証する
書面（以下この項において「適合証」とい
う。）の交付を受けた場合にあっては、
5,610円）

⑴ ⑵に掲げる場合以外の場合
１件につき 35,000円

⑵ 建築物エネルギー消費性能基準等を定め
る省令（平成２８年経済産業省・国土交通
省令第１号）第１０条第２号イ⑵及びロ⑵
に適合している一戸建ての住宅又は複合建
築物の住宅部分の認定を申請する場合
１件につき 17,400円

」を

「
１ 一戸建ての住宅又は複合建築物（住宅の戸
数が１戸のものに限る。）の住宅部分の認定
を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応
じ、それぞれ次に定める金額（建築物のエネ
ルギー消費性能の向上等に関する法律第１４
条第１項の登録建築物エネルギー消費性能判
定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する
法律第５条第１項の登録住宅性能評価機関か
ら都市の低炭素化の促進に関する法律第５４
条第１項第１号の規定による低炭素化の促進
に関する基準（以下「低炭素化の促進に関す
る基準」という。）に適合することを証する
書面（以下この項において「適合証」とい
う。）の交付を受けた場合にあっては、
6,100円）

⑴ ⑵に掲げる場合以外の場合



１件につき 37,600円

⑵ 建築物エネルギー消費性能基準等を定め
る省令（平成２８年経済産業省・国土交通
省令第１号）第１０条第２号イ⑵及びロ⑵
に適合している一戸建ての住宅又は複合建
築物の住宅部分の認定を申請する場合
１件につき 18,400円

」に、

「 「
１件につき 64,100円 １件につき 68,900円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、9,670 場合にあっては、10,500
円） 円）

１件につき 90,100円 １件につき 96,900円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、15,900 場合にあっては、17,300
円） 円）

１件につき 126,000円 １件につき 136,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、26,000 場合にあっては、28,300
円） 円）

１件につき 181,000円 １件につき 195,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、42,700 場合にあっては、46,300
円） 円）

１件につき 259,000円 １件につき 278,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、74,800 場合にあっては、81,200
円） 円）

１件につき 349,000円 １件につき 375,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、 場 合 に あ っ て は 、
116,000円） 126,000円）

１件につき 459,000円 １件につき 493,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、 場 合 に あ っ て は 、
147,000円） 160,000円）

１件につき 540,000円 １件につき 581,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、 場 合 に あ っ て は 、
159,000円） 172,000円）

」を 」に、

「 「
１件につき 102,000円 １件につき 109,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、10,700 場合にあっては、11,700
円） 円）

１件につき 168,000円 １件につき 180,000円



（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、27,300 場合にあっては、29,600
円） 円）

１件につき 258,000円 １件につき 278,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、74,800 場合にあっては、81,300
円） 円）

１件につき 330,000円 １件につき 355,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、 場 合 に あ っ て は 、
116,000円） 126,000円）

１件につき 394,000円 １件につき 424,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、 場 合 に あ っ て は 、
146,000円） 158,000円）

１件につき 458,000円 １件につき 492,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、 場 合 に あ っ て は 、
181,000円） 197,000円）

」を 」に、

「 「
１件につき 30,700円 １件につき 32,500円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、9,670 場合にあっては、10,500
円） 円）

１件につき 44,300円 １件につき 47,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、15,900 場合にあっては、17,300
円） 円）

１件につき 63,400円 １件につき 67,300円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、26,000 場合にあっては、28,300
円） 円）

１件につき 95,400円 １件につき 101,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、42,700 場合にあっては、46,300
円） 円）

１件につき 143,000円 １件につき 152,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、74,800 場合にあっては、81,200
円） 円）

１件につき 203,000円 １件につき 216,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、 場 合 に あ っ て は 、
116,000円） 126,000円）

１件につき 263,000円 １件につき 279,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、 場 合 に あ っ て は 、



147,000円） 160,000円）

１件につき 300,000円 １件につき 319,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、 場 合 に あ っ て は 、
159,000円） 172,000円）

」を 」に、

「 「
１件につき 44,900円 １件につき 47,600円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、10,700 場合にあっては、11,700
円） 円）

１件につき 81,900円 １件につき 86,900円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、27,300 場合にあっては、29,600
円） 円）

１件につき 147,000円 １件につき 156,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、74,800 場合にあっては、81,300
円） 円）

１件につき 201,000円 １件につき 213,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、 場 合 に あ っ て は 、
116,000円） 126,000円）

１件につき 244,000円 １件につき 259,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、 場 合 に あ っ て は 、
146,000円） 158,000円）

１件につき 292,000円 １件につき 310,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、 場 合 に あ っ て は 、
181,000円） 197,000円）

」を 」に、

「 「
１件につき 227,000円 １件につき 244,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、14,200 場合にあっては、15,200
円） 円）

１件につき 283,000円 １件につき 303,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、21,700 場合にあっては、23,300
円） 円）

１件につき 361,000円 １件につき 388,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、32,700 場合にあっては、35,100
円） 円）

１件につき 511,000円 １件につき 549,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた



場合にあっては、81,900 場合にあっては、88,000
円） 円）

１件につき 625,000円 １件につき 671,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、 場 合 に あ っ て は 、
124,000円） 133,000円）

１件につき 736,000円 １件につき 791,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、 場 合 に あ っ て は 、
155,000円） 167,000円）

１件につき 838,000円 １件につき 901,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、 場 合 に あ っ て は 、
192,000円） 206,000円）

」を 」に、

「
１件につき 89,000円
（適合証の交付を受けた
場合にあっては、14,000
円）

１件につき 120,000円
（適合証の交付を受けた
場合にあっては、21,700
円）

１件につき 153,000円
（適合証の交付を受けた
場合にあっては、32,400
円）

１件につき 240,000円
（適合証の交付を受けた
場合にあっては、81,200
円）

１件につき 307,000円
（適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、
123,000円）

１件につき 367,000円
（適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、
154,000円）

１件につき 428,000円
（適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、
190,000円）

１件につき 950円



１ 一戸建ての住宅又は複合建築物（住宅の戸
数が１戸のものに限る。）の住宅部分の変更
の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区
分に応じ、それぞれ次に定める金額（低炭素
化の促進に関する基準に適合することを証す
る書面の交付を受けた場合又は低炭素化の促
進に関する基準に係る変更のない場合（以下
この項において「適合証の交付を受けた場合
等」という。）にあっては、4,830円）

⑴ ⑵に掲げる場合以外の場合
１件につき 19,500円

⑵ 建築物エネルギー消費性能基準等を定め
る省令第１０条第２号イ⑵及びロ⑵に適合
している一戸建ての住宅又は複合建築物の
住宅部分の変更の認定を申請する場合
１件につき 10,700円

」を

「
１件につき 96,400円
（適合証の交付を受けた
場合にあっては、15,200
円）

１件につき 128,000円
（適合証の交付を受けた
場合にあっては、23,300
円）

１件につき 166,000円
（適合証の交付を受けた
場合にあっては、35,100
円）

１件につき 260,000円
（適合証の交付を受けた
場合にあっては、88,000
円）

１件につき 333,000円
（適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、
133,000円）

１件につき 397,000円
（適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、
167,000円）

１件につき 464,000円
（適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、
206,000円）

１件につき 1,020円



１ 一戸建ての住宅又は複合建築物（住宅の戸
数が１戸のものに限る。）の住宅部分の変更
の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区
分に応じ、それぞれ次に定める金額（低炭素
化の促進に関する基準に適合することを証す
る書面の交付を受けた場合又は低炭素化の促
進に関する基準に係る変更のない場合（以下
この項において「適合証の交付を受けた場合
等」という。）にあっては、5,250円）

⑴ ⑵に掲げる場合以外の場合
１件につき 20,900円

⑵ 建築物エネルギー消費性能基準等を定め
る省令第１０条第２号イ⑵及びロ⑵に適合
している一戸建ての住宅又は複合建築物の
住宅部分の変更の認定を申請する場合
１件につき 11,400円

」に、

「 「
１件につき 36,100円 １件につき 38,800円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
8,890円） 9,660円）

１件につき 52,000円 １件につき 55,900円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
14,900円） 16,200円）

１件につき 74,900円 １件につき 80,500円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
24,600円） 26,700円）

１件につき 110,000円 １件につき 118,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
40,700円） 44,200円）

１件につき 164,000円 １件につき 176,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
72,100円） 78,300円）

１件につき 230,000円 １件につき 247,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
113,000円） 123,000円）

１件につき 299,000円 １件につき 321,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
143,000円） 155,000円）

１件につき 344,000円 １件につき 370,000円



（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
153,000円） 166,000円）

」を 」に、

「 「
１件につき 55,200円 １件につき 59,300円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
9,470円） 10,200円）

１件につき 95,700円 １件につき 102,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
25,200円） 27,400円）

１件につき 164,000円 １件につき 176,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
72,200円） 78,400円）

１件につき 220,000円 １件につき 236,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
113,000円） 122,000円）

１件につき 266,000円 １件につき 286,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
142,000円） 154,000円）

１件につき 316,000円 １件につき 339,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
177,000円） 193,000円）

」を 」に、

「 「
１件につき 19,500円 １件につき 20,600円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
8,890円） 9,660円）

１件につき 29,200円 １件につき 31,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
14,900円） 16,200円）

１件につき 43,500円 １件につき 46,200円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
24,600円） 26,700円）

１件につき 67,500円 １件につき 71,700円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
40,700円） 44,200円）

１件につき 107,000円 １件につき 114,000円



（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
72,100円） 78,300円）

１件につき 158,000円 １件につき 167,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
113,000円） 123,000円）

１件につき 203,000円 １件につき 215,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
143,000円） 155,000円）

１件につき 226,000円 １件につき 240,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
153,000円） 166,000円）

」を 」に、

「 「
１件につき 26,600円 １件につき 28,200円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
9,470円） 10,200円）

１件につき 52,800円 １件につき 56,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
25,200円） 27,400円）

１件につき 109,000円 １件につき 116,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
72,200円） 78,400円）

１件につき 156,000円 １件につき 166,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
113,000円） 122,000円）

１件につき 193,000円 １件につき 205,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
142,000円） 154,000円）

１件につき 235,000円 １件につき 249,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
177,000円） 193,000円）

」を 」に、

「 「
１件につき 117,000円 １件につき 126,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
11,200円） 12,000円）

１件につき 148,000円 １件につき 159,000円



（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
18,000円） 19,300円）

１件につき 192,000円 １件につき 206,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
27,900円） 30,000円）

１件につき 290,000円 １件につき 312,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
75,700円） 81,400円）

１件につき 367,000円 １件につき 395,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
117,000円） 126,000円）

１件につき 437,000円 １件につき 470,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
147,000円） 158,000円）

１件につき 506,000円 １件につき 544,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
183,000円） 196,000円）

」を 」に、

「 「
１件につき 48,600円 １件につき 52,600円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
11,100円） 12,000円）

１件につき 67,100円 １件につき 71,900円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
18,000円） 19,300円）

１件につき 88,300円 １件につき 95,600円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
27,700円） 30,000円）

１件につき 154,000円 １件につき 167,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
75,100円） 81,400円）

１件につき 208,000円 １件につき 225,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
116,000円） 126,000円）

１件につき 252,000円 １件につき 273,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、



146,000円） 158,000円）

１件につき 300,000円 １件につき 325,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
181,000円） 196,000円）

」を 」に、

「 「
１件につき 225,000円 １件につき 231,000円

１件につき 307,000円 １件につき 313,000円

１件につき 393,000円 １件につき 404,000円

１件につき 554,000円 １件につき 569,000円

１件につき 678,000円 １件につき 696,000円

１件につき 800,000円 １件につき 821,000円

１件につき 909,000円 １件につき 933,000円

」を 」に、

「 「
１件につき 85,400円 １件につき 87,600円

１件につき 116,000円 １件につき 119,000円

１件につき 152,000円 １件につき 156,000円

１件につき 240,000円 １件につき 246,000円



１件につき 310,000円 １件につき 318,000円

１件につき 371,000円 １件につき 381,000円

１件につき 433,000円 １件につき 445,000円

」を 」に、

「 「
１件につき 10,700円 １件につき 11,000円

１件につき 18,900円 １件につき 19,300円

１件につき 30,500円 １件につき 31,300円

１件につき 91,100円 １件につき 93,500円

１件につき 144,000円 １件につき 148,000円

１件につき 182,000円 １件につき 187,000円

１件につき 227,000円 １件につき 233,000円

」を 」に、

「 「
１件につき 117,000円 １件につき 120,000円



１件につき 161,000円 １件につき 164,000円

１件につき 208,000円 １件につき 214,000円

１件につき 313,000円 １件につき 321,000円

１件につき 396,000円 １件につき 407,000円

１件につき 472,000円 １件につき 485,000円

１件につき 545,000円 １件につき 560,000円

」を 」に、

「 「
１件につき 46,900円 １件につき 48,200円

１件につき 65,800円 １件につき 67,200円

１件につき 88,300円 １件につき 90,600円

１件につき 156,000円 １件につき 160,000円

１件につき 212,000円 １件につき 218,000円

１件につき 258,000円 １件につき 265,000円



１件につき 307,000円 １件につき 316,000円

」を 」に、

「 「
１件につき 10,700円 １件につき 10,900円

１件につき 18,800円 １件につき 19,200円

１件につき 30,400円 １件につき 31,200円

１件につき 91,000円 １件につき 93,500円

１件につき 144,000円 １件につき 148,000円

１件につき 182,000円 １件につき 186,000円

１件につき 227,000円 １件につき 233,000円

」を 」に、

「
１ 一戸建ての住宅又は複合建築物（住宅の戸
数が１戸のものに限る。）の住宅部分の認定
を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応
じ、それぞれ次に定める金額（建築物のエネ
ルギー消費性能の向上等に関する法律第１４
条第１項の登録建築物エネルギー消費性能判
定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する
法律第５条第１項の登録住宅性能評価機関か
ら建築物のエネルギー消費性能の向上等に関
する法律第３０条第１項各号の規定による建
築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準
（以下「省エネ向上計画基準」という。）に
適合することを証する書面（以下この項にお
いて「適合証」という。）の交付を受けた場
合にあっては、7,010円）

」を



「
１ 一戸建ての住宅又は複合建築物（住宅の戸
数が１戸のものに限る。）の住宅部分の認定
を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応
じ、それぞれ次に定める金額（建築物のエネ
ルギー消費性能の向上等に関する法律第１４
条第１項の登録建築物エネルギー消費性能判
定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する
法律第５条第１項の登録住宅性能評価機関か
ら建築物のエネルギー消費性能の向上等に関
する法律第３０条第１項各号の規定による建
築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準
（以下「省エネ向上計画基準」という。）に
適合することを証する書面（以下この項にお
いて「適合証」という。）の交付を受けた場
合にあっては、7,680円）

」に、

「 「
１件につき 33,800円 １件につき 36,600円

１件につき 38,200円 １件につき 41,300円

」を 」に、

「 「
１件につき 17,100円 １件につき 18,100円

１件につき 18,500円 １件につき 19,700円

」を 」に、

「 「
１件につき 65,700円 １件につき 71,200円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、10,600 場合にあっては、11,600
円） 円）

１件につき 109,000円 １件につき 118,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、22,600 場合にあっては、24,700
円） 円）

１件につき 185,000円 １件につき 201,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、50,200 場合にあっては、55,000
円） 円）

１件につき 264,000円 １件につき 286,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、89,900 場合にあっては、98,300
円） 円）

」を 」に、



「 「
１件につき 65,500円 １件につき 71,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、10,400 場合にあっては、11,400
円） 円）

１件につき 109,000円 １件につき 118,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、22,400 場合にあっては、24,500
円） 円）

１件につき 185,000円 １件につき 200,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、50,100 場合にあっては、54,800
円） 円）

１件につき 264,000円 １件につき 286,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、89,700 場合にあっては、98,200
円） 円）

」を 」に、

「 「
１件につき 31,400円 １件につき 33,300円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、10,600 場合にあっては、11,600
円） 円）

１件につき 54,200円 １件につき 57,500円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、22,600 場合にあっては、24,700
円） 円）

１件につき 97,300円 １件につき 103,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、50,200 場合にあっては、55,000
円） 円）

１件につき 146,000円 １件につき 155,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、89,900 場合にあっては、98,300
円） 円）

」を 」に、

「 「
１件につき 31,200円 １件につき 33,100円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、10,400 場合にあっては、11,400
円） 円）

１件につき 54,000円 １件につき 57,300円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、22,400 場合にあっては、24,500
円） 円）

１件につき 97,100円 １件につき 103,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、50,100 場合にあっては、54,800
円） 円）



１件につき 146,000円 １件につき 155,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、89,700 場合にあっては、98,200
円） 円）

」を 」に、

「 「
１件につき 213,000円 １件につき 231,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、10,200 場合にあっては、11,000
円） 円）

１件につき 292,000円 １件につき 313,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、18,300 場合にあっては、19,600
円） 円）

１件につき 373,000円 １件につき 404,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、29,300 場合にあっては、31,800
円） 円）

１件につき 525,000円 １件につき 569,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、87,800 場合にあっては、95,100
円） 円）

１件につき 642,000円 １件につき 696,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、 場 合 に あ っ て は 、
138,000円） 150,000円）

１件につき 758,000円 １件につき 821,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、 場 合 に あ っ て は 、
175,000円） 190,000円）

１件につき 862,000円 １件につき 933,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、 場 合 に あ っ て は 、
219,000円） 237,000円）

」を 」に、

「 「
１件につき 80,900円 １件につき 87,600円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、10,200 場合にあっては、11,000
円） 円）

１件につき 111,000円 １件につき 119,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、18,300 場合にあっては、19,600
円） 円）

１件につき 144,000円 １件につき 156,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、29,300 場合にあっては、31,800
円） 円）



１件につき 227,000円 １件につき 246,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合にあっては、87,800 場合にあっては、95,100
円） 円）

１件につき 294,000円 １件につき 318,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、 場 合 に あ っ て は 、
138,000円） 150,000円）

１件につき 352,000円 １件につき 381,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、 場 合 に あ っ て は 、
175,000円） 190,000円）

１件につき 411,000円 １件につき 445,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場 合 に あ っ て は 、 場 合 に あ っ て は 、
219,000円） 237,000円）

１件につき 940円 １件につき 1,020円

」を 」に、

「
１ 一戸建ての住宅又は複合建築物（住宅の戸
数が１戸のものに限る。）の住宅部分の変更
の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区
分に応じ、それぞれ次に定める金額（省エネ
向上計画基準に適合することを証する書面の
交付を受けた場合又は省エネ向上計画基準に
係る変更のない場合（以下この項において
「適合証の交付を受けた場合等」という。）
にあっては、5,540円）

」を

「
１ 一戸建ての住宅又は複合建築物（住宅の戸
数が１戸のものに限る。）の住宅部分の変更
の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区
分に応じ、それぞれ次に定める金額（省エネ
向上計画基準に適合することを証する書面の
交付を受けた場合又は省エネ向上計画基準に
係る変更のない場合（以下この項において
「適合証の交付を受けた場合等」という。）
にあっては、6,070円）

」に、

「 「
１件につき 18,900円 １件につき 20,500円

１件につき 21,100円 １件につき 22,800円

」を 」に、



「 「
１件につき 10,600円 １件につき 11,300円

１件につき 11,300円 １件につき 12,000円

」を 」に、

「 「
１件につき 36,800円 １件につき 39,900円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
9,340円） 10,200円）

１件につき 63,400円 １件につき 68,700円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
19,900円） 21,800円）

１件につき 112,000円 １件につき 121,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
44,400円） 48,600円）

１件につき 166,000円 １件につき 180,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
79,400円） 86,900円）

」を 」に、

「 「
１件につき 36,800円 １件につき 39,800円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
9,260円） 10,100円）

１件につき 63,300円 １件につき 68,600円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
19,800円） 21,700円）

１件につき 112,000円 １件につき 121,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
44,300円） 48,500円）

１件につき 166,000円 １件につき 180,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
79,300円） 86,800円）

」を 」に、

「 「
１件につき 19,800円 １件につき 21,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
9,340円） 10,200円）



１件につき 36,000円 １件につき 38,200円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
19,900円） 21,800円）

１件につき 68,500円 １件につき 72,700円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
44,400円） 48,600円）

１件につき 108,000円 １件につき 115,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
79,400円） 86,900円）

」を 」に、

「 「
１件につき 19,700円 １件につき 20,900円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
9,260円） 10,100円）

１件につき 35,900円 １件につき 38,100円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
19,800円） 21,700円）

１件につき 68,400円 １件につき 72,600円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
44,300円） 48,500円）

１件につき 108,000円 １件につき 115,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
79,300円） 86,800円）

」を 」に、

「 「
１件につき 110,000円 １件につき 120,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
9,160円） 9,930円）

１件につき 153,000円 １件につき 164,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
16,300円） 17,400円）

１件につき 198,000円 １件につき 214,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
26,100円） 28,300円）

１件につき 297,000円 １件につき 321,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
78,400円） 84,900円）



１件につき 376,000円 １件につき 407,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
124,000円） 134,000円）

１件につき 448,000円 １件につき 485,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
156,000円） 169,000円）

１件につき 517,000円 １件につき 560,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
195,000円） 212,000円）

」を 」に、

「 「
１件につき 44,500円 １件につき 48,200円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
9,160円） 9,930円）

１件につき 62,700円 １件につき 67,200円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
16,300円） 17,400円）

１件につき 83,700円 １件につき 90,600円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
26,100円） 28,300円）

１件につき 148,000円 １件につき 160,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
78,400円） 84,900円）

１件につき 201,000円 １件につき 218,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
124,000円） 134,000円）

１件につき 245,000円 １件につき 265,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
156,000円） 169,000円）

１件につき 291,000円 １件につき 316,000円
（適合証の交付を受けた （適合証の交付を受けた
場合等にあっては、 場合等にあっては、
195,000円） 212,000円）

」を 」に、

「 「
１件につき 5,840円 １件につき 6,320円



１件につき 8,160円 １件につき 8,810円

１件につき 12,200円 １件につき 13,100円

１件につき 32,700円 １件につき 34,900円

１件につき 40,000円 １件につき 42,700円

１件につき 54,400円 １件につき 58,000円

１件につき 5,840円 １件につき 6,320円

１件につき 8,160円 １件につき 8,810円

１件につき 12,200円 １件につき 13,100円

１件につき 32,700円 １件につき 34,900円

１件につき 40,000円 １件につき 42,700円

１件につき 32,400円 １件につき 34,900円

」を 」に、「第２５条の４第

１６項」を「第２５条の４第１７項」に、

「
１件につき 23,500円



１件につき1,500円 3.3平方メートル当たり
の基本料金に右欄の 220円
個別料金を合算した
額 3.3平方メートル当たり

240円

3.3平方メートル当たり
240円

3.3平方メートル当たり
240円

１件につき1,500円 １か所当たり 600円
の基本料金に右欄の
個別料金を合算した １か所当たり 600円
額

１個につき 1,600円

１個につき 2,100円

１個につき 2,200円

１個につき 3,100円

」を

「
１件につき 25,200円

１件につき1,560円 3.3平方メートル当たり
の基本料金に右欄の 280円
個別料金を合算した
額 3.3平方メートル当たり

280円

3.3平方メートル当たり
280円

3.3平方メートル当たり
280円

１件につき1,560円 １か所当たり 630円
の基本料金に右欄の
個別料金を合算した １か所当たり 630円
額

１個につき 1,700円

１個につき 2,300円



１個につき 2,600円

１個につき 3,800円

」に、

「 「
１個につき 1,500円 １個につき 1,900円

１個につき 2,400円 １個につき 2,900円

１個につき 3,700円 １個につき 4,700円

１個につき 6,900円 １個につき 8,400円

１個につき 10,700円 １個につき 11,600円

１個につき 15,000円 １個につき 16,600円

１個につき 19,100円 １個につき 21,100円

１個につき 21,600円 １個につき 23,300円

１個につき 29,800円 １個につき 32,300円

１個につき 51,200円 １個につき 53,600円

」を 」に、

「 「
１件につき 7,400円 １件につき 7,500円

」を 」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市手数料条例別表の規定は、令和８年１０月１日以後の申請

又は通知に係る手数料について適用し、同日前の申請又は通知に係る手数料については、な

お従前の例による。



（説 明）

手数料の額を改定する等のために、旭川市手数料条例の一部を改正しようとするものである。



８・２定 議案第 １１ 号

旭川市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例の

一部を改正する条例の制定について

旭川市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定

める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例の

一部を改正する条例

旭川市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例（昭和３９年旭川市条例第１８号）の

一部を次のように改正する。

第２条第２項第２号中「０．０８」を「０．１」に改める。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の旭川市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例の規定は、

令和８年１０月１日以後に申請された使用に係る使用料について適用し、同日前に申請され

た使用に係る使用料については、なお従前の例による。

（説 明）

使用料の額を改定するために、旭川市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例の一部

を改正しようとするものである。



８・２定 議案第 １２ 号

旭川市旭川駅前広場条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市旭川駅前広場条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市旭川駅前広場条例の一部を改正する条例

旭川市旭川駅前広場条例（平成２７年旭川市条例第３８号）の一部を次のように改正する。

第６条第１項中「１．０８」を「１．１」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市旭川駅前広場条例の規定は、令和８年１０月１日以後に申

請された使用に係る使用料について適用し、同日前に申請された使用に係る使用料について

は、なお従前の例による。

（説 明）

使用料の額を改定するために、旭川市旭川駅前広場条例の一部を改正しようとするものであ

る。



８・２定 議案第 １３ 号

旭川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例

旭川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年旭川市

条例第４４号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項ただし書中「ついては、」を「ついては、片道」に改め、同条第２項を削り、

同条第３項中「前２項に定める」を「前項の規定により支給する」に改め、同項を同条第２項

とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関す

る条例（以下「新条例」という。）第２条第２項の規定は、施行日以後に同項の規定により

その例によることとされる旭川市職員の旅費に関する条例（昭和３６年旭川市条例第８号。

以下「旅費条例」という。）第４条第１項に規定する出張命令権者が同項第１号に規定する

出張命令を発する旅行及び新条例第２条第２項の規定によりその例によることとされる旅費



条例第３条第２項の規定により旅費を支給することを決定する旅行について適用し、施行日

前にこの条例による改正前の旭川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関

する条例（以下「旧条例」という。）第２条第３項の規定によりその例によることとされる

旅費条例第４条第１項に規定する出張命令権者（以下「旧出張命令権者」という。）が同項

第１号に規定する出張命令（以下「旧出張命令」という。）を発した旅行及び旧条例第２条

第３項の規定によりその例によることとされる旅費条例第３条第２項の規定により旅費を支

給することを決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧出張命

令権者が旧出張命令を発し、かつ、施行日以後に新条例第２条第２項の規定によりその例に

よることとされる旅費条例第４条第１項に規定する出張命令権者が同条第３項の規定により

当該旧出張命令の変更をする旅行については、新条例第２条第２項の規定によりその例によ

ることとされる旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分に

ついて適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の

例による。

（説 明）

費用弁償に係る規定を整備する等のために、旭川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正しようとするものである。



８・２定 議案第 １４ 号

旭川市職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定について

旭川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

旭川市職員の給与に関する条例（昭和２６年旭川市条例第２号）の一部を次のように改正す

る。

第１０条に次の１項を加える。

３ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設（その所在地及び

利用形態が市長が別に定める要件を満たすものに限る。第１号において「駐車場等」とい

う。）を利用し、その料金を負担することを常例とするもの（市長が別に定める職員を除

く。）の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。

⑴ 駐車場等に係る通勤手当 ５，０００円を超えない範囲内で１箇月当たりの駐車場等の

料金に相当する額として市長が別に定める額

⑵ 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の旭川市職員の給与に関する条

例（以下「改正後の給与条例」という。）第１０条第３項の規定は、令和８年４月１日から

適用する。



（手当の内払）

２ 改正後の給与条例第１０条の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の旭

川市職員の給与に関する条例第１０条の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の給

与条例第１０条の規定による通勤手当の内払とみなす。

（規則への委任）

３ 前項に定めるもののほか、通勤手当の支給日その他この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。

（説 明）

国家公務員の給与改定に準じるために、旭川市職員の給与に関する条例の一部を改正しよう

とするものである。



８・２定 議案第 １５ 号

旭川市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

旭川市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

旭川市職員の旅費に関する条例（昭和３６年旭川市条例第８号）の一部を次のように改正す

る。

第１７条中「１９，０００円」を「２１，０００円」に改める。

第２０条第１項中「次」を「次の各号」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、出張命令権者が次の各号に規定するいずれかの運送のみでは旅行することが困難

と認めるときは、現に運送を行つた場合に応じ、次の各号の規定によりそれぞれ算定した額

の合計額とする。

第２０条第１項第３号中「第１号の規定により算定した額」を「取得した見積額」に、「少

ない額」を「少ない額（第１項ただし書の規定により第１号に定める額と合計するときは、当

該運送に要する額）」に改める。

第３２条中「３６，０００円」を「３９，０００円」に改める。

附 則

１ この条例は、令和８年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ この条例による改正後の旭川市職員の旅費に関する条例（以下「新条例」という。）の規

定は、施行日以後に旭川市職員の旅費に関する条例第４条第１項に規定する出張命令権者

（以下「出張命令権者」という。）が同項に規定する出張命令等（以下「出張命令等」とい



う。）を発する旅行及び同条例第３条第２項の規定により旅費を支給することを決定する旅

行について適用し、施行日前に出張命令権者が出張命令等を発した旅行及び同項の規定によ

り旅費を支給することを決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前

に出張命令権者が出張命令等を発し、かつ、施行日以後に出張命令権者が同条例第４条第３

項の規定により当該出張命令等の変更をする旅行については、新条例の規定は、当該旅行の

うち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前

の期間に対応する分については、なお従前の例による。

（説 明）

宿泊費の上限額を改定する等のために、旭川市職員の旅費に関する条例の一部を改正しよう

とするものである。



８・２定 議案第 １６ 号

旭川市総合防災センターコミュニティホール等の使用

に関する条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市総合防災センターコミュニティホール等の使用に関する条例の一部を改正する条例を

次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市総合防災センターコミュニティホール等の使用

に関する条例の一部を改正する条例

旭川市総合防災センターコミュニティホール等の使用に関する条例（平成２２年旭川市条例

第９号）の一部を次のように改正する。

附 則

円
１，１７０

円
１，５６０

円
１，１７０

２６０ ３５０ ２６０

２５０ ３３０ ２５０

３７０ ４９０

円
１，４８０

円
１，９８０

円
１，４８０

３３０ ４５０ ３３０

３２０ ４２０ ３２０

４５０ ６００

別表中

「

を

「

に改める。

」

」



（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市総合防災センターコミュニティホール等の使用に関する条

例別表の規定は、令和８年１０月１日以後に申請された使用に係る使用料について適用し、

同日前に申請された使用に係る使用料については、なお従前の例による。

（説 明）

使用料の額を改定するために、旭川市総合防災センターコミュニティホール等の使用に関す

る条例の一部を改正しようとするものである。



８・２定 議案第 １７ 号

旭川市消防団員等公務災害補償条例の一部を

改正する条例の制定について

旭川市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

旭川市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年旭川市条例第２４号）の一部を次のように

改正する。

第１８条中「３１５，０００円」を「３３０，０００円」に改める。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の旭川市消防団員等公務災害補償条例（以下「新条例」という。）

第１８条の規定は、令和８年４月１日（以下「適用日」という。）以後に支給すべき事由の

生じた旭川市消防団員等公務災害補償条例第４条第７号に規定する葬祭補償（以下「葬祭補

償」という。）について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、

なお従前の例による。

３ 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、この条例による改正前の旭川市

消防団員等公務災害補償条例（以下「旧条例」という。）第１８条の規定による金額により

支給されたもの又は旧条例附則第６条の規定による金額により支給されたもの（その額が

６６万円未満であるものに限る。）の支払は、新条例第１８条の規定による金額により支給

されるべき葬祭補償の内払とみなす。



（説 明）

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、旭川市消防団員等

公務災害補償条例の一部を改正しようとするものである。



８・２定 議案第 １８ 号

旭川市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市消防手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市消防手数料条例の一部を改正する条例

旭川市消防手数料条例（平成１２年旭川市条例第１３号）の一部を次のように改正する。

別表第２⑵の項中「３，０００円」を「３，２００円」に改め、同表⑶の項中「２，０００

円」を「２，４００円」に改め、同表⑷の項中「２，０００円」を「２，６００円」に改め、

同表⑸の項中「３，０００円」を「３，２００円」に改め、同表⑼の項中「２００円」を

「２５０円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市消防手数料条例の規定は、令和８年１０月１日以後の申請

に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

（説 明）

手数料の額を改定するために、旭川市消防手数料条例の一部を改正しようとするものである。



８・２定 議案第 １９ 号

旭川市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市印鑑条例の一部を改正する条例

旭川市印鑑条例（昭和５９年旭川市条例第１０号）の一部を次のように改正する。

第１６条の２第１号中「次号」を「以下この条」に改め、同条第２号中「第１２条の２第４

項第２号ロ」を「第１２条の２第４項第３号ロ」に改め、同号を同条第３号とし、同条第１号

の次に次の１号を加える。

⑵ 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）第１９条の１５の２第１項に

規定する特定在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出

入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）第１６条の２第１項の規定による特定

特別永住者証明書（これらのうち、公的個人認証法第２２条第１項に規定する個人番号

カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。）

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

（説 明）

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律等の一部改正に伴

い、旭川市印鑑条例の一部を改正しようとするものである。



８・２定 議案第 ２０ 号

旭川市市民活動交流センター条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市市民活動交流センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市市民活動交流センター条例の一部を改正する条例

旭川市市民活動交流センター条例（平成２１年旭川市条例第４３号）の一部を次のように改

正する。

円
２１０

円
４３０

２４０ ４９０

１００ ２１０

７０ １５０

９２０ １，８５０

８

円
２４０

円
４８０

２７０ ５５０

１２０ ２４０

８０ １７０

１，０３０ ２，０７０

９

」

「

を別表第１項の表中

」

「

に改める。



附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市市民活動交流センター条例別表の規定は、令和８年１０月

１日以後に申請された使用に係る利用料金について適用し、同日前に申請された使用に係る

利用料金については、なお従前の例による。

（説 明）

利用料金設定基準を改定するために、旭川市市民活動交流センター条例の一部を改正しよう

とするものである。



８・２定 議案第 ２１ 号

旭川市地域活動センター条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市地域活動センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市地域活動センター条例の一部を改正する条例

旭川市地域活動センター条例（平成２６年旭川市条例第７２号）の一部を次のように改正す

る。

円
９６０

５００

７０

７０

円
１，１８０

７３０

１００

１００

円
２，８８０

円
３，８４０

円
２，８８０

１，５００ ２，０００ １，５００

５１０ ６８０ ５１０

２１０ ２８０ ２１０

を

」

「

別表第１項の⑴の表中

」

に改め、同項の⑵の表中

「

「

を



附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市地域活動センター条例別表の規定は、令和８年１０月１日

以後に申請された使用に係る利用料金について適用し、同日前に申請された使用に係る利用

料金については、なお従前の例による。

（説 明）

利用料金設定基準を改定するために、旭川市地域活動センター条例の一部を改正しようとす

るものである。

２１０ ２８０ ２１０

１，１１０ １，４８０ １，１１０

円
３，５４０

円
４，７２０

円
３，５４０

２，１９０ ２，９２０ ２，１９０

６３０ ８４０ ６３０

３００ ４００ ３００

３００ ４００ ３００

１，４１０ １，８８０ １，４１０

」

「

」

に改める。



８・２定 議案第 ２２ 号

旭川市住民センター条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市住民センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市住民センター条例の一部を改正する条例

旭川市住民センター条例（昭和５８年旭川市条例第１０号）の一部を次のように改正する。

附 則

円
２１０

円
２８０

円
２１０

５１０ ６８０ ５１０

１，１１０ １，４８０ １，１１０

２，８８０ ３，８４０ ２，８８０

円
３００

円
４００

円
３００

６３０ ８４０ ６３０

１，４１０ １，８８０ １，４１０

３，５４０ ４，７２０ ３，５４０

「別表第１項の表中

を」

「

に改める。」



（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市住民センター条例別表の規定は、令和８年１０月１日以後

に申請された使用に係る利用料金について適用し、同日前に申請された使用に係る利用料金

については、なお従前の例による。

（説 明）

利用料金設定基準を改定するために、旭川市住民センター条例の一部を改正しようとするも

のである。



８・２定 議案第 ２３ 号

旭川市地区会館条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市地区会館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市地区会館条例の一部を改正する条例

旭川市地区会館条例（昭和４３年旭川市条例第６号）の一部を次のように改正する。

第５条中「使用が」を「使用を」に改める。

別表西神居会館使用料の表中

別表嵐山中央会館使用料の表中

３６０円 ６００円 ６００円 １，５６０円

２１０円 ３６０円 ３６０円 ９３０円

１３０円 ２２０円 ２２０円 ５７０円

２１０円 ３６０円 ３６０円 ９３０円

１６０円 ２６０円 ２６０円 ６８０円

１，０７０円 １，８００円 １，８００円 ４，６７０円

４７０円 ７９０円 ７９０円 ２，０５０円

３１０円 ５２０円 ５２０円 １，３５０円

１１０円 １８０円 １８０円 ４７０円

３１０円 ５２０円 ５２０円 １，３５０円

１３０円 ２２０円 ２２０円 ５７０円

１，３３０円 ２，２３０円 ２，２３０円 ５，７９０円

」を

「

」に改める。

「



附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の旭川市地区会館条例別表の規定は、令和８年１０月１日以後に申

請された使用に係る使用料について適用し、同日前に申請された使用に係る使用料について

は、なお従前の例による。

（説 明）

使用料の額を改定する等のために、旭川市地区会館条例の一部を改正しようとするものであ

る。

４３０円 ７３０円 ７３０円 １，８９０円

２６０円 ４３０円 ４３０円 １，１２０円

２６０円 ４３０円 ４３０円 １，１２０円

２６０円 ４３０円 ４３０円 １，１２０円

１，２１０円 ２，０２０円 ２，０２０円 ５，２５０円

６４０円 １，０９０円 １，０９０円 ２，８２０円

３９０円 ６４０円 ６４０円 １，６７０円

３９０円 ６４０円 ６４０円 １，６７０円

３９０円 ６４０円 ６４０円 １，６７０円

１，８１０円 ３，０１０円 ３，０１０円 ７，８３０円

」を

「

「

」に改める。



８・２定 議案第 ２４ 号

旭川市地区センター条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市地区センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市地区センター条例の一部を改正する条例

旭川市地区センター条例（平成３年旭川市条例第５号）の一部を次のように改正する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市地区センター条例別表の規定は、令和８年１０月１日以後

に申請された使用に係る利用料金について適用し、同日前に申請された使用に係る利用料金

円
２１０

円
２８０

円
２１０

５１０ ６８０ ５１０

１，５００ ２，０００ １，５００

円
３００

円
４００

円
３００

６３０ ８４０ ６３０

２，１９０ ２，９２０ ２，１９０

別表第１項の表中「

を」

「

に改める。」



については、なお従前の例による。

（説 明）

利用料金設定基準を改定するために、旭川市地区センター条例の一部を改正しようとするも

のである。



８・２定 議案第 ２５ 号

旭川市ときわ市民ホール条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市ときわ市民ホール条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市ときわ市民ホール条例の一部を改正する条例

旭川市ときわ市民ホール条例（昭和６３年旭川市条例第１６号）の一部を次のように改正す

る。

別表第１項の⑴の表中

円

370

円

500

円

500

円

1,370

円

1,130

円

1,510

円

1,510

円

4,150

180 240 240 660 550 740 740 2,030

480 640 640 1,760 1,450 1,940 1,940 5,330

円

420

円

570

円

570

円

1,560

円

1,280

円

1,710

円

1,710

円

4,700

」を

「

「



附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の旭川市ときわ市民ホール条例別表の規定は、令和８年１０月１日

以後に申請された使用に係る利用料金について適用し、同日前に申請された使用に係る利用

料金については、なお従前の例による。

（説 明）

利用料金設定基準を改定するために、旭川市ときわ市民ホール条例の一部を改正しようとす

るものである。

210 280 280 770 630 840 840 2,310

550 730 730 2,010 1,650 2,200 2,200 6,050

」に改める。



８・２定 議案第 ２６ 号

旭川市勤労者福祉総合センター条例の一部を改正する条例

の制定について

旭川市勤労者福祉総合センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市勤労者福祉総合センター条例の一部を改正する条例

旭川市勤労者福祉総合センター条例（平成１４年旭川市条例第５５号）の一部を次のように

改正する。

別表第１項の⑴の表中

円
700

円
2,560

円
2,100

円
2,810

円
2,810

円
7,720

480 640 640 1,760 1,440 1,930 1,930 5,300

330 330 900 740 990 990 2,720

330 330 900 740 990 990 2,720

330 330 900 740 990 990 2,720

330 330 900 740 990 990 2,720

330 330 900 740 990 990 2,720

330 330 900 740 990 990 2,720

330 330 900 740 990 990 2,720

330 330 900 740 990 990 2,720

「



⑵の表中

330 330 900 740 990 990 2,720

330 330 900 740 990 990 2,720

830 1,100 1,100 3,030 2,490 3,320 3,320 9,130

240 320 320 880 720 970 970 2,660

240 320 320 880 720 970 970 2,660

120 160 160 440 360 480 480 1,320

円
690

円
2,550

円
2,090

円
2,790

円
2,790

円
7,670

470 630 630 1,730 1,430 1,910 1,910 5,250

320 320 880 740 980 980 2,700

320 320 880 740 980 980 2,700

320 320 880 740 980 980 2,700

320 320 880 740 980 980 2,700

320 320 880 740 980 980 2,700

320 320 880 740 980 980 2,700

320 320 880 740 980 980 2,700

320 320 880 740 980 980 2,700

320 320 880 740 980 980 2,700

320 320 880 740 980 980 2,700

1,010 1,350 1,350 3,710 3,030 4,050 4,050 11,130

290 390 390 1,070 890 1,190 1,190 3,270

290 390 390 1,070 890 1,190 1,190 3,270

140 190 190 520 440 590 590 1,620

円
1,110

円
1,480

円
1,480

円
4,070

「

」に改め、同項の

」を

「



附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市勤労者福祉総合センター条例別表の規定は、令和８年１０

月１日以後に申請された使用に係る利用料金について適用し、同日前に申請された使用に係

る利用料金については、なお従前の例による。

（説 明）

利用料金設定基準を改定するために、旭川市勤労者福祉総合センター条例の一部を改正しよ

うとするものである。

3,360 4,480 4,480 12,320

円
1,660

円
2,220

円
2,220

円
6,100

5,040 6,720 6,720 18,480
」に改める。

」を

「



８・２定 議案第 ２７ 号

旭川市農村地域センター条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市農村地域センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市農村地域センター条例の一部を改正する条例

旭川市農村地域センター条例（平成２年旭川市条例第１６号）の一部を次のように改正する。

別表の表を次のように改める。

附 則

使 用 区 分

金 額

午 前
（９時～12時）

午 後
（13時～17時）

夜 間
（18時～22時）

研

修

室

和

室

西神楽
円

３００
円

４００
円

４００

東旭川、旭正、永山
及び東鷹栖

５４０ ７２０ ７２０

洋

室

西神楽、永山及び東
鷹栖

５４０ ７２０ ７２０

東旭川 ３００ ４００ ４００

調理実習室 ５４０ ７２０ ７２０

西神楽、東旭川及び東鷹
栖

２，８２０ ３，７６０ ３，７６０

永山 １，３８０ １，８４０ １，８４０

催物広場 市長が別に定める額

ホ
ー
ル



１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の旭川市農村地域センター条例別表の規定は、令和８年１０月１日

以後に申請された使用に係る使用料について適用し、同日前に申請された使用に係る使用料

については、なお従前の例による。

（説 明）

使用料の額を改定するために、旭川市農村地域センター条例の一部を改正しようとするもの

である。



８・２定 議案第 ２８ 号

旭川市火葬場条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市火葬場条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市火葬場条例の一部を改正する条例

旭川市火葬場条例（平成１１年旭川市条例第３９号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「旭川聖苑（以下「聖苑」という。）」を「火葬場」に改め、同条第２項第

２号中「聖苑」を「火葬場」に改める。

第４条第１項及び第６条第２号中「聖苑」を「火葬場」に改める。

「 「

別表中 ５，１００ を ５，２００ に改め

」 」

る。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の旭川市火葬場条例第３条第１項の規定に

より許可を受けている者は、この条例による改正後の旭川市火葬場条例（以下「改正後の条

例」という。）第３条第１項の規定により許可を受けた者とみなす。

３ 改正後の条例別表の規定は、令和８年１０月１日以後に申請された使用に係る使用料につ

いて適用し、同日前に申請された使用に係る使用料については、なお従前の例による。



（説 明）

使用料の額を改定する等のために、旭川市火葬場条例の一部を改正しようとするものであ

る。



８・２定 議案第 ２９ 号

旭川市生活館条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市生活館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市生活館条例の一部を改正する条例

旭川市生活館条例（昭和３９年旭川市条例第４５号）の一部を次のように改正する。

別表中「
１６０円 ２１０円 ２１０円 ５８０円

１６０ ２１０ ２１０ ５８０

５３０ ７１０ ７１０ １，９５０

１８０ ２４０ ２４０ ６６０

１８０ ２４０ ２４０ ６６０

６３０ ８４０ ８４０ ２，３１０

６３０ ８４０ ８４０ ２，３１０

１９０ ２５０ ２５０ ６９０

１８０ ２４０ ２４０ ６６０

２３０円 ３００円 ３００円 ８３０円

２３０ ３００ ３００ ８３０

７６０ １，０１０ １，０１０ ２，７８０

２５０ ３４０ ３４０ ９３０

２５０ ３４０ ３４０ ９３０

８９０ １，１９０ １，１９０ ３，２７０

」を

「



附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の旭川市生活館条例別表の規定は、令和８年１０月１日以後に申請

された使用に係る使用料について適用し、同日前に申請された使用に係る使用料については、

なお従前の例による。

（説 明）

使用料の額を改定するために、旭川市生活館条例の一部を改正しようとするものである。

８９０ １，１９０ １，１９０ ３，２７０

２８０ ３７０ ３７０ １，０２０

２７０ ３６０ ３６０ ９９０
」に改める。



８・２定 議案第 ３０ 号

旭川市高齢者等健康福祉センター条例の一部を改正する条例

の制定について

旭川市高齢者等健康福祉センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市高齢者等健康福祉センター条例の一部を改正する条例

旭川市高齢者等健康福祉センター条例（平成５年旭川市条例第２４号）の一部を次のように

改正する。

別表第１項の⑴の表中

円
１，５００

円
２，０００

円
１，５００

円
５，０００

９３０ １，２４０ ９３０ ３，１００

６００ ８００ ６００ ２，０００

２８０ ３７０ ２８０ ９３０

５５０ ７４０ ５５０ １，８４０

６３０ ８４０ ６３０ ２，１００

無料（ただし、平日の日中以外に使用するときは１
人１回 １５０円）

１人１回 １５０円

１人１回 ２２０円

円
２，２５０

円
３，０００

円
２，２５０

円
７，５００

１，３９０ １，８６０ １，３９０ ４，６４０

」を

「

「



７６０ １，０１０ ７６０ ２，５３０

４２０ ５５０ ４２０ １，３９０

８２０ １，１１０ ８２０ ２，７５０

８２０ １，０９０ ８２０ ２，７３０

無料（ただし、平日の日中以外に使用するときは１
人１回 ２２０円）

１人１回 ２２０円

１人１回 ３３０円

円
８４０

円
１，１２０

３７０ ５００

無料（ただし、平日以外に使用するときは１人１回
１５０円）

１人１回 １５０円

１人１回 ２２０円

円
１，２６０

円
１，６８０

５５０ ７５０

無料（ただし、平日以外に使用するときは１人１回
２００円）

１人１回 ２００円

１人１回 ３００円

円
７５０

円
１，０００

円
７５０

円
２，５００

７５０ １，０００ ７５０ ２，５００

１，５００ ２，０００ １，５００ ５，０００

４３０ ５８０ ４３０ １，４４０

５１０ ６８０ ５１０ １，７００

５１０ ６８０ ５１０ １，７００

３９０ ５２０ ３９０ １，３００

」に改め、同項の⑵の表中

「

」に改め、同項の⑶の表中

」を

「

「



附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の旭川市高齢者等健康福祉センター条例（以下「改正後の条例」と

いう。）別表の規定は、令和８年１０月１日（以下「適用日」という。）以後の使用に係る

利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

３ 適用日前に申請された使用に係る利用料金については、前項及び改正後の条例別表の規定

にかかわらず、なお従前の例による。

（説 明）

利用料金設定基準を改定するために、旭川市高齢者等健康福祉センター条例の一部を改正し

ようとするものである。

無料（ただし、平日の日中以外に使用するときは１
人１回 １５０円）

１人１回 １５０円

１人１回 ２２０円

円
１，１２０

円
１，５００

円
１，１２０

円
３，７４０

１，１２０ １，５００ １，１２０ ３，７４０

２，２５０ ３，０００ ２，２５０ ７，５００

６４０ ８７０ ６４０ ２，１５０

７６０ １，０２０ ７６０ ２，５４０

７６０ １，０２０ ７６０ ２，５４０

５８０ ７８０ ５８０ １，９４０

無料（ただし、平日の日中以外に使用するときは１
人１回 ２２０円）

１人１回 ２２０円

１人１回 ３３０円

「

」を

」に改める。



８・２定 議案第 ３１ 号

旭川市近文市民ふれあいセンター条例の一部を改正する条例

の制定について

旭川市近文市民ふれあいセンター条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市近文市民ふれあいセンター条例の一部を改正する条例

旭川市近文市民ふれあいセンター条例（平成８年旭川市条例第２５号）の一部を次のように

改正する。

別表第１項の⑴の表中

１，１２０円 １，５００円 １，１２０円 ３，７４０円

９７０ １，３００ ９７０ ３，２４０

５５０ ７４０ ５５０ １，８４０

６８０ ９００ ６８０ ２，２６０

６８０ ９００ ６８０ ２，２６０

６，７９０ ９，０６０ ６，７９０ ２２，６４０

無料（ただし、平日の日中以外に使用するときは１人１
回 １５０円）

１人１回 １５０円

１人１回 ２２０円

１人１回 １５０円

「



１人１回 ２２０円

１，６８０円 ２，２５０円 １，６８０円 ５，６１０円

１，１７０ １，５７０ １，１７０ ３，９１０

７３０ ９８０ ７３０ ２，４４０

７６０ １，０２０ ７６０ ２，５４０

８１０ １，０８０ ８１０ ２，７００

７，８２０ １０，４３０ ７，８２０ ２６，０７０

無料（ただし、平日の日中以外に使用するときは１人１
回 ２２０円）

１人１回 ２２０円

１人１回 ３３０円

１人１回 ２１０円

１人１回 ３１０円

１時間 １０，７１０円

１コース１時間 １，５３０円

１時間 １１，３４０円

１コース１時間 １，６２０円

１００円 ８０円 ５００円

１００ ８０ ５００

２６０ ２００ １，３００

５２０ ４１０ ２，６００

１４０円 １１０円 ７４０円

」に改め、同項の

「

」を

⑵の表中「

」を

「

」に、

「

」を

「



附 則

１ この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ この条例による改正後の旭川市近文市民ふれあいセンター条例（以下「改正後の条例」と

いう。）別表の規定は、令和８年１０月１日（以下「適用日」という。）以後の使用に係る

利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

３ 適用日前に申請された使用に係る利用料金については、前項及び改正後の条例別表の規定

にかかわらず、なお従前の例による。

４ 施行日前にこの条例による改正前の旭川市近文市民ふれあいセンター条例別表に規定する

回数券の利用料金を収受した場合又は施行日から適用日の前日までの間に第２項の規定によ

りなお従前の例によることとされた利用料金（回数券の利用料金に限る。）を収受した場合

における適用日以後の使用（これらの利用料金を収受した回数券を使用して使用する場合に

限る。）に係る利用料金については、第２項及び改正後の条例別表の規定にかかわらず、な

お従前の例による。

５ 適用日前に旭川市障害者福祉センター条例（平成１４年旭川市条例第１７号）別表に規定

する回数券の利用料金を納入した場合における適用日以後の使用（当該利用料金を納入した

回数券を使用して使用する場合に限る。）に係る利用料金については、第２項及び改正後の

条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（説 明）

利用料金設定基準を改定するために、旭川市近文市民ふれあいセンター条例の一部を改正し

ようとするものである。

１４０ １１０ ７４０

３６０ ２８０ １，９３０

７３０ ５８０ ３，８７０
」に改める。



８・２定 議案第 ３２ 号

旭川市高齢者バス料金助成乗車証条例の一部を改正する条例

の制定について

旭川市高齢者バス料金助成乗車証条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市高齢者バス料金助成乗車証条例の一部を改正する条例

旭川市高齢者バス料金助成乗車証条例（平成１８年旭川市条例第２０号）の一部を次のよう

に改正する。

第１０条第４項中「４００円」を「４４０円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市高齢者バス料金助成乗車証条例の規定は、令和８年１０月

１日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお

従前の例による。

（説 明）

手数料の額を改定するために、旭川市高齢者バス料金助成乗車証条例の一部を改正しようと

するものである。



８・２定 議案第 ３３ 号

旭川市障害者福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市障害者福祉センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市障害者福祉センター条例の一部を改正する条例

旭川市障害者福祉センター条例（平成１４年旭川市条例第１７号）の一部を次のように改正

する。

別表第１項の⑴の表を次のように改める。

⑴ 会議室等

時間区分

使用区分

午 前 午 後 夜 間 全 日

９時～12時 13時～17時 18時～21時 ９時～21時

会議室１
障害者等

円
2,740

円
3,660

円
2,740

円
9,140

一 般 8,250 10,990 8,250 27,490

会議室２
障害者等 690 930 690 2,310

一 般 2,090 2,790 2,090 6,970

会議室３、映像スタ
ジオ、和室研修室及
び調理室

障害者等 730 970 730 2,430

一 般 2,220 2,950 2,220 7,390

音響スタジオ
障害者等 270 370 270 910

一 般 830 1,110 830 2,770

陶芸室
障害者等 150 210 150 510

一 般 490 660 490 1,640



体育館

専用使用
障害者等 710 950 710 2,370

一 般 2,580 3,440 2,580 8,600

個人使用

高校
生以
下

障害
者等

70 70 70 210

一般 220 220 220 660

上記
以外
の者

障害
者等

110 110 110 330

一般 330 330 330 990

円

1,530

510

30

150

50

250

100

500

円

2,270

750

40

190

70

350

150

740

円

4,590

1,530

100

500

260

1,300

520

2,600

円

6,810

2,270

150

740

390

1,930

770

3,870

別表第１項の⑵の表中「

」を

「

」に、

「 「



附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、別表第１項の

⑴の表の改正規定（体育館の個人使用に係る部分に限る。以下「個人使用に係る改正規定」

という。）は、令和８年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例（個人使用に係る改正規定を除く。）による改正後の旭川市障害者福祉センター

条例（以下「改正後の条例」という。）別表の規定は、令和８年１０月１日（以下「適用

日」という。）以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金

については、なお従前の例による。

３ 適用日前に申請された使用に係る利用料金については、前項及び改正後の条例別表の規定

にかかわらず、なお従前の例による。

４ 施行日前にこの条例による改正前の旭川市障害者福祉センター条例別表に規定する回数券

の利用料金を収受した場合又は施行日から適用日の前日までの間に第２項の規定によりなお

従前の例によることとされた利用料金（回数券の利用料金に限る。）を収受した場合におけ

る適用日以後の使用（これらの利用料金を収受した回数券を使用して使用する場合に限

る。）に係る利用料金については、第２項及び改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお

従前の例による。

５ 適用日前に旭川市近文市民ふれあいセンター条例（平成８年旭川市条例第２５号）別表に

規定する回数券の利用料金を納入した場合における適用日以後の使用（当該利用料金を納入

した回数券を使用して使用する場合に限る。）に係る利用料金については、第２項及び改正

後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（説 明）

利用料金設定基準を改定する等ために、旭川市障害者福祉センター条例の一部を改正しよう

とするものである。

」を 」に改める。



８・２定 議案第 ３４ 号

旭川市保健所条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市保健所条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市保健所条例の一部を改正する条例

旭川市保健所条例（平成１１年旭川市条例第５２号）の一部を次のように改正する。

第３条の見出しを「（手数料）」に改め、同条第１項中「旭川市保健所の施設の利用又は旭

川市保健所」を「旭川市保健所」に、「使用料又は手数料（以下「使用料等」という。）」を

「手数料」に改め、同条第２項から第４項まで中「使用料等」を「手数料」に改める。

別表中「１００分の１０５」を「１００分の１１０」に、「７０円を加算し」を「８０円を

加算し」に、「１９０円を」を「２１０円を」に、

「
１件につき １，８１０円

大腸菌群試験 １件につき ２，１００円
」を

「
１件につき ２，０１０円

大腸菌・大腸菌群試験 １件につき ２，３１０円
」に、

「 「
１件につき １０，１００円 １件につき １４，０００円

１件につき ６，１９０円 １件につき ９，２８０円



１成分につき １，８００円 １成分につき ２，３６０円

１成分につき ３，５２０円 １成分につき ５，２８０円

１件につき ５，７５０円 １件につき ７，７５０円

」を 」に、

「
１件につき ７，０００円 一般細菌、大腸菌、

硝酸態窒素及び亜硝
酸態窒素、塩化物イ
オン、有機物（全有
機炭素（ＴＯＣ）の
量）、ｐＨ値、味、
臭気、色度、濁度並
びにカルシウム、マ
グネシウム等（硬
度）の各項目

１件につき １２，４００円 一般細菌、大腸菌、
硝酸態窒素及び亜硝
酸態窒素、鉄及びそ
の化合物、塩化物イ
オン、有機物（全有
機炭素（ＴＯＣ）の
量）、ｐＨ値、味、
臭気、色度、濁度並
びに残留塩素の各項
目

簡易
一般検査 １件につき １６，９００円 施設の外観検査及び

専用 水質検査

水道
検査

簡易検査 １件につき ３，０４０円 管理状況を示す書類
による検査

飲用以外の生活用水試験 １件につき ５，６５０円 一般細菌、大腸菌
群、鉄、過マンガン
酸カリウム消費量、
ｐＨ値、臭気、色度
及び濁度の各項目

」を

「
１件につき １０，５００円 一般細菌、大腸菌、

亜硝酸態窒素、硝酸
態窒素及び亜硝酸態
窒素、塩化物イオ
ン、有機物（全有機



炭素（ＴＯＣ）の
量）、ｐＨ値、味、
臭気、色度、濁度並
びにカルシウム、マ
グネシウム等（硬
度）の各項目

１件につき １８，６００円 一般細菌、大腸菌、
亜硝酸態窒素、硝酸
態窒素及び亜硝酸態
窒素、鉄及びその化
合物、塩化物イオ
ン、有機物（全有機
炭素（ＴＯＣ）の
量）、ｐＨ値、味、
臭気、色度、濁度並
びに残留塩素の各項
目

飲用以外の生活用水試験 １件につき ８，４７０円 一般細菌、大腸菌、
有機物（全有機炭素
（ＴＯＣ）の量）、
ｐＨ値、臭気、色度
及び濁度の各項目

」に、

「 「
１件につき ２２，８００円 １件につき ２４，６００円

１成分につき １３，３００円 １成分につき １９，９００円

１件につき ２１，９００円 １件につき ２２，８００円
（４成分を超える場合には、１ （４成分を超える場合には、１
成分増すごとに５，９５０円を 成分増すごとに６，２１０円を
加算する。） 加算する。）

１件につき ２９，０００円 １件につき ３３，３００円
（４成分を超える場合には、１ （４成分を超える場合には、１
成分増すごとに５，９５０円を 成分増すごとに６，２１０円を
加算する。） 加算する。）

１項目につき ２，６１０円 １項目につき ３，６６０円

１項目につき ５，１４０円 １項目につき ６，２１０円

１件につき １２，３００円 １件につき １２，９００円

１項目につき １４，５００円 １項目につき ２１，７００円
（１項目を超える場合には、１ （１項目を超える場合には、１



項目増すごとに２，０９０円を 項目増すごとに３，１３０円を
加算する。） 加算する。）

１項目につき １３，８００円 １項目につき １４，２００円
（１項目を超える場合には、１ （１項目を超える場合には、１
項目増すごとに２，４１０円を 項目増すごとに２，５８０円を
加算する。） 加算する。）

１項目につき ３４，０００円 １項目につき ４２，５００円
（１項目を超える場合には、１ （１項目を超える場合には、１
項目増すごとに４，５７０円を 項目増すごとに６，８５０円を
加算する。） 加算する。）

１項目につき ７，６３０円 １項目につき １０，４００円
（１項目を超える場合には、１ （１項目を超える場合には、１
項目増すごとに３，３６０円を 項目増すごとに３，９４０円を
加算する。） 加算する。）

１項目につき ２，６１０円 １項目につき ２，９４０円

１項目につき ５，２３０円 １項目につき ６，７２０円

１項目につき ９，９３０円 １項目につき １４，８００円
（１項目を超える場合には、１ （１項目を超える場合には、１
項目増すごとに３，３６０円を 項目増すごとに５，０４０円を
加算する。） 加算する。）

１項目につき ２，８７０円 １項目につき ３，３７０円
（１項目を超える場合には、１ （１項目を超える場合には、１
項目増すごとに９１０円を加算 項目増すごとに１，３６０円を
する。） 加算する。）

１項目につき ７，０６０円 １項目につき ７，４３０円
（１項目を超える場合には、１ （１項目を超える場合には、１
項目増すごとに３，３６０円を 項目増すごとに５，０４０円を
加算する。） 加算する。）

１項目につき １４，９００円 １項目につき １５，０００円
（１項目を超える場合には、１ （１項目を超える場合には、１
項目増すごとに３，３６０円を 項目増すごとに５，０４０円を
加算する。） 加算する。）

１項目につき ２，２７０円 １項目につき ３，４００円
（１項目を超える場合には、１ （１項目を超える場合には、１
項目増すごとに８７０円を加算 項目増すごとに１，３００円を
する。） 加算する。）

１項目につき ７，８９０円 １項目につき ８，３８０円
（１項目を超える場合には、１ （１項目を超える場合には、１
項目増すごとに３，３６０円を 項目増すごとに５，０４０円を
加算する。） 加算する。）

１項目につき ２，２８０円 １項目につき ３，４２０円

１項目につき ８，６８０円 １項目につき ９，３３０円



１項目につき １３，５００円 １項目につき １４，４００円

１項目につき ２８，２００円 １項目につき ２９，７００円

１項目につき ２，９５０円 １項目につき ３，２００円

１測定地点につき １測定地点につき
１６，２００円 １９，２００円

（１測定地点を超える場合に （１測定地点を超える場合に
は、１測定地点増すごとに は、１測定地点増すごとに
４，１４０円を加算する。） ６，２１０円を加算する。）

１測定地点につき １測定地点につき
２４，２００円 ３４，５００円

（１測定地点を超える場合には （１測定地点を超える場合には
１ 測 定 地 点 増 す ご と に １ 測 定 地 点 増 す ご と に
７，６２０円を、１測定地点に １１，４００円を、１測定地点
つき試験成分が３成分を超える につき試験成分が３成分を超え
場合には１成分（複数の測定地 る場合には１成分（複数の測定
点につき試験成分が３成分を超 地点につき試験成分が３成分を
える場合にあっては、当該試験 超える場合にあっては、当該試
成分が最も多い測定地点（当該 験成分が最も多い測定地点（当
地点が複数あるときは、そのう 該地点が複数あるときは、その
ちの１地点）につき１成分）増 うちの１地点）につき１成分）
すごとに２，０００円を加算す 増すごとに２，３１０円を加算
る。） する。）

」を 」に、

「
放射 放射能核種試験 １件につき ２１，４００円
性物
質

文書 診断書 １通につき １，４８０円
」を

「
文書 診断書 １通につき １，５８０円

」に

改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市保健所条例別表の規定は、令和８年１０月１日以後の申請

に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。



（説 明）

手数料の額を改定する等のために、旭川市保健所条例の一部を改正しようとするものである。



８・２定 議案第 ３５ 号

旭川市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

旭川市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を

改正する条例

旭川市動物の愛護及び管理に関する条例（令和３年旭川市条例第３５号）の一部を次のよう

に改正する。

第２８条第１項第１号ア中「２，１４０円」を「２，４９０円」に改め、同号イ中「４５０

円」を「６７０円」に改め、同項第２号ア中「１，４５０円」を「２，１７０円」に改め、同

号イ中「８２０円」を「１，２３０円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市動物の愛護及び管理に関する条例（以下「改正後の条例」

という。）第２８条第１項第１号及び同項第２号アの規定は、令和８年１０月１日以後の申

請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例によ

る。

３ 改正後の条例第２８条第１項第２号イの規定は、令和８年１０月１日以後に引き取った犬

若しくは猫、収容した動物又は捕獲させた飼い主のいる犬の保管に係る手数料について適用



し、同日前に引き取った犬若しくは猫、収容した動物又は捕獲させた飼い主のいる犬の保管

に係る手数料については、なお従前の例による。

（説 明）

手数料の額を改定するために、旭川市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正しよう

とするものである。



８・２定 議案第 ３６ 号

旭川市死体解剖保存法施行条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市死体解剖保存法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市死体解剖保存法施行条例の一部を改正する条例

旭川市死体解剖保存法施行条例（平成１２年旭川市条例第３６号）の一部を次のように改正

する。

第５条第２項中「３，４６０円」を「３，７４０円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市死体解剖保存法施行条例の規定は、令和８年１０月１日以

後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の

例による。

（説 明）

手数料の額を改定するために、旭川市死体解剖保存法施行条例の一部を改正しようとするも

のである。



８・２定 議案第 ３７ 号

旭川市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例

旭川市公衆浴場法施行条例（平成１２年旭川市条例第３９号）の一部を次のように改正する。

第４条の見出しを「（地位の承継の届出）」に改める。

第７条第２項中「２３，１００円」を「２６，７００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市公衆浴場法施行条例第７条第２項の規定は、令和８年１０

月１日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、な

お従前の例による。

（説 明）

手数料の額を改定する等のために、旭川市公衆浴場法施行条例の一部を改正しようとするも

のである。



８・２定 議案第 ３８ 号

旭川市温泉法施行条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市温泉法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市温泉法施行条例の一部を改正する条例

旭川市温泉法施行条例（平成１２年旭川市条例第４０号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項第１号中「とき（第４号の場合を除く。）」を「とき」に改め、同項第３号中

「失そう」を「失踪」に、「解散」を「消滅し、又は解散」に改め、同項第４号を削り、同条

第２項中「ことによる同項の」を「場合における同項の規定による」に、「戸籍法（昭和２２

年法律第２２４号）第８７条に規定する届出義務者（法人にあっては、清算人）」を「規則で

定める者」に改め、同条第３項を削る。

第７条第１項第１号中「２６，８００円」を「３３，６００円」に改め、同項第２号中

「７，０７０円」を「８，３３０円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市温泉法施行条例第７条第１項の規定は、令和８年１０月１

日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従

前の例による。



（説 明）

手数料の額を改定する等のために、旭川市温泉法施行条例の一部を改正しようとするもので

ある。



８・２定 議案第 ３９ 号

旭川市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市旅館業法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市旅館業法施行条例の一部を改正する条例

旭川市旅館業法施行条例（平成１２年旭川市条例第４１号）の一部を次のように改正する。

第６条第１項第１号中「２１，７００円」を「２５，７００円」に改め、同項第２号及び第

３号中「１８，５００円」を「２１，２００円」に改め、同項第４号中「７，０７０円」を

「８，３３０円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市旅館業法施行条例の規定は、令和８年１０月１日以後の申

請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例によ

る。

（説 明）

手数料の額を改定するために、旭川市旅館業法施行条例の一部を改正しようとするものであ

る。



８・２定 議案第 ４０ 号

旭川市興行場法施行条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市興行場法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市興行場法施行条例の一部を改正する条例

旭川市興行場法施行条例（平成１２年旭川市条例第４２号）の一部を次のように改正する。

第７条第１項第１号及び第２号中「８，３３０円」を「９，９７０円」に改め、同項第３号

中「１７，６００円」を「１９，４００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市興行場法施行条例の規定は、令和８年１０月１日以後の申

請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例によ

る。

（説 明）

手数料の額を改定するために、旭川市興行場法施行条例の一部を改正しようとするものであ

る。



８・２定 議案第 ４１ 号

旭川市理容師法施行条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市理容師法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市理容師法施行条例の一部を改正する条例

旭川市理容師法施行条例（平成１２年旭川市条例第４４号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項中「１６，４００円」を「１８，４００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市理容師法施行条例（以下「改正後の条例」という。）の規

定は、令和８年１０月１日以後に改正後の条例第２条第１項の規定による届出をした場合の

検査に係る手数料について適用し、同日前に同項の規定による届出をした場合の検査に係る

手数料については、なお従前の例による。

（説 明）

手数料の額を改定するために、旭川市理容師法施行条例の一部を改正しようとするものであ

る。



８・２定 議案第 ４２ 号

旭川市美容師法施行条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市美容師法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市美容師法施行条例の一部を改正する条例

旭川市美容師法施行条例（平成１２年旭川市条例第４５号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項中「１６，４００円」を「１８，４００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市美容師法施行条例（以下「改正後の条例」という。）の規

定は、令和８年１０月１日以後に改正後の条例第２条第１項の規定による届出をした場合の

検査に係る手数料について適用し、同日前に同項の規定による届出をした場合の検査に係る

手数料については、なお従前の例による。

（説 明）

手数料の額を改定するために、旭川市美容師法施行条例の一部を改正しようとするものであ

る。



８・２定 議案第 ４３ 号

旭川市クリーニング業法施行条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市クリーニング業法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市クリーニング業法施行条例の一部を改正する条例

旭川市クリーニング業法施行条例（平成１２年旭川市条例第４６号）の一部を次のように改

正する。

第５条第２項中「１６，１００円」を「１８，２００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市クリーニング業法施行条例（以下「改正後の条例」とい

う。）の規定は、令和８年１０月１日以後に改正後の条例第２条第１項の規定による届出を

した場合の検査に係る手数料について適用し、同日前に同項の規定による届出をした場合の

検査に係る手数料については、なお従前の例による。

（説 明）

手数料の額を改定するために、旭川市クリーニング業法施行条例の一部を改正しようとする

ものである。



８・２定 議案第 ４４ 号

旭川市化製場等に関する法律施行条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市化製場等に関する法律施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市化製場等に関する法律施行条例の一部を改正する条例

旭川市化製場等に関する法律施行条例（平成１２年旭川市条例第４８号）の一部を次のよう

に改正する。

第１４条第１号中「２６，０００円」を「３０，３００円」に改め、同条第２号及び第３号

中「１７，９００円」を「１９，５００円」に改め、同条第４号中「１０，６００円」を

「１１，７００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市化製場等に関する法律施行条例の規定は、令和８年１０月

１日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお

従前の例による。

（説 明）

手数料の額を改定するために、旭川市化製場等に関する法律施行条例の一部を改正しようと

するものである。



８・２定 議案第 ４５ 号

旭川市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例

旭川市食品衛生法施行条例（平成１２年旭川市条例第４９号）の一部を次のように改正する。

「１８，２００円 「２１，１００円
１４，６００円 １７，１００円

１１，６００円 １３，７００円
１０，１００円 １２，１００円

１１，６００円 １３，７００円
１０，１００円 １２，１００円

１１，６００円 １３，７００円
１０，１００円 １２，１００円

２４，０００円 ２７，７００円
１９，１００円 ２２，３００円

１１，６００円 １３，７００円
１０，１００円 １２，１００円

２４，０００円 ２７，７００円
１９，１００円 ２２，３００円

２４，０００円 ２７，７００円
１９，１００円 ２２，３００円

２４，０００円 ２７，７００円
１９，１００円 ２２，３００円

２４，０００円 ２７，７００円
１９，１００円 ２２，３００円

１６，３００円 １９，０００円
１３，３００円 １５，６００円



１６，３００円 １９，０００円
１３，３００円 １５，６００円

２４，０００円 ２７，７００円
１９，１００円 ２２，３００円

２４，０００円 ２７，７００円
１９，１００円 ２２，３００円

２４，０００円 ２７，７００円
１９，１００円 ２２，３００円

１８，２００円 ２１，１００円
１４，６００円 １７，１００円

別表中 を に改める。
２４，０００円 ２７，７００円
１９，１００円 ２２，３００円

２４，０００円 ２７，７００円
１９，１００円 ２２，３００円

２４，０００円 ２７，７００円
１９，１００円 ２２，３００円

１８，２００円 ２１，１００円
１４，６００円 １７，１００円

１８，２００円 ２１，１００円
１４，６００円 １７，１００円

１６，３００円 １９，０００円
１３，３００円 １５，６００円

１６，３００円 １９，０００円
１３，３００円 １５，６００円

１６，３００円 １９，０００円
１３，３００円 １５，６００円

２４，０００円 ２７，７００円
１９，１００円 ２２，３００円

３２，７００円 ３７，３００円
２５，８００円 ２９，８００円

２４，０００円 ２７，７００円
１９，１００円 ２２，３００円

３２，７００円 ３７，３００円
２５，８００円 ２９，８００円

１６，３００円 １９，０００円
１３，３００円 １５，６００円

２４，０００円 ２７，７００円
１９，１００円 ２２，３００円

１６，３００円 １９，０００円
１３，３００円 １５，６００円



２４，０００円 ２７，７００円
１９，１００円 」 ２２，３００円 」

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市食品衛生法施行条例の規定は、令和８年１０月１日以後の

申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例に

よる。

（説 明）

手数料の額を改定するために、旭川市食品衛生法施行条例の一部を改正しようとするもので

ある。



８・２定 議案第 ４６ 号

旭川市と畜場法施行条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市と畜場法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市と畜場法施行条例の一部を改正する条例

旭川市と畜場法施行条例（平成１２年旭川市条例第４７号）の一部を次のように改正する。

第９条第１項第１号中「１８，８００円」を「２８，２００円」に改め、同項第２号中

「８，２７０円」を「１２，４００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市と畜場法施行条例の規定は、令和８年１０月１日以後の申

請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例によ

る。

（説 明）

手数料の額を改定するために、旭川市と畜場法施行条例の一部を改正しようとするものであ

る。



８・２定 議案第 ４７ 号

旭川市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律

施行条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行条例の一部を改正する条例を次

のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律

施行条例の一部を改正する条例

旭川市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行条例（平成１２年旭川市条例第

５０号）の一部を次のように改正する。

第１３条第１項第１号中「１７，２００円」を「２５，８００円」に改め、同項第２号中

「７，４５０円」を「１１，１００円」に改め、同項第３号中「６，２５０円」を

「８，７６０円」に改め、同項第４号中「３，８８０円」を「５，８２０円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行条例

の規定は、令和８年１０月１日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係

る手数料については、なお従前の例による。



（説 明）

手数料の額を改定するために、旭川市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行

条例の一部を改正しようとするものである。



８・２定 議案第 ４８ 号

旭川市医療法施行条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市医療法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市医療法施行条例の一部を改正する条例

旭川市医療法施行条例（平成１２年旭川市条例第３２号）の一部を次のように改正する。

第４条の見出し中「開設者」を「開設者等」に改める。

第８条を削る。

第９条第１項第１号中「２０，９００円」を「２２，５００円」に改め、同項第２号中

「１１，８００円」を「１２，６００円」に改め、同項第３号ア中「１３，５００円」を

「１４，３００円」に改め、同号イ中「２３，１００円」を「２４，６００円」に改め、同項

第４号ア中「８，９４０円」を「９，３７０円」に改め、同号イ中「１７，０００円」を

「１８，０００円」に改め、同条を第８条とし、第１０条を第９条とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市医療法施行条例第８条第１項の規定は、令和８年１０月１

日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従

前の例による。



（説 明）

手数料の額を改定する等のために、旭川市医療法施行条例の一部を改正しようとするもので

ある。



８・２定 議案第 ４９ 号

旭川市臨床検査技師等に関する法律施行条例の

一部を改正する条例の制定について

旭川市臨床検査技師等に関する法律施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市臨床検査技師等に関する法律施行条例の一部を改正する条例

旭川市臨床検査技師等に関する法律施行条例（平成１２年旭川市条例第３３号）の一部を次

のように改正する。

第３条第１項第１号中「７５，２００円」を「８０，６００円」に改め、同項第２号中

「５７，６００円」を「６１，７００円」に改め、同項第３号及び第４号中「８，３５０円」

を「８，８１０円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市臨床検査技師等に関する法律施行条例の規定は、令和８年

１０月１日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、

なお従前の例による。

（説 明）

手数料の額を改定するために、旭川市臨床検査技師等に関する法律施行条例の一部を改正し

ようとするものである。



８・２定 議案第 ５０ 号

旭川市毒物及び劇物取締法施行条例の一部を改正する条例

の制定について

旭川市毒物及び劇物取締法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市毒物及び劇物取締法施行条例の一部を改正する条例

旭川市毒物及び劇物取締法施行条例（平成１２年旭川市条例第３８号）の一部を次のように

改正する。

第３条第１項第１号中「１４，２００円」を「１５，４００円」に改め、同項第２号中

「７，０６０円」を「７，６６０円」に改め、同項第３号中「２，５００円」を「２，８４０

円」に改め、同項第４号中「３，４８０円」を「３，９００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市毒物及び劇物取締法施行条例の規定は、令和８年１０月１

日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従

前の例による。

（説 明）

手数料の額を改定するために、旭川市毒物及び劇物取締法施行条例の一部を改正しようとす

るものである。



８・２定 議案第 ５１ 号

旭川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の

一部を改正する条例の制定について

旭川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例

旭川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成５年旭川市条例第１２号）の一部を次のよ

うに改正する。

第１２条第１項中「及び」を「又は」に改める。

別表第１中

し尿処理手数
料

し尿を収集、運搬
及び処分すると
き。

50リットル当たり450円
ただし、し尿総量が50
リットルに満たないとき
はこれを50リットルと
し、その総量が50リット
ルを超える場合において
50リットルに満たない端
数があるときはその端数
を切り捨てるものとす
る。

旭川市証紙条例（昭和
３９年旭川市条例第１６
号）第２条第３号に定め
る専用証紙により、その
都度これを徴収する。

規則で定める指定ごみ袋
１枚につき
⑴ ５リットル用 10円
⑵ １０リットル用 20円
⑶ ２０リットル用 40円
⑷ ３０リットル用 60円
⑸ ４０リットル用 80円

規則で定める方法により
徴収する。

規則で定める指定ごみ袋
により排出することが適
当でないと認められる場
合にあっては、規則で定
める１単位につき 80円

規則で定める方法により
徴収する。

「



改め、同表ごみ埋立処分手数料の項中「１５６円」を「２３４円」に改め、同表ごみ焼却処分

規則で定める区分に応
じ、１個につき

300円又は650円

規則で定める方法により
徴収する。

規則で定める方法により
徴収する。

し尿処理手数
料

１ し尿（工事用
仮設トイレに係
る も の を 除
く。）を収集、
運搬及び処分す
るとき。

50リットル当たり
670円

旭川市証紙条例（昭和
３９年旭川市条例第１６
号）に定める証紙による
方法により徴収する。

２ 工事用仮設ト
イレに係るし尿
を収集、運搬及
び処分すると
き。

50リットル当たり
900円

規則で定める指定ごみ袋
１枚につき
⑴ ５リットル用 15円
⑵ 10リットル用 30円
⑶ 20リットル用 60円
⑷ 30リットル用 90円
⑸ 40リットル用

120円

規則で定める方法により
徴収する。

規則で定める指定ごみ袋
により排出することが適
当でないと認められる場
合にあっては、規則で定
める１単位につき

120円

規則で定める区分に応
じ、１個につき

450円又は970円

「

」に

」を



手数料の項中「８３円」を「１１１円」に改め、同表備考を次のように改める。

備考 し尿処理手数料については、収集するし尿の総量が５０リットルに満たないときはこ

れを５０リットルとし、その総量が５０リットルを超える場合において５０リットルに

満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

別表第２中

１件につき 16,000円

１件につき 13,000円

１件につき 16,000円

１件につき 16,000円

１件につき
131,000円

１件につき 22,300円

１件につき 17,300円

１件につき 16,000円

１件につき 20,700円

１件につき
132,000円

１件につき 31,000円

１件につき
121,000円

１件につき
101,000円

１件につき 28,000円

１件につき 18,000円

１件につき 68,000円

１件につき 32,700円

１件につき
122,000円

１件につき
102,000円

１件につき 31,400円

１件につき 21,100円

１件につき 70,400円

「 「

」を 」に、

「 「



附 則

１ この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ この条例による改正後の旭川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（以下「改正後の条

例」という。）別表第１の規定は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定め

る日以後の収集、運搬又は処分に係る手数料について適用し、当該各号に定める日前の収集、

１件につき 68,000円 １件につき 70,400円

１件につき 31,000円

１件につき
130,000円

１件につき
110,000円

１件につき 28,000円

１件につき 18,000円

１件につき 68,000円

１件につき 68,000円

１件につき 32,700円

１件につき
130,000円

１件につき
110,000円

１件につき 31,400円

１件につき 21,100円

１件につき 70,400円

１件につき 70,400円

」を 」に、

「 「

」を 」に改める。



運搬又は処分に係る手数料については、なお従前の例による。

⑴ し尿処理手数料 令和８年１０月１日

⑵ ごみ処理手数料、ごみ埋立処分手数料及びごみ焼却処分手数料 令和９年４月１日

３ 改正後の条例別表第２の規定は、令和８年１０月１日以後に申請された申請に係る手数料

について適用し、同日前に申請された申請に係る手数料については、なお従前の例による。

４ 施行日から第２項第１号に定める日（以下この項において「適用日」という。）の前日ま

での間に収集することを約したし尿に係る適用日以後のし尿処理手数料（工事用仮設トイレ

に係るものを除く。）については、第２項及び改正後の条例別表第１の規定にかかわらず、

なお従前の例による。

５ 施行日前にこの条例による改正前の旭川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第１に

規定する規則で定める方法によりごみ処理手数料（家庭廃棄物のうち燃やせるごみ及び燃や

せないごみに係るものに限る。以下この項において同じ。）を徴収した場合又は施行日から

第２項第２号に定める日（以下この項及び次項において「適用日」という。）の前日までの

間に第２項の規定によりなお従前の例によることとされたごみ処理手数料を徴収した場合に

おける適用日以後のごみ処理手数料については、令和９年６月３０日までの間、第２項及び

改正後の条例別表第１の規定にかかわらず、なお従前の例による。

６ 施行日から適用日の前日までの間に収集することを約した家庭廃棄物のうち規則で定める

粗大ごみに係る適用日以後のごみ処理手数料については、第２項及び改正後の条例別表第１

の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（説 明）

手数料の額を改定する等のために、旭川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正

しようとするものである。



８・２定 議案第 ５２ 号

旭川市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について

旭川市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例の一部を改正する条例

旭川市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例（平成１１年旭川市条例第５６号）の一部

を次のように改正する。

第１６条第１項第１号及び第２号中「３０，０００円」を「３２，３００円」に改め、同項

第３号中「１０，０００円」を「１０，８００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例の規定は、令和

８年１０月１日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料につい

ては、なお従前の例による。

（説 明）

手数料の額を改定するために、旭川市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例の一部を改

正しようとするものである。



８・２定 議案第 ５３ 号

旭川市病院事業基金条例の制定について

旭川市病院事業基金条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市病院事業基金条例

（設置）

第１条 病院事業に必要な経費の財源に充てるため、旭川市病院事業基金（以下「基金」とい

う。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、病院事業会計予算で定めるものとする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管し

なければならない。

２ 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

（収益の処理）

第４条 基金から生ずる収益は、病院事業会計予算に計上し、基金に編入するものとする。

（処分）

第５条 病院事業管理者（以下「管理者」という。）は、第１条の目的のために基金の全部又

は一部を処分することができる。

（委任）

第６条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が別に定め

る。



附 則

この条例は、公布の日から施行する。

（説 明）

旭川市病院事業基金を設置するために、この条例を制定しようとするものである。



８・２定 議案第 ５４ 号

旭川市工芸センター条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市工芸センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市工芸センター条例の一部を改正する条例

旭川市工芸センター条例（昭和３０年旭川市条例第２５号）の一部を次のように改正する。

別表第１及び別表第２を次のように改める。

別表第１（第５条関係）

設 備
１時間当たりの
使 用 料

備 考

木工
機械

帯のこ盤 ６９０円 使用時間が１時間
に満たないときは、
１時間とする。高速度単軸面取盤 ６７０円

卓上ボール盤 ６００円

リンク式横切丸のこ盤 ７２０円

高速丸のこ盤 ６９０円

角のみ盤 ６３０円

ダボ孔ボーリングマシン ８９０円

手押かんな盤 ６９０円

自動かんな盤 ８２０円

４軸ほぞ取盤 ８７０円

エッジベルトサンダー ９４０円

リップソー ８１０円



別表第２（第５条関係）

４点式万能帯のこ盤 ７８０円

そで付昇降盤 １，０００円

高周波ルータ ９４０円

ストロークサンダー ９００円

プレス機 １，２７０円

５軸制御ＮＣルータ実験機 ４，４８０円

炭酸ガスレーザ彫刻システム ２，９３０円

ワイドベルトサンダー １，７２０円

長円ほぞ取機 １，２７０円

自動長穴明機械 １，１７０円

コーナーロッキングマシン １，１７０円

糸のこ盤 ６４０円

倣い旋盤 １，２７０円

試験
機器

耐光性試験機 １，１２０円

振動試験装置 ４，９００円

業 務 １件の単位 手 数 料 備 考

材料
試験

強度試験 ５試料まで １，３６０円 ５試料に満たない
ものは、５試料とみ
なす。

含水率測定試験 １条件５試料
まで

８２０円 １条件５試料に満
たないものは、１条
件５試料とみなす。

吸水試験 １条件１試料 ７３０円

乾燥試験 １条件１試料 ４６０円

製品
試験

繰返し荷重試験 １条件１試料
4,000回ごと

２，６４０円 １ 条 件 １ 試 料
4,000回に満たない
ときは、１条件１試
料4,000回とみなす。

繰返し衝撃荷重試験 １条件１試料
4,000回ごと

３，９６０円 １ 条 件 １ 試 料
4,000回に満たない
ときは、１条件１試
料4,000回とみなす。



附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の旭川市工芸センター条例別表第１及び別表第２の規定は、令和８

年１０月１日以後に申請された使用に係る使用料及び申請に係る手数料について適用し、同

日前に申請された使用に係る使用料及び申請に係る手数料については、なお従前の例による。

静的強度試験 １条件１試料 １，８６０円

衝撃試験 １条件１試料 １，８６０円

耐久性試験 １条件１試料
12,500回ごと

７，０３０円 １ 条 件 １ 試 料
12,500回に満たない
ときは、１条件１試
料12,500回とみな
す。

環境
試験

恒温恒湿処理試験
（大）

１条件５試料
１日ごと

３，８４０円 １条件５試料に満
たないものは、１条
件５試料とみなす。

恒温恒湿処理試験
（小）

１条件５試料
１日ごと

３，７５０円

恒温水槽試験 １条件５試料
１日ごと

６７０円

接着・
塗膜
試験

接着力試験 １条件５試料
まで

１，３６０円 １条件５試料に満
たないものは、１条
件５試料とみなす。

塗膜強度試験 １条件５試料
まで

６００円

耐摩耗試験 １条件１試料
5,000回ごと

６３０円 １ 条 件 １ 試 料
5,000回に満たない
ときは、１条件１試
料5,000回とみなす。

振動試験 １条件 ２６，３００円

その他の木工関連試験 １式 32,400円以内で
市長がその都度
定める。

材料調整 １kg １，０２０円 １kgに満たないも
のは、１kgとみな
す。

試験分析成績証明書 １件又は１通 ３１０円



（説 明）

使用料及び手数料の額を改定する等のために、旭川市工芸センター条例の一部を改正しよう

とするものである。



８・２定 議案第 ５５ 号

旭川市工業技術センター条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市工業技術センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市工業技術センター条例の一部を改正する条例

旭川市工業技術センター条例（平成元年旭川市条例第１７号）の一部を次のように改正する。

別表１⑴部屋の使用料の表中

別表１⑵機器の使用料の表中

1,170円 1,570円 1,170円 3,910円

2,880 3,850 2,880 9,610

2,200 2,930 2,200 7,330

1,520円 2,030円 1,520円 5,070円

3,730 4,970 3,730 12,430

2,840 3,790 2,840 9,470

１，８８０

６３０

６３０

６３０

７００

１，９２０

８５０

８５０

８２０

８５０

」を

「

」に改める。

「

」を

「 「

」に、



塩水噴霧試験機 ７８０

走査電子顕微鏡 １，７００

塩水噴霧試験機 ９６０

１，２６０

２，８５０

８３０

６１０

６１０

８３０

８３０

５８０

６００

６１０

６００

６３０

６００

５８０

８３０

６３０

１，４２０

８４０

１，３８０

４，５９０

１，２６０

１，３００

１，５５０

２，９３０

８８０

８５０

８５０

８８０

８８０

８５０

８５０

８５０

８５０

８５０

８５０

８５０

８８０

８２０

１，５１０

８９０

１，５１０

５，４３０

１，３２０

１，３７０

平面研削盤 １，２６０

「

」を

「

」に、

「 「

」を

「

」に、



別表２⑴試験、検査等の手数料の表中

別表２⑵交付手数料の表中「４６０」を「６９０」に改める。

シャリングマシン １，２６０

コーナーシャー １，１１０

平面研削盤 １，４４０

１，１９０

８２０

７８０

１，６８０

１，６９０

１，４９０

１，０５０

８９０

１，２５０

１，１８０

１，０２０

１，８３０

１，７７０

１，６２０

１，１４０

９７０

２，０４０

２，３３０

２，０４０

２，３８０

２，９００

２，９００

２，９００

３，４１０

２，８００

３，２９０

２，９８０

２，７６０

３，２９０

３，２９０

３，９１０

４，０８０

１，０９０

１，６７０

２，２５０

７６０

１，６３０

１，９３０

２，８７０

１，１４０

」を

「

」を

「

」に、

「

」を

「

「

「

「

」を

」に改める。

」に、

」に改める。



附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の旭川市工業技術センター条例別表１及び別表２の規定は、令和８

年１０月１日以後に申請された使用に係る使用料及び申請に係る手数料について適用し、同

日前に申請された使用に係る使用料及び申請に係る手数料については、なお従前の例による。

（説 明）

使用料及び手数料の額を改定するために、旭川市工業技術センター条例の一部を改正しよう

とするものである。



８・２定 議案第 ５６ 号

旭川市旭山動物園条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市旭山動物園条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市旭山動物園条例の一部を改正する条例

旭川市旭山動物園条例（昭和４２年旭川市条例第２１号）の一部を次のように改正する。

別表中「

同表備考第１項中「並びに」を「及び」に、「及び高等専門学校に在学している者（高等専門

学校の場合は３学年までの者）」を「その他これに準ずるものとして市長が認めるものに在学

している者」に、「規則で定めるところ」を「市長が別に定めるもの」に改め、同表備考第８

項中「規則で定めるところ」を「市長が別に定めるもの」に改める。

附 則

１ この条例は、令和９年４月２９日から施行する。ただし、別表備考第１項及び同表備考第

８項の改正規定は、公布の日から施行する。

２ 令和９年４月２９日前にこの条例による改正前の旭川市旭山動物園条例別表に規定する１

年の入園料を徴収した場合における同日以後の入園料については、入園した日から起算して

１年間（共通の場合にあっては、入園した日又は旭川市科学館の常設展示室若しくはプラネ

７００ １，０００

１，４００

１，３００

１，０００

６００ ９００

８００ １，４００

１，６００

１，５１０

１，４００

７００ １，３００
」を

「

」に改め、



タリウムを観覧した日のいずれか早い日から起算して１年間）は、この条例による改正後の

旭川市旭山動物園条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（説 明）

入園料の額を改定する等のために、旭川市旭山動物園条例の一部を改正しようとするもので

ある。



８・２定 議案第 ５７ 号

旭川市総合体育館条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市総合体育館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市総合体育館条例の一部を改正する条例

旭川市総合体育館条例（昭和５４年旭川市条例第１６号）の一部を次のように改正する。

別表中

円
3,960

円
5,280

円
3,960

円
1,320

円
15,840

5,250 7,000 5,250 1,750 21,000

13,230 17,640 13,230 4,410 52,920

18,480 24,640 18,480 6,160 73,920

31,710 42,280 31,710 10,570 126,840

79,380 105,840 79,380 26,460 317,520

52,920 70,560 52,920 17,640 211,680

132,300 176,400 132,300 44,100 529,200

900 1,200 900 300 3,600

1,260 1,680 1,260 420 5,040

2,160 2,880 2,160 720 8,640

5,400 7,200 5,400 1,800 21,600

3,600 4,800 3,600 1,200 14,400

9,000 12,000 9,000 3,000 36,000

「



3,360 4,480 3,360 1,120 13,440

4,680 6,240 4,680 1,560 18,720

8,040 10,720 8,040 2,680 32,160

20,160 26,880 20,160 6,720 80,640

13,440 17,920 13,440 4,480 53,760

33,600 44,800 33,600 11,200 134,400

1,470 1,960 1,470 490 5,880

2,040 2,720 2,040 680 8,160

3,510 4,680 3,510 1,170 14,040

8,820 11,760 8,820 2,940 35,280

5,880 7,840 5,880 1,960 23,520

14,700 19,600 14,700 4,900 58,800

2,430 3,240 2,430 810 9,720

3,390 4,520 3,390 1,130 13,560

5,820 7,760 5,820 1,940 23,280

14,580 19,440 14,580 4,860 58,320

9,720 12,960 9,720 3,240 38,880

24,300 32,400 24,300 8,100 97,200

2,430 3,240 2,430 810 9,720

150 150 150

750

1,200

3,000

220 220 220

1,100

1,760

4,400

円 円 円 円 円

」を

「



5,940 7,920 5,940 1,980 23,760

7,860 10,480 7,860 2,620 31,440

19,830 26,440 19,830 6,610 79,320

27,720 36,960 27,720 9,240 110,880

47,550 63,400 47,550 15,850 190,200

118,980 158,640 118,980 39,660 475,920

79,320 105,760 79,320 26,440 317,280

198,300 264,400 198,300 66,100 793,200

1,260 1,680 1,260 420 5,040

1,740 2,320 1,740 580 6,960

3,000 4,000 3,000 1,000 12,000

7,560 10,080 7,560 2,520 30,240

5,040 6,720 5,040 1,680 20,160

12,600 16,800 12,600 4,200 50,400

4,860 6,480 4,860 1,620 19,440

6,780 9,040 6,780 2,260 27,120

11,640 15,520 11,640 3,880 46,560

29,160 38,880 29,160 9,720 116,640

19,440 25,920 19,440 6,480 77,760

48,600 64,800 48,600 16,200 194,400

1,980 2,640 1,980 660 7,920

2,760 3,680 2,760 920 11,040

4,740 6,320 4,740 1,580 18,960

11,880 15,840 11,880 3,960 47,520

7,920 10,560 7,920 2,640 31,680

19,800 26,400 19,800 6,600 79,200

3,150 4,200 3,150 1,050 12,600

4,410 5,880 4,410 1,470 17,640

7,560 10,080 7,560 2,520 30,240



附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市総合体育館条例（以下「改正後の条例」という。）別表の

規定は、令和８年１０月１日（以下「適用日」という。）以後の使用に係る使用料について

適用し、適用日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

３ 適用日前に申請された使用に係る使用料については、前項及び改正後の条例別表の規定に

かかわらず、なお従前の例による。

４ 施行日前にこの条例による改正前の旭川市総合体育館条例別表に規定する回数券、１月券

又は３月券の使用料を徴収した場合又は施行日から適用日の前日までの間に第２項の規定に

よりなお従前の例によることとされた使用料（回数券、１月券又は３月券の使用料に限

る。）を徴収した場合における適用日以後の使用（これらの使用料を徴収した回数券、１月

券又は３月券を使用して使用する場合に限る。）に係る使用料については、第２項及び改正

後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

５ 適用日前に旭川市地区体育センター条例（平成４年旭川市条例第２０号）別表に規定する

18,900 25,200 18,900 6,300 75,600

12,600 16,800 12,600 4,200 50,400

31,500 42,000 31,500 10,500 126,000

3,150 4,200 3,150 1,050 12,600

220 220 220

1,100

1,760

4,400

330 330 330

1,650

2,640

6,600
」に改める。



回数券の利用料金を納入した場合、旭川市スケートリンク条例（昭和４５年旭川市条例第

４２号）別表⑵に規定する回数券の使用料を納入した場合並びに旭川市都市公園条例（昭和

３２年旭川市条例第２２号）別表⑹に規定する花咲スポーツ公園施設の陸上競技場、和弓場、

洋弓場、プール及びスケート場、東光スポーツ公園施設武道館（以下「武道館」という。）、

常磐公園施設プール、忠和公園施設体育館（以下「忠和体育館」という。）、東豊公園施設

体育館（以下「東豊体育館」という。）、新富公園施設プール並びに千代の山公園施設プー

ルに係る共通回数券の使用料を納入した場合における適用日以後の使用（これらの使用料又

は利用料金を納入した回数券又は共通回数券を使用して使用する場合に限る。）に係る使用

料については、第２項及び改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

６ 適用日前に武道館、忠和体育館及び東豊体育館に係る１月券又は３月券の使用料を納入し

た場合における適用日以後の使用（当該使用料を納入した１月券又は３月券を使用して使用

する場合に限る。）に係る使用料については、第２項及び改正後の条例別表の規定にかかわ

らず、なお従前の例による。

（説 明）

使用料の額を改定するために、旭川市総合体育館条例の一部を改正しようとするものである。



８・２定 議案第 ５８ 号

旭川市地区体育センター条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市地区体育センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市地区体育センター条例の一部を改正する条例

旭川市地区体育センター条例（平成４年旭川市条例第２０号）の一部を次のように改正する。

第２条の２第１号中「午後１０時」を「午後９時」に改める。

別表第１項の表中「２２時」を「２１時」に、

円
１，１１０

円
１，４８０

円
１，４８０

２１０ ２８０ ２８０

２１０ ２８０ ２８０

２，８８０ ３，８４０ ３，８４０

１回につき １５０円

回数券（６回分） ７５０円

１回につき ２２０円

回数券（６回分） １，１００円

円 円 円

」を

「

「



附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、第２条の２第

１号の改正規定及び別表第１項の表の改正規定（「２２時」を「２１時」に改める部分に限

る。）は、令和８年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市地区体育センター条例（以下「改正後の条例」という。）

別表の規定は、令和８年１０月１日（以下「適用日」という。）以後の使用に係る利用料金

について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

３ 適用日前に申請された使用に係る利用料金については、前項及び改正後の条例別表の規定

にかかわらず、なお従前の例による。

４ 施行日前にこの条例による改正前の旭川市地区体育センター条例別表に規定する回数券の

利用料金を収受した場合又は施行日から適用日の前日までの間に第２項の規定によりなお従

前の例によることとされた利用料金（回数券の利用料金に限る。）を収受した場合における

適用日以後の使用（これらの利用料金を収受した回数券を使用して使用する場合に限る。）

に係る利用料金については、第２項及び改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の

例による。

１，４１０ １，８８０ １，４１０

３００ ４００ ３００

３００ ４００ ３００

３，５４０ ４，７２０ ３，５４０

１回につき ２２０円

回数券（６回分） １，１００円

１回につき ３３０円

回数券（６回分） １，６５０円

」に改める。



５ 適用日前に旭川市総合体育館条例（昭和５４年旭川市条例第１６号）別表に規定する回数

券の使用料を納入した場合、旭川市スケートリンク条例（昭和４５年旭川市条例第４２号）

別表⑵に規定する回数券の使用料を納入した場合並びに旭川市都市公園条例（昭和３２年旭

川市条例第２２号）別表⑹に規定する花咲スポーツ公園施設の陸上競技場、和弓場、洋弓場、

プール及びスケート場、東光スポーツ公園施設武道館、常磐公園施設プール、忠和公園施設

体育館、東豊公園施設体育館、新富公園施設プール並びに千代の山公園施設プールに係る共

通回数券の使用料を納入した場合における適用日以後の使用（これらの使用料を納入した回

数券又は共通回数券を使用して使用する場合に限る。）に係る利用料金については、第２項

及び改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（説 明）

利用料金設定基準を改定する等のために、旭川市地区体育センター条例の一部を改正しよう

とするものである。



８・２定 議案第 ５９ 号

旭川市スケートリンク条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市スケートリンク条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市スケートリンク条例の一部を改正する条例

旭川市スケートリンク条例（昭和４５年旭川市条例第４２号）の一部を次のように改正する。

別表⑵中

める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市スケートリンク条例（以下「改正後の条例」という。）別

表⑵の規定は、令和８年１０月１日（以下「適用日」という。）以後の使用に係る使用料に

１５０円

７５０円

６００円

２２０円

１，１００円

８８０円

６３，９９０円

２２０円

１，１００円

８８０円

３３０円

１，６５０円

１，３２０円

８５，５１０円
」を 」に改

「 「



ついて適用し、適用日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

３ 適用日前に申請された使用に係る使用料については、前項及び改正後の条例別表⑵の規定

にかかわらず、なお従前の例による。

４ 施行日前にこの条例による改正前の旭川市スケートリンク条例別表⑵に規定する回数券の

使用料を徴収した場合又は施行日から適用日の前日までの間に第２項の規定によりなお従前

の例によることとされた使用料（回数券の使用料に限る。）を徴収した場合における適用日

以後の使用（これらの使用料を徴収した回数券を使用して使用する場合に限る。）に係る使

用料については、第２項及び改正後の条例別表⑵の規定にかかわらず、なお従前の例による。

５ 適用日前に旭川市総合体育館条例（昭和５４年旭川市条例第１６号）別表に規定する回数

券の使用料を納入した場合、旭川市地区体育センター条例（平成４年旭川市条例第２０号）

別表に規定する回数券の利用料金を納入した場合並びに旭川市都市公園条例（昭和３２年旭

川市条例第２２号）別表⑹に規定する花咲スポーツ公園施設の陸上競技場、和弓場、洋弓場、

プール及びスケート場、東光スポーツ公園施設武道館、常磐公園施設プール、忠和公園施設

体育館、東豊公園施設体育館、新富公園施設プール並びに千代の山公園施設プールに係る共

通回数券の使用料を納入した場合における適用日以後の使用（これらの使用料又は利用料金

を納入した回数券又は共通回数券を使用して使用する場合に限る。）に係る使用料について

は、第２項及び改正後の条例別表⑵の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（説 明）

使用料の額を改定するために、旭川市スケートリンク条例の一部を改正しようとするもので

ある。



８・２定 議案第 ６０ 号

旭川市テニスコート条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市テニスコート条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市テニスコート条例の一部を改正する条例

旭川市テニスコート条例（昭和６０年旭川市条例第７号）の一部を次のように改正する。

別表２中「

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市テニスコート条例別表２の規定は、令和９年４月２０日以

370円

180円

1,920円

720円

960円

450円

220円

2,320円

870円

1,160円

」を 」に改める。

「



後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の

例による。

（説 明）

使用料の額を改定するために、旭川市テニスコート条例の一部を改正しようとするものであ

る。



８・２定 議案第 ６１ 号

旭川市旭川大雪アリーナ条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市旭川大雪アリーナ条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市旭川大雪アリーナ条例の一部を改正する条例

旭川市旭川大雪アリーナ条例（昭和６１年旭川市条例第１９号）の一部を次のように改正す

る。

別表中「
円

27,150
円

36,200
円

27,150
円

9,050
円

108,600

32,580 43,440 32,580 10,860 130,320

93,300 124,400 93,300 31,100 373,200

114,030 152,040 114,030 38,010 456,120

203,610 271,480 203,610 67,870 814,440

244,350 325,800 244,350 81,450 977,400

35,280 47,040 35,280 11,760 141,120

42,330 56,440 42,330 14,110 169,320

123,480 164,640 123,480 41,160 493,920

148,170 197,560 148,170 49,390 592,680

264,600 352,800 264,600 88,200 1,058,400

317,520 423,360 317,520 105,840 1,270,080

2,070 2,760 2,070 690 8,280

2,460 3,280 2,460 820 9,840

2,670 3,560 2,670 890 10,680



3,180 4,240 3,180 1,060 12,720

420 560 420 140 1,680

480 640 480 160 1,920

540 720 540 180 2,160

630 840 630 210 2,520

１回につき 220円

回数券（６回分） 1,100円

１回につき 300円

回数券（６回分） 1,500円

１回につき 450円

回数券（６回分） 2,250円

１月券 1,800円

シーズン券 6,480円

１回につき 750円

回数券（６回分） 3,750円

１月券 3,000円

シーズン券 10,800円

円
34,980

円
46,640

円
34,980

円
11,660

円
139,920

41,970 55,960 41,970 13,990 167,880

139,950 186,600 139,950 46,650 559,800

167,940 223,920 167,940 55,980 671,760

304,650 406,200 304,650 101,550 1,218,600

365,580 487,440 365,580 121,860 1,462,320

45,990 61,320 45,990 15,330 183,960

55,170 73,560 55,170 18,390 220,680

181,920 242,560 181,920 60,640 727,680

218,310 291,080 218,310 72,770 873,240

396,030 528,040 396,030 132,010 1,584,120

」を

「



附 則

１ この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ この条例による改正後の旭川市旭川大雪アリーナ条例（以下「改正後の条例」という。）

別表の規定は、令和８年１０月１日（以下「適用日」という。）以後の使用に係る使用料に

ついて適用し、適用日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

３ 適用日前に申請された使用に係る使用料については、前項及び改正後の条例別表の規定に

かかわらず、なお従前の例による。

475,230 633,640 475,230 158,410 1,900,920

2,280 3,040 2,280 760 9,120

2,730 3,640 2,730 910 10,920

2,940 3,920 2,940 980 11,760

3,540 4,720 3,540 1,180 14,160

480 640 480 160 1,920

570 760 570 190 2,280

600 800 600 200 2,400

720 960 720 240 2,880

１回につき 330円

回数券（６回分） 1,650円

１回につき 450円

回数券（６回分） 2,250円

１回につき 670円

回数券（６回分） 3,350円

１月券 2,680円

シーズン券 9,640円

１回につき 1,120円

回数券（６回分） 5,600円

１月券 4,480円

シーズン券 16,120円

」に改める。



４ 施行日前にこの条例による改正前の旭川市旭川大雪アリーナ条例別表に規定する回数券、

１月券又はシーズン券（以下「回数券等」という。）の使用料を徴収した場合又は施行日か

ら適用日の前日までの間に第２項の規定によりなお従前の例によることとされた使用料（回

数券等の使用料に限る。）を徴収した場合における適用日以後の使用（これらの使用料を徴

収した回数券等を使用して使用する場合に限る。）に係る使用料については、第２項及び改

正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（説 明）

使用料の額を改定するために、旭川市旭川大雪アリーナ条例の一部を改正しようとするもの

である。



８・２定 議案第 ６２ 号

旭川市嵐山レクリエーション施設条例の一部を改正する条例

の制定について

旭川市嵐山レクリエーション施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市嵐山レクリエーション施設条例の一部を改正する条例

旭川市嵐山レクリエーション施設条例（平成１７年旭川市条例第４５号）の一部を次のよう

に改正する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市嵐山レクリエーション施設条例別表の規定は、令和９年５

月１５日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、

なお従前の例による。

（説 明）

使用料の額を改定するために、旭川市嵐山レクリエーション施設条例の一部を改正しようと

するものである。

２１０

２００

３００

３００

「

別表中 を に改める。

「

」」



８・２定 議案第 ６３ 号

旭川市農業センター条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市農業センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市農業センター条例の一部を改正する条例

旭川市農業センター条例（平成９年旭川市条例第２７号）の一部を次のように改正する。

別表第１中

別表第２中

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２７０円 ３６０円 ３６０円

９３０ １，２４０ １，２４０

１平方メートルにつき １５０円

３００円 ４１０円 ４１０円

１，３９０ １，８６０ １，８６０

１平方メートルにつき ２２０円

１点 ７００円

１点 １，１７０円

１点 １，０５０円

１点 １，７５０円

」を

「

「

」を

「

「

」に改める。

」に改める。



２ この条例による改正後の旭川市農業センター条例（以下「改正後の条例」という。）別表

第１（体験農園に係る部分を除く。）及び別表第２の規定は、令和８年１０月１日以後に申

請された使用に係る使用料及び申請に係る手数料について適用し、同日前に申請された使用

に係る使用料及び申請に係る手数料については、なお従前の例による。

３ 改正後の条例別表第１の規定（体験農園に係る部分に限る。）は、令和９年５月１日以後

の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例

による。

（説 明）

使用料及び手数料の額を改定するために、旭川市農業センター条例の一部を改正しようとす

るものである。



８・２定 議案第 ６４ 号

旭川市若者の郷条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市若者の郷条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市若者の郷条例の一部を改正する条例

旭川市若者の郷条例（昭和６１年旭川市条例第８号）の一部を次のように改正する。

別表の表を次のように改める。

使 用 区 分

金 額

午 前
（９時～12時）

午 後
（13時～17時）

夜 間
（17時～21時）

ホ ー ル
大 人 ５５０円 ７３０円 ７３０円

高校生以下 ２７０円 ３６０円 ３６０円

研 修 室
（Ａ・Ｂ）

大 人 ４２０円 ５５０円 ５５０円

高校生以下 １９０円 ２７０円 ２７０円

研 修 室
（Ｃ・Ｄ）

大 人 ３２０円 ４３０円 ４３０円

高校生以下 １６０円 ２１０円 ２１０円

地場産品試作センター 市長が定める額

農村体験実習館

大型ロッジ
宿 泊 １棟１泊につき ７，５３０円

日帰り １棟１時間につき ４１０円

小型ロッジ
宿 泊 １棟１泊につき ４，８３０円

日帰り １棟１時間につき ２６０円

市民農園 使用面積１平方メートルにつき ２２０円

若

者

セ

ン

タ

ー



附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の旭川市若者の郷条例（以下「改正後の条例」という。）別表の規

定（市民農園に係る部分を除く。）は、令和８年１０月１日以後に申請された使用に係る使

用料について適用し、同日前に申請された使用に係る使用料については、なお従前の例によ

る。

３ 改正後の条例別表の規定（市民農園に係る部分に限る。）は、令和９年５月１５日以後の

使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例に

よる。

（説 明）

使用料の額を改定するために、旭川市若者の郷条例の一部を改正しようとするものである。



８・２定 議案第 ６５ 号

旭川市２１世紀の森施設条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市２１世紀の森施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市２１世紀の森施設条例の一部を改正する条例

旭川市２１世紀の森施設条例（昭和６３年旭川市条例第２３号）の一部を次のように改正す

る。

第２条の２の２第１項の表中

改める。

別表第１中「

バンガロー
日帰り 午前１０時から午後４時まで

宿泊
午後４時から翌日の午前１０時まで

バンガロー
午後４時から翌日の午前１０時まで

円
４６０

円
２９０

円
７５０

２８０ １８０ ４６０

円
６９０

円
４３０

円
１，１２０

４２０ ２７０ ６９０

」を

」に

」に改める。

「

「

「

」を



別表第２中「

別表第３日帰りの項を削り、同表中「

別表第４大人の項を次のように改める。

別表第４高校生以下の項及び同表備考を削る。

別表第５中「

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の２の２第１項の改正規定は、令和

８年１０月１日から施行する。

２ この条例による改正後の旭川市２１世紀の森施設条例別表第１から別表第５までの規定は、

令和８年１０月１日以後に申請された使用に係る使用料について適用し、同日前に申請され

た使用に係る使用料については、なお従前の例による。

円
３００

９，０００

２００

円
４５０

１３，５００

３００

４，７２０

円
３，９２０

宿 泊 １棟 １ 泊 円
１，７４０

円
１００

円
１５０

」を

「

」に改める。

」を

」に改める。

「

」を

「

」に改め、同表備考を削る。



（説 明）

使用料の額を改定する等のために、旭川市２１世紀の森施設条例の一部を改正しようとする

ものである。



８・２定 議案第 ６６ 号

旭川市営牧場条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市営牧場条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市営牧場条例の一部を改正する条例

旭川市営牧場条例（昭和６１年旭川市条例第９号）の一部を次のように改正する。

別表中

る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市営牧場条例別表の規定は、令和８年１０月１日以後に申請

された使用に係る使用料及び捕獲に係る手数料について適用し、同日前に申請された使用に

２２０円 ２５０円

２８０円 ３１０円

３４０円 ３７０円

２２０円 ２５０円

３５０円以内で市長が定める額

２，２１０円

３３０円 ３７０円

４２０円 ４６０円

５１０円 ５５０円

３３０円 ３７０円

５２０円以内で市長が定める額

３，０３０円

」を

「 「

」に改め



係る使用料及び捕獲に係る手数料については、なお従前の例による。

（説 明）

使用料及び手数料の額を改定するために、旭川市営牧場条例の一部を改正しようとするもの

である。



８・２定 議案第 ６７ 号

旭川市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市営住宅条例の一部を改正する条例

旭川市営住宅条例（昭和５４年旭川市条例第１１号）の一部を次のように改正する。

第２５条の５第１項中「４，２００円」を「４，６００円」に改める。

附 則

この条例は、令和８年１０月１日から施行する。

（説 明）

駐車場の使用料に係る規定を整備するために、旭川市営住宅条例の一部を改正しようとする

ものである。



８・２定 議案第 ６８ 号

旭川市屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市屋外広告物条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市屋外広告物条例の一部を改正する条例

旭川市屋外広告物条例（平成１１年旭川市条例第５７号）の一部を次のように改正する。

第６条第２項第７号中「仮指定され」を「仮指定が行われ」に改める。

第７条第２項に次の１号を加える。

⑷ 広告旗（第１号に掲げるものを除く。）

第１７条の見出しを「（許可の公表）」に改め、同条第１項を次のように改める。

市長は、第５条第１項、第６項又は第７項の許可をしたときは、規則で定めるところによ

り、その旨を公表するものとする。

第１８条第２項中「許可を受けた者」を「第５条第１項、第６項又は第７項の規定による許

可を受けた者（以下「許可を受けた者」という。）」に改める。

第２５条の１０第１項第１号中「９，４２０円」を「１０，２００円」に改め、同項第２号

中「２００円」を「２４０円」に改める。

第２６条第４項中「３，０１０円」を「３，３２０円」に改める。

1,000円

1,380円

1,420円

1,810円

「 「



300円

220円

910円

1,700円

450円

330円

1,290円

1,890円

広告幕及び広

告網

１枚につ

き

650円 「広告幕」及び「広告網」とは、建築物その

他の工作物若しくはこれら以外の物件に懸垂さ

れ、若しくは添加されたもの又は電柱等を利用

して空中に掲出されたものをいう。

のぼり及び旗 「のぼり」及び「旗」とは、布等をさおその

他の棒状の物件に取り付けて作製されたもの

で、単独で立てられ、又は建築物その他の工作

物若しくはこれら以外の物件に取り付けられた

ものをいう。

300円

1,910円

1,810円

別表中 を に、

「

を

」 」



改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第７条第２項に１号を加える改正規定、第

１７条（見出しを含む。）の改正規定及び第１８条第２項の改正規定は、令和８年１０月１

日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市屋外広告物条例第２５条の１０第１項第１号及び第２号、

第２６条第４項並びに別表の規定は、令和８年１０月１日以後の申請に係る手数料について

適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

３ 第１項ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお

従前の例による。

広告幕 １枚につ

き

860円 「広告幕」とは、建築物その他の工作物若し

くはこれら以外の物件に懸垂され、若しくは添

加されたもの又は電柱等を利用して空中に掲出

されたものをいう。

旗 「旗」とは、布等をさおその他の棒状の物件

に取り付けて作製されたもので、単独で立てら

れ、又は建築物その他の工作物若しくはこれら

以外の物件に取り付けられたものをいう。

450円

2,550円

2,110円

「

」

に

」



（説 明）

手数料の額を改定する等のために、旭川市屋外広告物条例の一部を改正しようとするもので

ある。



８・２定 議案第 ６９ 号

旭川市道路占用料条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市道路占用料条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市道路占用料条例の一部を改正する条例

旭川市道路占用料条例（昭和３６年旭川市条例第１６号）の一部を次のように改正する。

第３条第２号中「１．０８」を「１．１」に改める。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の旭川市道路占用料条例の規定は、令和８年１０月１日以後に申請

された占用に係る占用料について適用し、同日前に申請された占用に係る占用料については、

なお従前の例による。

（説 明）

占用料の額を改定するために、旭川市道路占用料条例の一部を改正しようとするものである。



８・２定 議案第 ７０ 号

旭川市準用河川流水占用料等徴収条例の一部を

改正する条例の制定について

旭川市準用河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市準用河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例

旭川市準用河川流水占用料等徴収条例（平成１２年旭川市条例第８６号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条第１項第１号、第３号及び第４号中「１．０８」を「１．１」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市準用河川流水占用料等徴収条例の規定は、令和８年１０月

１日以後に申請された流水の占用等に係る流水占用料等について適用し、同日前に申請され

た流水の占用等に係る流水占用料等（当該流水の占用等の許可の日から令和９年３月３１日

までの間に係るものに限る。）については、なお従前の例による。

（説 明）

流水占用料等の額を改定するために、旭川市準用河川流水占用料等徴収条例の一部を改正し

ようとするものである。



８・２定 議案第 ７１ 号

旭川市普通河川管理条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市普通河川管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市普通河川管理条例の一部を改正する条例

旭川市普通河川管理条例（平成１２年旭川市条例第８７号）の一部を次のように改正する。

第２０条第１項第１号、第３号及び第４号中「１．０８」を「１．１」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市普通河川管理条例の規定は、令和８年１０月１日以後に申

請された占用又は採取に係る使用料について適用し、同日前に申請された占用又は採取に係

る使用料（当該占用又は採取の許可の日から令和９年３月３１日までの間に係るものに限

る。）については、なお従前の例による。

（説 明）

使用料の額を改定するために、旭川市普通河川管理条例の一部を改正しようとするものであ

る。



８・２定 議案第 ７２ 号

旭川市自転車の放置の防止に関する条例の一部を改正する

条例の制定について

旭川市自転車の放置の防止に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市自転車の放置の防止に関する条例の一部を改正する条例

旭川市自転車の放置の防止に関する条例（平成２７年旭川市条例第３９号）の一部を次のよ

うに改正する。

第１４条第１項中「１，５００円」を「２，２５０円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市自転車の放置の防止に関する条例（以下「改正後の条例」

という。）の規定は、令和８年１０月１日以後に改正後の条例第１３条第１項の規定により

保管された自転車について適用し、同日前に同項の規定により保管された自転車について

は、なお従前の例による。

（説 明）

自転車の撤去及び保管に要した費用の額を改定するために、旭川市自転車の放置の防止に関

する条例の一部を改正しようとするものである。



８・２定 議案第 ７３ 号

旭川市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市都市公園条例の一部を改正する条例

旭川市都市公園条例（昭和３２年旭川市条例第２２号）の一部を次のように改正する。

第１０条中「占用許可申請書の記載」を「条例で定める」に、「とおり」を「もの」に改め、

同条第６号中「指示する」を「定める」に改め、同号を同条第７号とし、同条第５号中「占有

物件、」を「占有物件の」に改め、同号を同条第６号とし、同条中第４号を第５号とし、第３

号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。

⑵ 占用の目的

第１８条第１項及び第３項第２号中「１．０８」を「１．１」に改める。

別表第⑶中「旭川市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例」を「旭川市行政財産の

目的外使用に関する使用料徴収条例（昭和３９年旭川市条例第１８号）」に改める。

別表⑸中

４月２０日から１０月２０日まで

軟式野球場 午前４時から午後９時
まで

陸上競技場 午前６時から午後９時
まで

球技場

硬式テニスコート

軟式テニスコート

「



る。

和弓場

洋弓場

４月２０日から１０月２０日まで

軟式野球場 午前５時から午後９時
まで

陸上競技場 午前６時から午後８時
まで

球技場 午前６時から午後９時
まで

硬式テニスコート 午前５時から午後９時
まで

軟式テニスコート

和弓場 午前６時から午後９時
まで

洋弓場

相撲場 ５月１日から１０月３１日まで 午前６時から午後７時
まで

軟式野球場（第一
球場及び第二球場）

軟式野球場（第一
球場及び第二球場）

午前６時から午後７時
まで

47,200円

17,700円

23,600円

5,900円

23,600円

70,720円

26,520円

35,360円

8,840円

35,360円

」を

」に、

「

別表⑹中「 「

「

」を

「

」に改め



8,850円

11,800円

2,950円

20,580円 41,160円

12,940円 25,890円

11,170円 22,340円

7,360円 14,720円

7,090円 14,190円

4,560円 9,130円

13,260円

17,680円

4,420円

30,870円 61,740円

19,410円 38,820円

16,750円 33,500円

11,040円 22,080円

10,630円 21,260円

6,840円 13,680円

18,880円

7,080円

9,440円

2,360円

220円

1,100円

1,760円

4,400円

150円

750円

1,200円

3,000円

26,560円

9,960円

13,280円

3,320円

330円

1,650円

2,640円

6,600円

220円

1,100円

1,760円

4,400円



20,000円
入場料総額
の１２％

7,500円

10,000円

2,500円

10,000円

3,750円

5,000円

1,250円

450円

15,840円
入場料総額
の１２％

5,940円

7,920円

1,980円

7,920円

2,970円

3,960円

990円

370円

180円

1,940円 3,880円

820円 1,610円

1,080円 2,160円

590円

1,080円 2,160円

910円

600円 1,180円

220円

1,970円 3,950円

830円 1,640円

1,100円 2,200円

600円

1,100円 2,200円

920円

610円 1,200円

6,480円 12,960円

2,690円 5,500円

3,670円 7,340円

990円 1,940円

1,940円 3,880円

」を 」に、

「



820円 1,610円

1,080円 2,160円

590円

580円 1,180円

夜間照明
（硬式野球場
を除く。）

１時間につき 1,180円 2,370円

相撲
場

専用

全日 720円 1,440円

午前 270円 540円

午後 360円 720円

早朝・夜間１
時間につき

90円 180円

10,320円

3,870円

5,160円

1,290円

6,600円 13,200円

2,740円 5,600円

3,730円 7,470円

1,000円 1,970円

1,970円 3,950円

830円 1,640円

1,100円 2,200円

600円

790円 1,610円

夜間照明
（硬式野球場 １時間につき 1,610円 3,220円

」を

「



午前９時から午後５時まで、「午前」とは午前９時から正午まで、「午後」とは午後１時から

午後５時まで、「早朝」とは午前６時から午前９時まで、「夜間」とは午後５時から午後９

時」を「⑶ 「全日」とは午前９時から午後５時まで、「午前」とは午前９時から正午まで、

「午後」とは午後１時から午後５時まで、「早朝」とは午前６時（硬式・軟式テニスコートに

あつては、午前５時）から午前９時まで、「夜間」とは午後５時から午後９時（陸上競技場に

あつては、午後８時）」に、

を除く。）

15,440円

5,790円

7,720円

1,930円

220円

1,100円

1,760円

4,400円

150円

750円

1,200円

330円

1,650円

2,640円

6,600円

220円

1,100円

1,760円

4,400円

8,640円

3,240円

4,320円

1,080円

330円

1,650円

3,000円

5,760円

2,160円

2,880円

720円

220円

1,100円

」に、「⑶ 「全日」とは

「 「



1,760円

4,400円

150円

2,640円

6,600円

220円

1,100円

1,760円

4,400円

42,500円 127,500円

8,500円 25,500円

330円

1,650円

1,320円

220円

750円

1,200円

3,000円

28,350円 85,050円

5,670円 17,010円

220円

1,100円

880円

150円

750円

600円

22,680円 90,720円

1,100円

880円

34,000円 136,000円

8,500円 34,000円

330円

1,650円

2,640円

220円

1,100円

1,760円

5,670円 22,680円

220円

1,100円

1,760円

150円

750円

1,200円



8,640円 34,560円

3,240円 12,960円

4,320円 17,280円

450円

2,250円

3,600円

9,000円

220円

1,100円

1,760円

4,400円

2,720円

1,020円

1,360円

340円

2,160円

12,960円 51,840円

4,860円 19,440円

6,480円 25,920円

670円

3,350円

5,360円

13,400円

330円

1,650円

2,640円

6,600円

3,040円

1,140円

1,520円

380円

2,940円

33,400円

12,540円

16,720円

4,180円

16,720円

6,270円

45,760円

17,160円

22,880円

5,720円

22,880円

8,580円

」を 」に、「午前４時」を「午

前５時」に、「 「



8,360円

2,090円

11,440円

2,860円

27,680円

10,380円

13,840円

3,460円

13,840円

5,190円

6,920円

1,730円

3,040円

1,140円

1,520円

380円

1,970円 3,950円

830円 1,640円

1,100円 2,200円

600円

1,100円 2,200円

920円

610円 1,200円

20,320円

7,620円

10,160円

2,540円

10,160円

3,810円

5,080円

1,270円

2,720円

1,020円

1,360円

340円

1,940円 3,880円

820円 1,610円

1,080円 2,160円

590円

1,080円 2,160円

910円

600円 1,180円

6,480円 12,960円 6,600円 13,200円

」を 」に、

「 「



2,690円 5,500円

3,670円 7,340円

990円 1,940円

1,940円 3,880円

820円 1,610円

1,080円 2,160円

590円

15,960円

7,980円

2,660円

7,980円

3,990円

1,330円

1,890円 3,780円

930円 1,870円

1,360円 2,700円

820円 1,610円

590円

780円 1,520円

910円

2,740円 5,600円

3,730円 7,470円

1,000円 1,970円

1,970円 3,950円

830円 1,640円

1,100円 2,200円

600円

21,720円

10,860円

3,620円

10,860円

5,430円

1,810円

2,190円 4,380円

1,090円 2,180円

1,380円 2,750円

830円 1,640円

600円

790円 1,540円

920円

4,580円 9,240円

2,740円 5,600円

4,500円 9,080円

2,690円 5,500円

」を 」に、

「 「



990円 1,940円

1,360円 2,700円

820円 1,610円

590円

370円

180円

1,000円 1,970円

1,380円 2,750円

830円 1,640円

600円

450円

220円

16,560円

4,140円

5,520円

4,140円

1,380円

33,120円

8,280円

11,040円

8,280円

2,760円

6,000円

1,500円

2,000円

1,500円

500円

9,720円

2,430円

3,240円

24,840円

6,210円

8,280円

6,210円

2,070円

49,680円

12,420円

16,560円

12,420円

4,140円

5,760円

1,440円

1,920円

1,440円

480円

12,000円

3,000円

4,000円

」を 」に、

「 「



2,430円

810円

220円

1,100円

1,760円

4,400円

150円

750円

1,200円

3,000円

300円

200円

200円

130円

500円

300円

3,000円

1,000円

330円

1,650円

2,640円

6,600円

220円

1,100円

1,760円

4,400円

450円

300円

300円

190円

700円

420円

22,560円

5,640円

7,520円

5,640円

1,880円

45,120円

11,280円

15,040円

11,280円

31,810円

7,950円

10,600円

7,950円

2,650円

63,610円

15,900円

21,200円

15,900円

」を 」に、

「 「



3,760円

3,000円

750円

1,000円

750円

250円

220円

1,100円

1,760円

4,400円

150円

750円

1,200円

3,000円

5,300円

4,160円

1,050円

1,390円

1,050円

340円

310円

1,570円

2,500円

6,260円

200円

1,020円

1,620円

4,060円

2,040円

510円

680円

510円

580円

5,360円

2,010円

2,680円

670円

3,600円 5,440円

2,480円

620円

820円

620円

790円

5,760円

2,160円

2,880円

720円

5,380円 8,160円

」を 」に、

「 「



1,350円 2,040円

1,800円 2,720円

1,200円 1,840円

450円 690円

600円 920円

220円

1,100円

1,760円

4,400円

150円

750円

1,200円

3,000円

450円

370円

180円

580円

5,360円

2,010円

2,680円

670円

300円

2,020円 3,060円

2,690円 4,080円

1,780円 2,740円

670円 1,020円

890円 1,370円

330円

1,650円

2,640円

6,600円

220円

1,100円

1,760円

4,400円

670円

450円

220円

790円

5,760円

2,160円

2,880円

720円

450円



附 則

１ この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、別表⑸の改正

規定（花咲スポーツ公園施設の相撲場（以下「相撲場」という。）に係る部分を除く。）及

び別表⑹の改正規定（「⑶ 「全日」とは午前９時から午後５時まで、「午前」とは午前９

時から正午まで、「午後」とは午後１時から午後５時まで、「早朝」とは午前６時から午前

９時まで、「夜間」とは午後５時から午後９時」を「⑶ 「全日」とは午前９時から午後５

時まで、「午前」とは午前９時から正午まで、「午後」とは午後１時から午後５時まで、

「早朝」とは午前６時（硬式・軟式テニスコートにあつては、午前５時）から午前９時まで、

「夜間」とは午後５時から午後９時（陸上競技場にあつては、午後８時）」に改める部分及

び「午前４時」を「午前５時」に改める部分に限る。）は、令和８年８月１日から、別表⑸

の改正規定（相撲場に係る部分に限る。）及び別表⑹の改正規定（相撲場に係る部分に限

る。）は、同年１０月１日から施行する。

200円

200円

130円

500円

300円

22,680円 90,720円

5,670円 22,680円

220円

1,100円

1,760円

150円

750円

1,200円

300円

300円

190円

700円

420円

34,000円 136,000円

8,500円 34,000円

330円

1,650円

2,640円

220円

1,100円

1,760円
」を 」に改める。



２ この条例による改正後の旭川市都市公園条例（以下「改正後の条例」という。）別表⑹の

規定（屋外体育施設（花咲スポーツ公園施設の硬式野球場、陸上競技場、球技場及び硬式・

軟式テニスコート（これらの施設の附属施設及び器具を含む。）、洋弓場並びに軟式野球場、

東光スポーツ公園施設の軟式野球場（第一球場）、軟式野球場（第二球場）、軟式野球場

（第三球場）及び球技場（これらの施設の附属施設及び器具を含む。）並びに硬式兼軟式テ

ニスコート、忠和公園施設の多目的コート及び多目的運動広場並びにカムイの杜公園施設の

硬式・軟式テニスコート及び多目的運動広場をいう。以下同じ。）に係る部分（花咲スポー

ツ公園施設の陸上競技場及び洋弓場の共通回数券に係るものを除く。次項において同じ。）

及び相撲場に係る部分を除く。）は、令和８年１０月１日以後の使用に係る使用料について

適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

３ 改正後の条例別表⑹の規定（屋外体育施設に係る部分に限る。）は、令和９年４月２０日

以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前

の例による。

４ 令和８年１０月１日前に申請された使用に係る使用料（屋外体育施設及び相撲場に係る部

分を除く。）については、第２項及び改正後の条例別表⑹の規定にかかわらず、なお従前の

例による。

５ 施行日前にこの条例による改正前の旭川市都市公園条例別表⑹に規定する共通回数券、１

月券、３月券又は回数券の使用料を徴収した場合又は施行日から令和８年１０月１日の前日

までの間に第２項の規定によりなお従前の例によることとされた使用料（共通回数券、１月

券、３月券又は回数券の使用料に限る。）を徴収した場合における同月１日以後の使用（こ

れらの使用料を徴収した共通回数券、１月券、３月券又は回数券を使用して使用する場合に

限る。）に係る使用料については、第２項及び改正後の条例別表⑹の規定にかかわらず、な

お従前の例による。

６ 施行日から令和９年４月２０日の前日までの間に第３項の規定によりなお従前の例による

こととされた使用料（１月券又は３月券の使用料に限る。）を徴収した場合における同月

２０日以後の使用（これらの使用料を徴収した１月券又は３月券を使用して使用する場合に

限る。）に係る使用料については、第３項及び改正後の条例別表⑹の規定にかかわらず、な

お従前の例による。



（説 明）

有料公園施設の使用料の額を改定する等のために、旭川市都市公園条例の一部を改正しよう

とするものである。



８・２定 議案第 ７４ 号

旭川市駐輪場条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市駐輪場条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市駐輪場条例の一部を改正する条例

旭川市駐輪場条例（平成２４年旭川市条例第６７号）の一部を次のように改正する。

第９条の２第１項第１号中「１，５００円」を「２，２５０円」に改め、同項第２号中

「３，０００円」を「４，５００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市駐輪場条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、

令和８年１０月１日以後に改正後の条例第９条第２項の規定により保管された自転車等につ

いて適用し、同日前に同項の規定により保管された自転車等については、なお従前の例によ

る。

（説 明）

自転車等の撤去及び保管に要した費用の額を改定するために、旭川市駐輪場条例の一部を改

正しようとするものである。



８・２定 議案第 ７５ 号

旭川市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する

条例の一部を改正する条例

旭川市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年旭川市条例第３０号）

の一部を次のように改正する。

第３条の５第２項中「３０８，７４０人」を「２９４，９００人」に改める。

第６条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第６条の改正規定は、令和８年９月２４日か

ら施行する。

（説 明）

公共下水道事業計画の変更による計画処理人口の改正等に伴い、旭川市水道事業等及び下水

道事業の設置等に関する条例の一部を改正しようとするものである。



８・２定 議案第 ７６ 号

旭川市農業委員会事務処理手数料条例の一部を

改正する条例の制定について

旭川市農業委員会事務処理手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市農業委員会事務処理手数料条例の一部を

改正する条例

旭川市農業委員会事務処理手数料条例（昭和２６年旭川市条例第５３号）の一部を次のよう

に改正する。

第１条中「申出」を「申請」に改める。

別表証明手数料の項中「１，５００円」を「２，２５０円」に、「４００円」を「４３０

円」に、「４５０円」を「６７０円」に改め、同表その他の手数料の項中「４５０円」を

「５００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市農業委員会事務処理手数料条例（以下「改正後の条例」と

いう。）別表の規定は、令和８年１０月１日以後の申請に係る手数料について適用し、同日

前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

３ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の旭川市農業委員会事務処理手数料条例第

１条の規定により行われている申出は、改正後の条例第１条の規定により行われている申請



とみなす。

（説 明）

手数料の額を改定する等のために、旭川市農業委員会事務処理手数料条例の一部を改正しよ

うとするものである。



８・２定 議案第 ７７ 号

旭川市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例等

の一部を改正する条例の制定について

旭川市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例を次の

ように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例等

の一部を改正する条例

（旭川市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）

第１条 旭川市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年旭川市条例

第４８号）の一部を次のように改正する。

第３条中「同条第１１項第２号又は」を「同条第１１項第２号若しくは」に、「場合」を

「場合又は同条第１０項第３号の規定に基づき保育を必要とする児童であって満３歳以上の

ものについて保育を行う場合」に改める。

第７条中「事項」を「事項（法第６条の３第１０項第３号に掲げる事業（以下「満３歳以

上限定小規模保育事業」という。）を行う事業者（以下「満３歳以上限定小規模保育事業

者」という。）にあっては、第１号及び第２号に掲げる事項）」に改め、同条第３号中「に

より」を「（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。）により」に改める。

第１４条を次のように改める。

（児童対象性暴力等の防止）

第１４条 家庭的保育事業者等は、法第３４条の１６第４項において準用する法第２１条の

５の１８第４項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及び民間教育保育等事

業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第６９



号）第２条第２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。）を防

止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に利用乳幼児を適切に保護するため、児童等

対象業務従事者（利用乳幼児と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖

性のある環境の下で当該利用乳幼児に接するものをいう。）に係る犯罪事実確認（同法第

４条第１項に規定する犯罪事実確認をいう。）その他の必要な措置を講じなければならな

い。

第１９条第６号中「利用定員」を「利用定員（満３歳以上限定小規模保育事業者にあって

は、満３歳以上の幼児の利用定員）」に改める。

第２８条中「及び」を「（満３歳以上限定小規模保育事業を除く。）及び」に、「とす

る」を「（満３歳以上限定小規模保育事業を除く。）とする」に改める。

第３０条第２項第３号中「第６条の３第１０項第２号」を「第６条の３第１０項第２号又

は第３号」に改め、同条第３項中「を、」を「（以下「看護師等」という。）を、」に改め、

同条に次の２項を加える。

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ａ型に勤務す

る理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（学校教育法（昭和２２年法律第

２６号）の規定による大学（短期大学を除く。）若しくは大学院において、心理学を専修

する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集

団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をい

う。）又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導

を行う業務に５年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関

する知識及び経験を有する者（以下「特定理学療法士等」という。）を、１人に限り、保

育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、

当該小規模保育事業所Ａ型の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなけれ

ばならない。

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合には、

当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所Ａ型の保育士（前項ただし

書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受けることができる体制を確保

しなければならない。

第３２条第３項中「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」に改め、同条に次の２

項を加える。



４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型に勤務す

る特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理

学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型の保育士による支援を

受けることができる体制を確保しなければならない。

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合には、

当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所Ｂ型の保育士（前項ただし

書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受けることができる体制を確保

しなければならない。

第３６条中「第６条の３第１０項」を「第６条の３第１０項第１号」に改める。

第４５条第３項中「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」に改め、同条に次の２

項を加える。

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に

勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該

特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所の保育士

による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合には、

当該看護師等が保育を行うに当たって、当該保育所型事業所内保育事業所の保育士（前項

ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受けることができる体制

を確保しなければならない。

第４８条第３項中「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」に改め、同条に次の２

項を加える。

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所に

勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該

特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所の保育士

による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合には、

当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模型事業所内保育事業所の保育士（前項

ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受けることができる体制

を確保しなければならない。

附則第３項中「は、連携施設」を「（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。）は、連



携施設」に改める。

附則第７項中「が不足」を「（満３歳以上限定小規模保育事業を除く。）が不足」に改め

る。

附則第１０項中「法第１８条の１８第１項の登録を受けた者をいい、第３０条第３項」を

「第３０条第３項若しくは第４項」に、「又は前２項」を「若しくは第４項又は前２項」に、

「を、保育士の数（」を「を、」に、「がない」を「がないもの」に、「ものをいう。）」

を「保育士の数」に改める。

（旭川市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の一部

改正）

第２条 旭川市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

（令和６年旭川市条例第５０号）の一部を次のように改正する。

附則第２項前段中「当分の間」を「令和１０年３月３１日までの間」に、「第３０条第２

項第３号及び第４号、第３２条第２項第３号及び第４号、第４５条第２項第３号及び第４号

並びに第４８条第２項第３号及び第４号」を「（以下「改正後の条例」という。）第３０条

第２項第３号、第３２条第２項第３号、第４５条第２項第３号及び第４８条第２項第３号」

に改め、同項後段中「第３０条第２項第３号及び第４号、第３２条第２項第３号及び第４号、

第４５条第２項第３号及び第４号並びに第４８条第２項第３号及び第４号」を「（以下「改

正前の条例」という。）第３０条第２項第３号、第３２条第２項第３号、第４５条第２項第

３号及び第４８条第２項第３号」に改め、附則に次の１項を加える。

３ 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあると

きは、当分の間、改正後の条例第３０条第２項第４号、第３２条第２項第４号、第４５条

第２項第４号及び第４８条第２項第４号の規定は、適用しない。この場合において、改正

前の条例第３０条第２項第４号、第３２条第２項第４号、第４５条第２項第４号及び第

４８条第２項第４号の規定は、この条例の施行の日以後においても、なおその効力を有す

る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中第１４条の改正規定は、令和８年

１２月２５日から施行する。



（説 明）

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、旭川市家庭的保育事業

等の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正しようとするものである。



８・２定 議案第 ７８ 号

旭川市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例

の一部を改正する条例の制定について

旭川市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例

の一部を改正する条例

旭川市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例（令和７年旭川市条例第３９

号）の一部を次のように改正する。

第１４条の次に次の１条を加える。

（児童対象性暴力等の防止）

第１４条の２ 乳児等通園支援事業者は、法第３４条の１６第４項において準用する法第２１

条の５の１８第４項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及び民間教育保育等

事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第６９

号）第２条第２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。）を防止

し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に利用乳幼児を適切に保護するため、児童等対象

業務従事者（利用乳幼児と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のあ

る環境の下で当該利用乳幼児に接するものをいう。）に係る犯罪事実確認（同法第４条第１

項に規定する犯罪事実確認をいう。）その他の必要な措置を講じなければならない。

附 則

この条例は、令和８年１２月２５日から施行する。



（説 明）

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、旭川市乳児等通園支援

事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正しようとするものである。



８・２定 議案第 ７９ 号

旭川市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等

の一部を改正する条例の制定について

旭川市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例を次のよう

に定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等

の一部を改正する条例

（旭川市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）

第１条 旭川市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年旭川市条例第

５７号）の一部を次のように改正する。

第７条の２第１項中「次条」を「次条、第１３条の２」に改める。

第１３条の次に次の１条を加える。

（児童対象性暴力等の防止）

第１３条の２ 児童福祉施設の設置者は、法第４５条第７項において準用する法第２１条の

５の１８第４項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及び民間教育保育等事

業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第６９

号）第２条第２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。）を防

止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するため、児童等対象業

務従事者（児童と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境

の下で当該児童に接するものをいう。）に係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に規定す

る犯罪事実確認をいう。）その他の必要な措置を講じなければならない。

第３６条に次の１項を加える。



３ 前項の保育士の数の算定に当たっては、当該保育所に勤務する理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、心理担当職員（学校教育法の規定による大学（短期大学を除く。）若しくは

大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒

業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力

を有すると認められる者をいう。）又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者で

あって、障害児の療育の指導を行う業務に５年以上従事した経験を有するもののいずれか

に該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者（以下「特定理学療法士等」と

いう。）を、１人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士等

が保育を行うに当たっては、当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制を

確保しなければならない。

附則第３項ただし書中「による」を「（同条第１項に規定する保育士をいい、同条第３項

の規定により保育士とみなされる者及び同項ただし書の規定による支援を行う者を除く。）

による」に改める。

附則第７項中「法第１８条の１８第１項の登録を受けた者をいい、第３項」を「第３６条

第１項に規定する保育士をいい、同条第３項、附則第３項」に、「を、保育士の数（」を

「を、」に、「ものをいう。）」を「保育士の数」に改め、附則に次の１項を加える。

８ 第３６条第３項及び附則第３項の規定により特定理学療法士等及び同項に規定する看護

師等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該保育

所の保育士（同条第３項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を

受けることができる体制を確保しなければならない。

（旭川市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改

正）

第２条 旭川市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例（令和

６年旭川市条例第５１号）の一部を次のように改正する。

附則第２項中「当分の間」を「令和１０年３月３１日までの間」に、「第３６条第２項の

規定は、適用」を「（以下「改正後の条例」という。）第３６条第２項の規定（満３歳以上

満４歳に満たない児童に対し保育を提供する保育士の数に関する部分に限る。）は、適用」

に、「第３６条第２項の規定は、この」を「（以下「改正前の条例」という。）第３６条第

２項の規定（満３歳以上満４歳に満たない児童に対し保育を提供する保育士の数に関する部

分に限る。）は、この」に改め、附則に次の１項を加える。



３ 保育士の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、

改正後の条例第３６条第２項の規定（満４歳以上の児童に対し保育を提供する保育士の数

に関する部分に限る。）は、適用しない。この場合において、改正前の条例第３６条第２

項の規定（満４歳以上の児童に対し保育を提供する保育士の数に関する部分に限る。）は、

この条例の施行の日以後においても、なおその効力を有する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中第７条の２第１項の改正規定及び第

１３条の次に１条を加える改正規定は、令和８年１２月２５日から施行する。

（説 明）

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、旭川市児童福祉施設の設備

及び運営の基準に関する条例等の一部を改正しようとするものである。



８・２定 議案第 ８０ 号

旭川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の

基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の

基準に関する条例の一部を改正する条例

旭川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例（平成２６年

旭川市条例第５０号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第６号を次のように改める。

⑹ 満３歳未満等小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事

業（同項第３号に掲げる事業を除く。）をいう。

第２条第１項第６号の次に次の１号を加える。

⑹の２ 満３歳以上限定小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第１０項に規定する小規模

保育事業（同項第３号に掲げる事業に限る。）をいう。

第２条第１項第１１号の次に次の３号を加える。

⑾の２ 教育認定子ども 法第２７条第１項に規定する教育認定子どもをいう。

⑾の３ 満３歳以上保育認定子ども 法第２７条第１項に規定する満３歳以上保育認定子ど

もをいう。

⑾の４ 保育認定子ども 法第２９条第２項に規定する保育認定子どもをいう。

第６条第２項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」

を「教育認定子ども」に改め、同条第３項中「これらの規定に掲げる小学校就学前子どもに該



当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども又は満３歳未満保育認定子

ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。）」に改め、同条第４項中「選考方法」を「選

考方法又は前項の規定による選考の方法」に改める。

第７条第２項中「法第１９条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育

・保育給付認定子ども」を「保育認定子ども」に改める。

第９条第１項中「当該申請」を「教育・保育給付認定の申請」に改める。

第１２条の見出し中「教育」を「特定教育」に改める。

第１３条第４項第３号ア(ｱ)中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同号ア(ｲ)中「法第１９条第２号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ど

も」に改め、同号イ中「以下」を「以下この」に改め、同号イ(ｱ)中「法第１９条第１号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、

同号イ(ｲ)中「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改める。

第２０条第７号中「及び第３項に」を「に」に、「を含む」を「及び同条第３項の規定によ

る選考の方法を含む」に改める。

第２２条の見出し中「定員」を「利用定員」に改める。

第２５条中「、認定こども園（認定こども園法第３条第１項の認定を受けた幼稚園、同条第

３項の認定を受けた連携施設（同項に規定する連携施設をいう。以下この条において同じ。）

並びに認定こども園法第３条第１０項の規定による公示がされた幼稚園及び連携施設に限

る。）及び」を「及び学校教育法第１条に規定する」に、「学校教育法」を「同法」に改める。

第３５条第１項中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第２項中「法第１９条第１号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数」を「教育認定子ども」に、「同条

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保

育認定子ども」に改め、同条第３項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に、「同号又は同条第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども又は満３歳以上保育認定子ど

も」と、「同号」とあるのは「同条第２号」に、「同条第４項第３号イ(ｱ)中「教育・保育給付

認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども」を「同条第４項第３号イ(ｱ)中「教育認



定子ども」とあるのは「教育認定子ども」に、「同号イ(ｲ)中「教育・保育給付認定子ども」と

あるのは「教育・保育給付認定子ども」を「同号イ(ｲ)中「満３歳以上保育認定子ども」とある

のは「満３歳以上保育認定子ども」に改める。

第３６条第１項中「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改め、同条第２項中「法第１９条第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数」を「満３歳以上保育認

定子ども」に、「同条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も」を「教育認定子ども」に改め、同条第３項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に、「同条第１号又は第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども又は満３歳以上

保育認定子ども」に、「同条第４項第３号イ(ｱ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども」を「同条第４項第３号イ(ｱ)中「教育認定子ども」とあるのは

「教育認定子ども」に、「同号イ(ｲ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育

給付認定子ども」を「同号イ(ｲ)中「満３歳以上保育認定子ども」とあるのは「満３歳以上保育

認定子ども」に改める。

第３７条第１項中「第２９条に」を「第２８条に」に、「同条例第３２条」及び「同条例第

３４条」を「同条」に改め、同条第２項を次のように改める。

２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事

業を行う者をいう。以下同じ。）を除く。）は、次の各号に掲げる地域型保育事業の区分に

応じ、当該地域型保育事業を行う事業所ごとに、当該各号に定める利用定員を、満１歳に満

たない小学校就学前子どもと満１歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。

⑴ 家庭的保育事業、満３歳未満等小規模保育事業及び居宅訪問型保育事業 法第１９条第

３号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員

⑵ 事業所内保育事業 法第４３条第３項に規定する労働者等監護満３歳未満小学校就学前

子どもに係る利用定員及びその他の法第１９条第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る

利用定員

第３７条に次の１項を加える。

３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）は、満３歳以上限定

小規模保育事業を行う事業所ごとに、法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに係る

利用定員を定めるものとする。



第３９条第２項中「は、利用」を「（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。）は、利

用」に、「この章」を「この章（第４３条第１項を除く。）」に改め、同条第４項中「満３歳

未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項中

「前項」を「前２項」に、「の選考方法」を「の規定による選考の方法」に改め、同項を同条

第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。

３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）は、利用の申込みに

係る法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利

用している満３歳以上保育認定子どもの総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる

小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第２０条第４

項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける

必要性が高いと認められる満３歳以上保育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考する

ものとする。

第４０条第２項及び第４１条中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改め

る。

第４２条第１項第１号中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改め、同項

第３号中「により特定地域型保育」を「（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。第５項に

おいて同じ。）により特定地域型保育（満３歳以上限定小規模保育を除く。第５項において同

じ。）」に、「その他の」を「その他の法第１９条第３号に掲げる」に、「以下この号におい

て同じ。）を」を「）を」に改め、同条中第４項を第５項とし、同条第３項中「第１項第１

号」を「同項第１号」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前項本文」を「第１項

本文」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）は、前項本文の規定

にかかわらず、連携施設の確保に当たって、同項第３号に係る連携協力を求めることを要し

ない。

第４３条第１項中「から」を「（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護

者に限る。）から」に改める。

第４６条第７号中「に規定する選考方法」を「及び第３項の規定による選考の方法」に改め

る。

第４７条第１項及び第２項中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改める。

第４８条の見出し中「定員」を「利用定員」に改める。



第４９条第２項中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改める。

第５０条中「満３歳未満保育認定子どもに限り、特定満３歳以上保育認定子ども」を「教育

認定子ども」に、「第１２条の見出し中「教育・保育」とあるのは「地域型保育」と、第１４

条の見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条第１項」を「第１４

条第１項」に、「読み替える」を「、第２５条中「各号（幼保連携型認定こども園である特定

教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第２７条の２第１項各号、学校教育法第１

条に規定する幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、同法第２８条第２項におい

て準用する認定こども園法第２７条の２第１項各号）」とあるのは「各号」と読み替える」に

改める。

第５１条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（特別利用地域型保育の基準）」を付

し、同条第１項中「が法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども」を「（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。以下この条において同

じ。）が教育認定子ども」に改め、同条第２項中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数」を「教育認定子ども」に、「次条第１項」を

「第５２条第１項」に、「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改め、同条第３項中「いう。次条第３

項」を「いう。次条第３項及び第５２条第３項」に、「この章（」を「この章（第３７条第３

項、第３９条第３項及び」に、「含む。次条第３項」を「含む。第５２条第３項」に、「この

章に」を「この章（第４３条第１項を除く。）に」に、「同号又は同条第３号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（」を「教育認定子ども及び満３歳未満保

育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除き、」に、「法第１９条第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に、

「教育・保育給付認定保護者」」を「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子ども

に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」」に、「法第１９条第１号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条の次に次

の１条を加える。

第５１条の２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。以下この条

において同じ。）が教育認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場合には、法第

４６条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、当



該特別利用地域型保育に係る教育認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している

満３歳以上保育認定子どもの総数が、第３７条第３項の規定により定められた利用定員の数

を超えないものとする。

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、

特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、

それぞれ含むものとして、この章（第３７条第２項、第３９条第２項及び第４０条第２項を

除き、第５０条において準用する第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除

く。）、第１７条から第１９条まで及び第２３条から第３３条までを含む。）の規定を適用

する。この場合において、第３９条第３項中「第１９条第２号」とあるのは「第１９条第１

号」と、「満３歳以上保育認定子どもの」とあるのは「教育認定子ども又は満３歳以上保育

認定子どもの」と、「同号」とあるのは「法第１９条第２号」と、「法第２０条第４項の規

定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性

が高いと認められる満３歳以上保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは

「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関す

る理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第４３条第１項中「教育・

保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限

る。）」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる教育認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項中「法第２９条第３

項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準に

より算定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４項中

「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提

供（第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」と、同条第５項

中「前４項」とあるのは「前３項」とする。

第５２条第１項中「が法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子ども」を「（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。以下この条において同

じ。）が満３歳以上保育認定子ども」に改め、同条第２項中「法第１９条第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数」を「満３歳以上保育認定子ども」

に、「同条第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（前条第

１項」を「満３歳未満保育認定子ども（第５１条第１項」に、「法第１９条第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条



第３項中「教育・保育給付認定保護者」」を「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」」に、「法第１９条第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に、

「令第４条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定子どもをいう」を「特定満３歳以上保

育認定子どもを除く」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

（説 明）

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に

関する基準の一部改正に伴い、旭川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基

準に関する条例の一部を改正しようとするものである。



８・２定 議案第 ８１ 号

旭川市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の

基準に関する条例等の一部を改正する条例の制定について

旭川市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例等の

一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の

基準に関する条例等の一部を改正する条例

（旭川市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の

一部改正）

第１条 旭川市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条

例（平成２６年旭川市条例第５１号）の一部を次のように改正する。

第４条の２の次に次の１条を加える。

（児童対象性暴力等の防止）

第４条の３ 幼保連携型認定こども園の設置者は、法第１３条第６項において準用する法第

６条の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及び民間教育保育等事業者による

児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第６９号）第２条第

２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。）を防止し、及び児

童対象性暴力等が行われた場合に園児を適切に保護するため、児童等対象業務従事者（園

児と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該園

児に接するものをいう。）に係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に規定する犯罪事実確

認をいう。）その他の必要な措置を講じなければならない。

第５条第２項中「３５人」を「３０人」に改める。



第６条第１項中「又は」を「、主務保育教諭又は」に改め、同条第３項の表備考第１号中

「、保育教諭」を「、主務保育教諭、保育教諭」に改め、同表備考に次の１号を加える。

⑸ 第１号に定める者については、１人に限って、当該幼保連携型認定こども園に勤務

する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（学校教育法（昭和２２年

法律第２６号）の規定による大学（短期大学を除く。）若しくは大学院において、心

理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であっ

て、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると

認められる者をいう。）又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、

障害児の療育の指導を行う業務に５年以上従事した経験を有するもののいずれかに該

当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者（以下「特定理学療法士等」と

いう。）をもって代えることができる。ただし、当該特定理学療法士等は、補助者と

して従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならず、当該特定理学

療法士等が保育を行うに当たっては、第１号に定める者による支援を受けることがで

きる体制を確保しなければならない。

第６条第５項第２号中「、養護教諭」を「、主務養護教諭、養護教諭」に改める。

附則第１０項中「及び」を「、主務養護教諭及び」に改める。

附則第１２項中「当たって第６条第３項の表備考第１号」を「当たって同表備考第１号」

に改める。

附則第１４項中「前４項」を「第６条第３項の表備考第５号及び附則第１０項から附則第

１２項まで」に、「第６条第３項の表備考第１号」を「同表備考第１号」に、「者を」を

「者を特定理学療法士等、」に、「当該」を「当該特定理学療法士等、」に改め、附則に次

の１項を加える。

１５ 第６条第３項の表備考第５号及び附則第１２項の規定により特定理学療法士等及び看

護師等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって同表備考

第１号に定める者（同表備考第５号ただし書の規定による支援を行う者を除く。）による

支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

（旭川市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の

一部を改正する条例の一部改正）

第２条 旭川市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例（令和６年旭川市条例第５２号）の一部を次のように改正する。



附則第２項中「第６条第３項の規定は、適用」を「（以下「改正後の条例」という。）第

６条第３項の規定（満４歳以上の園児の教育及び保育に直接従事する職員の数に関する基準

に限る。）は適用」に、「第６条第３項の規定は、この」を「（以下「改正前の条例」とい

う。）第６条第３項の規定（満４歳以上の園児の教育及び保育に直接従事する職員の数に関

する基準に限る。）は、この」に改め、附則に次の１項を加える。

３ 園児の教育及び保育に直接従事する職員の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支

障を及ぼすおそれがあるときは、令和１０年３月３１日までの間、改正後の条例第６条第

３項の規定（満３歳以上満４歳未満の園児の教育及び保育に直接従事する職員の数に関す

る基準に限る。）は、適用しない。この場合において、改正前の条例第６条第３項の規定

（満３歳以上満４歳未満の園児の教育及び保育に直接従事する職員の数に関する基準に限

る。）は、この条例の施行の日以後においても、なおその効力を有する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中第４条の２の次に１条を加える改

正規定は、令和８年１２月２５日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に存する幼保連携型認定こども園における１学級の園児数について

は、第１条の規定による改正後の旭川市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備

及び運営の基準に関する条例第５条第２項の規定にかかわらず、令和１４年３月３１日まで

の間は、なお従前の例によることができる。

（説 明）

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴

い、旭川市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例等

の一部を改正しようとするものである。



８・２定 議案第 ８２ 号

旭川市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の

要件を定める条例等の一部を改正する条例の制定について

旭川市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例等の一部を改

正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の

要件を定める条例等の一部を改正する条例

（旭川市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部改

正）

第１条 旭川市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例（平成

３１年旭川市条例第１７号）の一部を次のように改正する。

第４条第２項中「３５人」を「３０人」に改める。

第５条に次の１項を加える。

６ 第１項から第３項までの規定により置かなければならない保育士については、１人に

限って、当該認定こども園に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職

員（学校教育法の規定による大学（短期大学を除く。）若しくは大学院において、心理学

を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人

及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者

をいう。）又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の

指導を行う業務に５年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育て

に関する知識及び経験を有する者（以下「特定理学療法士等」という。）をもって代える

ことができる。ただし、当該特定理学療法士等は、補助者として従事する場合を除き、教



育課程に基づく教育に従事してはならず、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たって

は、保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

第１１条に次の１号を加える。

⑾ 認定こども園の設置者は、法第６条の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者

等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法

律（令和６年法律第６９号）第２条第２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下こ

の号において同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に子どもを適切

に保護するため、児童等対象業務従事者（子どもと接する業務に従事する者のうち、支

配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該子どもに接するものをいう。）に係る犯

罪事実確認（同法第４条第１項に規定する犯罪事実確認をいう。）その他の必要な措置

を講じること。

附則第４項中「主幹養護教諭」を「主幹養護教諭、主務養護教諭」に改める。

附則第８項中「附則第４項」を「第５条第６項の規定により保育士について特定理学療法

士等を、附則第４項」に、「それぞれ」を「それぞれ特定理学療法士等、」に改める。

（旭川市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改

正する条例の一部改正）

第２条 旭川市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部

を改正する条例（令和６年旭川市条例第５３号）の一部を次のように改正する。

附則第２項中「当分の間」を「令和１０年３月３１日までの間」に、「第４条第１項第３

号及び第４号の規定は、適用」を「（以下「改正後の条例」という。）第４条第１項第３号

の規定は、適用」に、「第４条第１項第３号及び第４号の規定は、この」を「（以下「改正

前の条例」という。）第４条第１項第３号の規定は、この」に改め、附則に次の１項を加え

る。

３ 子どもに対する教育及び保育に従事する者の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に

支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正後の条例第４条第１項第４号の規定は、

適用しない。この場合において、改正前の条例第４条第１項第４号の規定は、この条例の

施行の日以後においても、なおその効力を有する。

附 則

（施行期日）



１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中第１１条に１号を加える改正規定

は、令和８年１２月２５日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に存する認定こども園における１学級の子どもの数については、第

１条の規定による改正後の旭川市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件

を定める条例第４条第２項の規定にかかわらず、令和１４年３月３１日までの間は、なお従

前の例によることができる。

（説 明）

職員の資格の基準に係る規定を整備する等のために、旭川市幼保連携型認定こども園以外の

認定こども園の認定の要件を定める条例等の一部を改正しようとするものである。



８・２定 議案第 ８３ 号

旭川市こども家庭センター条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市こども家庭センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市こども家庭センター条例の一部を改正する条例

旭川市こども家庭センター条例（平成２７年旭川市条例第７０号）の一部を次のように改正

する。

別表中

円 円 円

６３０ ８５０ ６３０

１，２７０ １，７００ １，２７０

８４０ １，１２０ ８４０

１，６９０ ２，２５０ １，６９０

４７０ ６３０ ４７０

９４０ １，２６０ ９４０

円 円 円

６６０ ８８０ ６６０

１，３３０ １，７７０ １，３３０

８８０ １，１７０ ８８０

１，７６０ ２，３５０ １，７６０

「

を

」

に改める。

「



附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市こども家庭センター条例別表の規定は、令和８年１０月１

日以後に申請された使用に係る使用料について適用し、同日前に申請された使用に係る使用

料については、なお従前の例による。

（説 明）

使用料の額を改定するために、旭川市こども家庭センター条例の一部を改正しようとするも

のである。

４９０ ６５０ ４９０

９８０ １，３１０ ９８０
」



８・２定 議案第 ８４ 号

旭川市助産施設及び母子生活支援施設費用徴収条例

の一部を改正する条例の制定について

旭川市助産施設及び母子生活支援施設費用徴収条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市助産施設及び母子生活支援施設費用徴収条例の一部を改正する条例

旭川市助産施設及び母子生活支援施設費用徴収条例（平成１３年旭川市条例第１６号）の一

部を次のように改正する。

別表第１備考第１項中「及び第３１４条の８並びに」を「、第３１４条の８、」に、「、第

５条の４第６項及び第５条の４の２第５項」を「及び附則第５条の４第５項」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

（説 明）

地方税法の一部改正に伴い、旭川市助産施設及び母子生活支援施設費用徴収条例の一部を改

正しようとするものである。



８・２定 議案第 ８５ 号

旭川市児童館条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市児童館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市児童館条例の一部を改正する条例

旭川市児童館条例（昭和３８年旭川市条例第４３号）の一部を次のように改正する。

２００円 ２７０円

１４０円 １８０円

２００円 ２７０円 ５６０円

１４０円 １８０円 ４１０円

２００円 ２７０円 ６００円

１４０円 １８０円 ４４０円

３００円 ４００円

２１０円 ２７０円

３００円 ４００円 ８４０円

２１０円 ２７０円 ６１０円

３００円 ４００円 ９００円

２１０円 ２７０円 ６６０円

別表中「

」を

「

」に改める。



附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の旭川市児童館条例別表の規定は、令和８年１０月１日以後に申請

された使用に係る使用料について適用し、同日前に申請された使用に係る使用料については、

なお従前の例による。

（説 明）

使用料の額を改定するために、旭川市児童館条例の一部を改正しようとするものである。



８・２定 議案第 ８６ 号

旭川市北彩都子ども活動センター条例の一部を

改正する条例の制定について

旭川市北彩都子ども活動センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市北彩都子ども活動センター条例の一部を改正する条例

旭川市北彩都子ども活動センター条例（平成２６年旭川市条例第７４号）の一部を次のよう

に改正する。

別表中

「２２０円」を「３３０円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

６００円 １，８００円

和室、屋外ステージ及び
半円広場

１時間につき １００円 ３１０円

７００円 ２，１００円

和室 １時間につき １１０円 ３５０円

屋外ステージ及び半円広
場

１時間につき １５０円 ４６０円

「

」

「

を

」

に、



２ この条例による改正後の旭川市北彩都子ども活動センター条例別表の規定は、令和８年

１０月１日以後に申請された使用に係る使用料について適用し、同日前に申請された使用に

係る使用料については、なお従前の例による。

（説 明）

使用料の額を改定するために、旭川市北彩都子ども活動センター条例の一部を改正しようと

するものである。



８・２定 議案第 ８７ 号

旭川市立小中学校設置条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市立小中学校設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市立小中学校設置条例の一部を改正する条例

旭川市立小中学校設置条例（昭和３９年旭川市条例第２２号）の一部を次のように改正す

る。

別表の小学校の表中

附 則

この条例は、令和１０年４月１日から施行する。

（説 明）

旭川市立正和小学校を廃止するために、旭川市立小中学校設置条例の一部を改正しようとす

るものである。

旭川市立正和小学校 旭川市大雪通８丁目
「

」を削る。



８・２定 議案第 ８８ 号

旭川市学校給食共同調理所条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市学校給食共同調理所条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市学校給食共同調理所条例の一部を改正する条例

旭川市学校給食共同調理所条例（昭和４３年旭川市条例第１１号）の一部を次のように改正

する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市学校給食共同調理所条例別表の規定は、令和８年１０月１

日以後に申請された使用に係る使用料について適用し、同日前に申請された使用に係る使用

円
３８０

円
５１０

円
３８０

４７０ ６３０ ４７０

２４０ ３２０ ２４０

円
５７０

円
７６０

円
５７０

７００ ９４０ ７００

３６０ ４８０ ３６０

「

別表中「

」を

」に改める。



料については、なお従前の例による。

（説 明）

使用料の額を改定するために、旭川市学校給食共同調理所条例の一部を改正しようとするも

のである。



８・２定 議案第 ８９ 号

旭川市公民館条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市公民館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市公民館条例の一部を改正する条例

旭川市公民館条例（昭和３４年旭川市条例第７号）の一部を次のように改正する。

別表２の表を次のように改める。

別表２備考第４項中「とする」を「４００㎡未満とする」に改め、同表備考中第７項を第８

公民館の名称 種 別
午 前 午 後 夜 間

９時～12時 13時～17時 18時～22時

旭川市中央公民館、旭川市
永山公民館、旭川市東旭川
公民館、旭川市神楽公民
館、旭川市江丹別公民館、
旭川市東鷹栖公民館（分館
に限る。）、旭川市神居公
民館、旭川市西神楽公民
館、旭川市北星公民館、旭
川市新旭川公民館、旭川市
春光台公民館、旭川市愛宕
公民館及び旭川市東光公民
館

小 会 議 室
円

３００
円

４００
円

４００

中 会 議 室 ５４０ ７２０ ７２０

大会議室Ａ １，１１０ １，４８０ １，４８０

大会議室Ｂ ２，１９０ ２，９２０ ２，９２０

大会議室Ｃ ２，２５０ ３，０００ ３，０００

旭川市末広公民館及び旭川
市東鷹栖公民館（分館を除
く。）

小 会 議 室 ２９０ ３９０ ３９０

中 会 議 室 ５３０ ７００ ７００

大会議室Ａ １，０９０ １，４５０ １，４５０

大会議室Ｃ ２，２００ ２，９４０ ２，９４０



項とし、第６項を第７項とし、第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。

５ 大会議室Ｃとは、室面積が４００㎡以上とする。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の旭川市公民館条例別表２の規定は、令和８年１０月１日以後に申

請された使用に係る使用料について適用し、同日前に申請された使用に係る使用料について

は、なお従前の例による。

（説 明）

使用料の額を改定する等のために、旭川市公民館条例の一部を改正しようとするものである。



８・２定 議案第 ９０ 号

旭川市科学館条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市科学館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市科学館条例の一部を改正する条例

旭川市科学館条例（昭和３８年旭川市条例第３０号）の一部を次のように改正する。

円
280

190

220

150

350

350

660

630

410

290

330

230

520

520

1,040

円
400

280

320

220

500

500

990

890

610

430

490

340

770

770

1,540

「「

別表第１中 を に改める。



附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市科学館条例（以下「改正後の条例」という。）別表第１の

規定は、令和８年１０月１日（以下「適用日」という。）以後の観覧に係る観覧料について

適用し、適用日前の観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。

３ 改正後の条例別表第２の規定は、適用日以後に申請された使用に係る使用料について適用

930

930

210

150

170

120

280

270

320

230

260

180

410

410

1,390

1,390

310

220

250

180

400

400

480

340

390

270

610

610

6,110円 6,110円 12,220円

4,860円 4,860円 9,720円

9,160円 9,160円 18,320円

7,290円 7,290円 14,580円

」 」

」

別表第２中

「

を

「

」

に改める。



し、適用日前に申請された使用に係る使用料については、なお従前の例による。

４ 施行日前にこの条例による改正前の旭川市科学館条例別表第１に規定する１年の観覧料を

徴収した場合又は施行日から適用日の前日までの間に第２項の規定によりなお従前の例によ

ることとされた観覧料（１年の観覧料に限る。）を徴収した場合における適用日以後の観覧

に係る観覧料については、常設展示室又はプラネタリウムを観覧した日のいずれか早い日か

ら起算して１年間（共通アの場合にあっては常設展示室若しくはプラネタリウム又は旭川市

博物館を観覧した日のいずれか早い日から、共通イの場合にあっては常設展示室若しくはプ

ラネタリウムを観覧した日又は旭川市旭山動物園に入園した日のいずれか早い日から起算し

て１年間）は、第２項及び改正後の条例別表第１の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（説 明）

観覧料及び使用料の額を改定するために、旭川市科学館条例の一部を改正しようとするもの

である。



８・２定 議案第 ９１ 号

旭川市民文化会館条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市民文化会館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市民文化会館条例の一部を改正する条例

旭川市民文化会館条例（昭和５０年旭川市条例第１号）の一部を次のように改正する。

別表中「
円

22,050
円

27,680
円

34,830
円

81,960

27,500 33,440 40,330 99,720

7,720 9,010 9,010 25,740

2,210 2,580 2,580 7,370

220 260 260 740

830 970 970 2,770

420 490 490 1,400

470 550 550 1,570

420 490 490 1,400

430 510 510 1,450

250 300 300 850

870 1,020 1,020 2,910

520 610 610 1,740

240 290 290 820



240 280 280 800

350 410 410 1,170

280 330 330 940

120 140 140 400

510 590 590 1,690

13,790

平 日 9,450 15,750 18,170 43,370

土曜日

日曜日

休 日

14,170 18,170 18,170 50,510

910 1,060 1,060 3,030

250 300 300 850

380 450 450 1,280

490 570 570 1,630

円
33,070

円
41,520

円
52,240

円
122,940

41,250 50,160 54,200 145,610

10,380 12,110 12,110 34,600

2,430 2,830 2,830 8,090

240 280 280 800

920 1,070 1,070 3,060

460 540 540 1,540

510 600 600 1,710

460 540 540 1,540

」を

「



附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の旭川市民文化会館条例別表の規定は、令和８年１０月１日以後に

申請された使用に係る使用料について適用し、同日前に申請された使用に係る使用料につい

ては、なお従前の例による。

480 560 560 1,600

280 330 330 940

960 1,120 1,120 3,200

700 820 820 2,340

330 390 390 1,110

320 380 380 1,080

480 560 560 1,600

380 440 440 1,260

160 190 190 540

690 800 800 2,290

17,990

13,540 15,800 15,800 45,140

790 920 920 2,630

220 260 260 740

330 390 390 1,110

420 500 500 1,420
」に改める。



（説 明）

使用料の額を改定するために、旭川市民文化会館条例の一部を改正しようとするものである。



８・２定 議案第 ９２ 号

旭川市井上靖記念館条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市井上靖記念館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市井上靖記念館条例の一部を改正する条例

旭川市井上靖記念館条例（平成５年旭川市条例第６号）の一部を次のように改正する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

円
２２０

５２０

４４０

１，０４０

４５０

９００

９００

１，８００

１７０

３６０

円
１５０

３５０

３００

７００

３００

６００

６００

１，２００

１２０

２４０
」

「

」

「

別表中 を に改める。



２ この条例による改正後の旭川市井上靖記念館条例（以下「改正後の条例」という。）別表

の規定は、令和８年１０月１日（以下「適用日」という。）以後の観覧に係る観覧料につい

て適用し、適用日前の観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。

３ 施行日前にこの条例による改正前の旭川市井上靖記念館条例別表に規定する１年の観覧料

を徴収した場合又は施行日から適用日の前日までの間に前項の規定によりなお従前の例によ

ることとされた観覧料（１年の観覧料に限る。）を徴収した場合における適用日以後の観覧

に係る観覧料については、井上靖記念館を観覧した日から起算して１年間は、前項及び改正

後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

４ 適用日前に旭川市彫刻美術館条例（平成６年旭川市条例第１５号）別表に規定する共通の

観覧料を徴収した場合における適用日以後（１年の共通の観覧料を徴収した場合にあっては、

中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館を観覧した日から起算して１年間に限る。）の観覧（当該

観覧料を徴収したことにより観覧する場合に限る。）に係る観覧料については、第２項及び

改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（説 明）

観覧料の額を改定するために、旭川市井上靖記念館条例の一部を改正しようとするものであ

る。



８・２定 議案第 ９３ 号

旭川市大雪クリスタルホール条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市大雪クリスタルホール条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市大雪クリスタルホール条例の一部を改正する条例

旭川市大雪クリスタルホール条例（平成５年旭川市条例第１号）の一部を次のように改正す

る。

２３０円

１６０

１６０

１６０

４６０

４１０

３５０

２４０

２４０

２４０

７００

６３０

１８０

１３０

１２０

２９０円

２００

２１０

２１０

５８０

５２０

４４０

３１０

３１０

３１０

８８０

７９０

２３０

１６０

１６０

「別表第１中「



１３０

２８０

２００

１９０

２１０

１６０

３５０

２５０

２５０

２５０

18,180円 24,240円 21,210円 63,630円

1,600 2,130 1,860 5,590

1,180 1,580 1,380 4,140

740 980 860 2,580

740 980 860 2,580

300 400 350 1,050

300 400 350 1,050

8,700 11,600 10,150 30,450

5,680 7,570 6,620 19,870

920 1,230 1,070 3,220

1,040 1,380 1,210 3,630

1,530 2,040 1,780 5,350

480 640 560 1,680

１回につき 6,610円

」に改める。」を

」を

「

別表第２中「



附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市大雪クリスタルホール条例（以下「改正後の条例」とい

う。）別表第１の規定は、令和８年１０月１日（以下「適用日」という。）以後の観覧に係

る観覧料について適用し、適用日前の観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。

19,390円 25,860円 22,620円 67,870円

2,260 3,010 2,630 7,900

1,260 1,680 1,470 4,410

780 1,050 920 2,750

780 1,050 920 2,750

320 430 370 1,120

320 430 370 1,120

9,280 12,380 10,830 32,490

6,060 8,080 7,070 21,210

1,300 1,740 1,520 4,560

1,460 1,950 1,710 5,120

2,160 2,880 2,520 7,560

680 900 790 2,370

１回につき 6,900円

」に改める。



３ 改正後の条例別表第２の規定は、適用日以後に申請された使用に係る使用料について適用

し、適用日前に申請された使用に係る使用料については、なお従前の例による。

４ 施行日前にこの条例による改正前の旭川市大雪クリスタルホール条例別表第１に規定する

１年の観覧料を徴収した場合又は施行日から適用日の前日までの間に第２項の規定によりな

お従前の例によることとされた観覧料（１年の観覧料に限る。）を徴収した場合における適

用日以後の観覧に係る観覧料については、旭川市博物館を観覧した日から起算して１年間

（共通ウの場合にあっては、旭川市博物館又は旭川市科学館の常設展示室若しくはプラネタ

リウムを観覧した日のいずれか早い日から起算して１年間）は、第２項及び改正後の条例別

表第１の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（説 明）

観覧料及び使用料の額を改定するために、旭川市大雪クリスタルホール条例の一部を改正し

ようとするものである。



８・２定 議案第 ９４ 号

旭川市彫刻美術館条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市彫刻美術館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市彫刻美術館条例の一部を改正する条例

旭川市彫刻美術館条例（平成６年旭川市条例第１５号）の一部を次のように改正する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

円
４４０

５２０

８８０

１，０４０

６７０

９００

１，３４０

１，８００

３５０

５３０

円
３００

３５０

６００

７００

４５０

６００

９００

１，２００

２４０

３６０
」

「

」

「

別表中 を に改める。



２ この条例による改正後の旭川市彫刻美術館条例（以下「改正後の条例」という。）別表の

規定は、令和８年１０月１日（以下「適用日」という。）以後の観覧に係る観覧料について

適用し、適用日前の観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。

３ 施行日前にこの条例による改正前の旭川市彫刻美術館条例別表に規定する１年の観覧料を

徴収した場合又は施行日から適用日の前日までの間に前項の規定によりなお従前の例による

こととされた観覧料（１年の観覧料に限る。）を徴収した場合における適用日以後の観覧に

係る観覧料については、中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館を観覧した日から起算して１年間

は、前項及び改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

４ 適用日前に旭川市井上靖記念館条例（平成５年旭川市条例第６号）別表に規定する共通の

観覧料を徴収した場合における適用日以後（１年の共通の観覧料を徴収した場合にあっては、

井上靖記念館を観覧した日から起算して１年間に限る。）の観覧（当該観覧料を徴収したこ

とにより観覧する場合に限る。）に係る観覧料については、第２項及び改正後の条例別表の

規定にかかわらず、なお従前の例による。

（説 明）

観覧料の額を改定するために、旭川市彫刻美術館条例の一部を改正しようとするものである。



８・２定 議案第 ９５ 号

財産の取得について

次の車両を買収する。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 車両の種類及び数量 路面清掃車 １台

２ 買 収 価 格 ４５，１００，０００円

３ 契 約 の 相 手 方 札幌市中央区北４条西６丁目

北海道市町村備荒資金組合

（説 明）

路面清掃に充てるために、買収しようとするものである。



８・２定 議案第 ９６ 号

財産の取得について

次の車両を買収する。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 車両の種類及び数量 災害対応特殊救急自動車 １台

２ 買 収 価 格 ２８，８００，２００円

３ 契 約 の 相 手 方 旭川市４条通２丁目左１号

旭川トヨタ自動車株式会社旭川店

（説 明）

大規模災害時の救急医療等に充てるために、買収しようとするものである。



８・２定 議案第 ９７ 号

財産の取得について

次の物品を買収する。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 物品の種類及び数量 避難所用間仕切りテント １，１００組

２ 買 収 価 格 ７１，９９５，０００円

３ 契 約 の 相 手 方 旭川市住吉６条１丁目１１番１７号

イハラ消防設備株式会社

（説 明）

避難所における避難者の生活環境の整備に充てるために、買収しようとするものである。



８・２定 議案第 ９８ 号

財産の取得について

次の物品を買収する。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 物品の種類及び数量 基幹業務システム用端末 ４４台

２ 買 収 価 格 ２２，６３０，０８０円

３ 契 約 の 相 手 方 旭川市緑が丘東１条４丁目２番１４号

株式会社コンピューター・ビジネス

（説 明）

住民基本台帳等に係る事務の執行に充てるために、買収しようとするものである。



８・２定 議案第 ９９ 号

財産の取得について

次の物品を買収する。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 物品の種類及び数量 焼却施設用部品 １式

２ 買 収 価 格 ２８，６００，０００円

３ 契 約 の 相 手 方 札幌市中央区北７条西１５丁目２８番１１号

荏原環境プラント株式会社北海道支店

（説 明）

焼却施設の維持管理に充てるために、買収しようとするものである。



８・２定 議案第 １００ 号

財産の取得について

次の物品を買収する。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 物品の種類及び数量 万能材料試験機 １式

２ 買 収 価 格 ３８，７２０，０００円

３ 契 約 の 相 手 方 札幌市東区伏古８条３丁目５番７号

株式会社札幌谷藤

（説 明）

金属材料等の強度測定に充てるために、買収しようとするものである。



８・２定 議案第 １０１ 号

財産の取得について

次の物品を買収する。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 物品の種類及び数量 緊急通報システム通報機器 １８０組

２ 買 収 価 格 ２５，６８５，０００円

３ 契 約 の 相 手 方 旭川市春光５条９丁目１０番６号

緊急通報システム事業協同組合

（説 明）

一人暮らしの高齢者等の家庭における火災、急病、事故等の緊急事態に対処するために、買

収しようとするものである。



８・２定 議案第 １０２ 号

財産の処分について

次の物品を売却する。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 物品の種類及び予定数量 ＧＩＧＡスクール端末等 ２３，５７５台

２ 売 却 予 定 価 格 １０３，８５９，６６２円

（１台当たり ４，４０５．５円）

３ 契 約 の 相 手 方 愛知県大府市柊山町３丁目３３番地

リネットジャパンリサイクル株式会社

（説 明）

不用となった物品を売却しようとするものである。



８・２定 議案第 １０３ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので、議会の議決を求める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 工 事 名 忠和６条道路線改良工事

２ 契 約 金 額 ４２４，３８０，０００円

３ 契約の相手方 生駒・花本共同企業体

株式会社生駒組

花本建設株式会社

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）



８・２定 議案第 １０４ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので、議会の議決を求める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 工 事 名 忠和６条道路線改良その２工事

２ 契 約 金 額 ２８１，６００，０００円

３ 契約の相手方 石田・騎西共同企業体

株式会社石田兼松八興建設

株 式 会 社 騎 西 組

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）



８・２定 議案第 １０５ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので、議会の議決を求める。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 工 事 名 永山東光線橋梁新設下部（橋脚工）工事

２ 契 約 金 額 ３５９，１５０，０００円

３ 契約の相手方 橋本川島・東海共同企業体

株式会社橋本川島コーポレーション

東 海 産 業 株 式 会 社

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）



８・２定 議案第 １０６ 号

市道路線の廃止について

次のとおり市道路線を廃止する。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

整 理 番 号

路 線 名
起 点

終 点種別
番号

ﾌﾞﾛｯｸ
番号

街区
番号

路線
番号

８Ｅ ３ ４ ４７ 西丘４号線
神居町西丘５４番地の２地先

神居町西丘２９番地先



８・２定 報告第 １ 号

令和７年度旭川市一般会計予算の繰越明許費繰越しの報告について

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により令和７年度分繰越明許費繰越額について、

別紙のとおり報告する。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介



（単位  円）

既 収 入

特 定 財 源

２ 総 務 費 １ 総 務 管 理 費 航 空 路 線 確 保 対 策 費 14,700,000 14,700,000 7,350,000 7,350,000

地 域 公 共 交 通 対 策 費 3,254,000 3,254,000 1,627,000 1,627,000

Ｊ Ｒ 路 線 維 持 対 策 費 409,000 409,000 204,000 205,000

女性活躍・ワークライフバランス推進費 417,000 417,000 207,000 210,000

キ ャ リ ア の 保 健 室 事 業 費 5,750,000 5,750,000 2,875,000 2,875,000

３ 戸籍住民基本台帳費 市 民 課 Ｄ Ｘ 推 進 費 16,830,000 16,830,000 13,464,000 3,366,000

次 世 代 窓 口 構 築 運 営 費 169,730,000 168,074,400 98,352,100 60,000,000 9,722,300

３ 民 生 費 １ 社 会 福 祉 費 物 価 高 騰 対 応 支 援 給 付 金 支 給 費 2,454,851,000 2,375,895,573 2,257,100,794 118,794,779

老 人 福 祉 施 設 等 整 備 推 進 補 助 金 107,860,000 107,860,000 77,060,000 30,800,000

介護サービス等事業者物価高騰対策支援金 13,815,000 13,815,000 8,979,750 4,835,250

２ 児 童 福 祉 費 保 育 所 等 給 食 原 材 料 費 支 援 費 34,750,000 34,750,000 22,587,500 12,162,500

物 価 高 対 応 子 育 て 応 援 手 当 支 給 費 887,678,000 75,498,927 75,498,927

子 育 て 世 帯 生 活 応 援 給 付 金 支 給 費 459,624,000 33,065,730 21,492,725 11,573,005

児 童 送 迎 用 幼 稚 園 バ ス 等 支 援 費 6,000,000 6,000,000 3,900,000 2,100,000

地域型保育事業物価高騰対策支援事業費 3,456,000 3,456,000 2,246,400 1,209,600

令和７年度旭川市一般会計繰越明許費繰越計算書

左 の 財 源 内 訳

未 収 入 特 定 財 源

款 項 事 業 名 金 額 翌年度繰越額
一 般 財 源

国(道)支出金 地 方 債 そ の 他



既 収 入

特 定 財 源

左 の 財 源 内 訳

未 収 入 特 定 財 源

款 項 事 業 名 金 額 翌年度繰越額
一 般 財 源

国(道)支出金 地 方 債 そ の 他

３ 民 生 費 ２ 児 童 福 祉 費 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 運 営 費 2,376,000 1,881,000 1,881,000

児 童 セ ン タ ー 補 修 費 15,026,000 15,026,000 13,300,000 1,726,000

４ 衛 生 費 ３ 上 水 道 費 水 道 事 業 会 計 出 資 金 54,288,000 54,288,000 54,200,000 88,000

５ 労 働 費 １ 労 働 費 若 者 地 元 定 着 促 進 費 2,305,000 2,305,000 1,152,000 100,000 1,053,000

は た ら く 環 境 づ く り 支 援 費 500,000 500,000 250,000 250,000

６ 農 林 水 産 業 費 １ 農 業 費 経 営 体 育 成 支 援 費 135,116,000 93,463,000 93,463,000

７ 商 工 費 １ 商 工 費 戦 略 的 国 内 外 市 場 開 拓 推 進 費 9,800,000 9,800,000 4,900,000 1,300,000 3,600,000

北 の 恵 み 食 べ マ ル シ ェ 開 催 負 担 金 8,000,000 8,000,000 4,000,000 4,000,000

デ ザ イ ン 政 策 推 進 費 20,000,000 20,000,000 10,000,000 10,000,000

創 造 拠 点 運 営 事 業 費 7,400,000 7,400,000 3,700,000 3,700,000

デ ザ イ ン 推 進 事 業 費 11,000,000 11,000,000 5,500,000 5,500,000

地 域 材 ブ ラ ン ド 共 創 推 進 事 業 費 9,000,000 9,000,000 4,500,000 4,500,000

技 能 の ま ち づ く り 推 進 費 300,000 300,000 150,000 150,000

旭 川 工 芸 技 術 等 継 承 事 業 費 990,000 990,000 495,000 495,000

観 光 受 入 体 制 充 実 費 8,712,000 8,712,000 7,800,000 912,000

８ 土 木 費 ２ 道 路 橋 り ょ う 費 地 籍 調 査 費 26,852,000 26,852,000 20,139,000 6,713,000

道 路 橋 り ょ う 整 備 費 1,346,670,000 1,346,670,000 773,570,000 573,100,000



既 収 入

特 定 財 源

左 の 財 源 内 訳

未 収 入 特 定 財 源

款 項 事 業 名 金 額 翌年度繰越額
一 般 財 源

国(道)支出金 地 方 債 そ の 他

８ 土 木 費 ５ 都 市 計 画 費 都 市 計 画 道 路 整 備 費 339,000,000 339,000,000 192,000,000 147,000,000

都 市 計 画 公 園 整 備 費 55,700,000 51,439,000 21,770,000 25,700,000 3,969,000

９ 消 防 費 １ 消 防 費 水 道 消 火 栓 管 理 費 9,380,000 9,380,000 7,000,000 2,380,000

防 災 施 設 等 整 備 費 90,187,000 90,187,000 45,090,000 45,097,000

浸 水 ハ ザ ー ド マ ッ プ 整 備 費 9,790,000 9,790,000 4,890,000 4,900,000

10 教 育 費 ２ 小 学 校 費 給 食 施 設 整 備 費 15,088,000 15,088,000 2,455,000 12,400,000 233,000

学 校 施 設 大 規 模 改 修 費 241,882,000 241,882,000 56,593,000 184,600,000 689,000

学 校 施 設 冷 房 設 備 整 備 費 227,733,000 227,733,000 68,178,000 157,200,000 2,355,000

学 校 施 設 大 規 模 改 造 費 139,660,000 139,660,000 44,018,000 95,300,000 342,000

豊 岡 小 学 校 増 改 築 費 50,700,000 50,700,000 14,928,000 34,400,000 1,372,000

永 山 西 小 学 校 増 改 築 費 400,000,000 400,000,000 20,200,000 379,800,000

３ 中 学 校 費 学 校 施 設 大 規 模 改 修 費 256,648,000 256,648,000 49,546,000 201,700,000 5,402,000

学 校 施 設 冷 房 設 備 整 備 費 768,395,000 768,395,000 205,083,000 561,300,000 2,012,000

学 校 施 設 大 規 模 改 造 費 67,550,000 67,550,000 19,716,000 47,700,000 134,000

５ 社 会 教 育 費 文 化 芸 術 活 動 振 興 費 20,088,000 20,088,000 8,137,000 1,000,000 10,951,000

市 民 芸 術 マ ル シ ェ （ 仮 称 ） 運 営 費 1,200,000 1,200,000 600,000 600,000

優 佳 良 織 普 及 促 進 事 業 補 助 金 4,289,000 4,289,000 1,366,000 2,923,000



既 収 入

特 定 財 源

左 の 財 源 内 訳

未 収 入 特 定 財 源

款 項 事 業 名 金 額 翌年度繰越額
一 般 財 源

国(道)支出金 地 方 債 そ の 他

10 教 育 費 ５ 社 会 教 育 費 井 上 靖 記 念 館 管 理 費 22,376,000 22,376,000 9,950,000 12,426,000

中 原 悌 二 郎 賞 関 係 費 509,000 509,000 255,000 254,000

彫 刻 美 術 館 事 業 活 動 費 5,343,000 5,343,000 2,507,000 2,836,000

旭 川 彫 刻 フ ェ ス タ 開 催 負 担 金 300,000 300,000 150,000 150,000

野 外 彫 刻 管 理 費 2,239,000 2,239,000 192,000 365,000 1,682,000



８・２定 報告第 ２ 号

令和７年度旭川市水道事業会計予算の予算繰越しの報告について

地方公営企業法第２６条第３項の規定により令和７年度分予算繰越額について、別紙のとお

り報告する。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介



（単位　円）

企業債 国庫補助金 工事負担金 他会計出資金 内部留保資金

配 水 管

3,601,892,600 2,718,122,990 695,280,000 434,800,000 211,752,000 9,380,000 39,188,000 160,000 188,489,610

布設工事

資本的 建　設 浄　　水

 1  1 668,467,548 320,028,667 216,879,365 216,800,000 0 0 0 79,365 131,559,516

支　出 改良費 施設工事

庁　　舎

75,691,000 3,212,000 72,479,000 57,300,000 0 0 15,100,000 79,000 0

整備工事

令和７年度旭川市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

左 の 財 源 内 訳

款 項 事業名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌年度繰越額 不用額

翌年度繰越額
に係る繰越を
要するたな卸
資 産 の 購 入
限 度 額

説　明

国の補正予算に
係る補助事業で
あって補正予算
の議決時期の関
係によるもの等
で、工期が翌年
度 と な っ た た
め。。。。。。



（単位　円）

水道事業 　 営業外 受　託

 1  2 17,938,552 13,282,109 1,866,635 1,866,635 2,789,808

費　　用 　 費　用 事業費

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

左の財源内訳

受託事業収益

款 項 事業名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌年度繰越額 不用額

翌年度繰越額
に係る繰越を
要するたな卸
資 産 の 購 入
限 度 額

説　明

契 約 期 間 内 に
工 事 が 完 了 し
なかったため。



８・２定 報告第 ３ 号

令和７年度旭川市下水道事業会計予算の予算繰越しの報告について

地方公営企業法第２６条第３項の規定により令和７年度分予算繰越額について、別紙のとお

り報告する。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介



（単位　円）

企業債 国庫補助金 他町負担金 内部留保資金

下 水 管

2,508,558,000 1,331,877,150 647,600,000 273,800,000 313,800,000 824,000 59,176,000 529,080,850

布設工事

　 資本的 　 建　設 処 理 場

 1  1 2,745,088,000 1,623,515,180 178,420,000 48,200,000 88,000,000 6,345,000 35,875,000 943,152,820

 支　出  改良費 施設工事

ポンプ場

1,405,341,000 424,430,140 701,000,000 310,500,000 350,500,000 39,936,000 64,000 279,910,860

施設工事

令和７年度旭川市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

左 の 財 源 内 訳

款 項 事 業 名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌年度繰越額 不用額

翌年度繰越額
に係る繰越を
要するたな卸
資 産 の 購 入
限 度 額

説　明

国の補正予算に
係る補助事業で
あって補正予算
の議決時期の関
係によるもの等
で、工期が翌年
度 と な っ た た
め。。。。。。



８・２定 報告第 ４ 号

専決処分の報告について

損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第１８０条第１項の規定による長の専決処

分事項の指定により、次のとおり専決処分したから、同条第２項の規定により報告する。

令和８年６月１５日提出

旭川市長 今 津 寛 介

損害賠償の額 専決処分年月日
事故発生年月日
及 び 場 所

過失割合
（％）

７８，４５２円 令和８年５月１４日
令和８年１月２６日

旭川市永山５条１６丁目

市 40

相手方車両の
運転者 60

相手方 0


	議案第１号
	議案第２号
	議案第３号
	議案第４号
	議案第５号
	議案第６号
	議案第７号
	議案第８号
	議案第９号
	議案第１０号
	議案第１１号
	議案第１２号
	議案第１３号
	議案第１４号
	議案第１５号
	議案第１６号
	議案第１７号
	議案第１８号
	議案第１９号
	議案第２０号
	議案第２１号
	議案第２２号
	議案第２３号
	議案第２４号
	議案第２５号
	議案第２６号
	議案第２７号
	議案第２８号
	議案第２９号
	議案第３０号
	議案第３１号
	議案第３２号
	議案第３３号
	議案第３４号
	議案第３５号
	議案第３６号
	議案第３７号
	議案第３８号
	議案第３９号
	議案第４０号
	議案第４１号
	議案第４２号
	議案第４３号
	議案第４４号
	議案第４５号
	議案第４６号
	議案第４７号
	議案第４８号
	議案第４９号
	議案第５０号
	議案第５１号
	議案第５２号
	議案第５３号
	議案第５４号
	議案第５５号
	議案第５６号
	議案第５７号
	議案第５８号
	議案第５９号
	議案第６０号
	議案第６１号
	議案第６２号
	議案第６３号
	議案第６４号
	議案第６５号
	議案第６６号
	議案第６７号
	議案第６８号
	議案第６９号
	議案第７０号
	議案第７１号
	議案第７２号
	議案第７３号
	議案第７４号
	議案第７５号
	議案第７６号
	議案第７７号
	議案第７８号
	議案第７９号
	議案第８０号
	議案第８１号
	議案第８２号
	議案第８３号
	議案第８４号
	議案第８５号
	議案第８６号
	議案第８７号
	議案第８８号
	議案第８９号
	議案第９０号
	議案第９１号
	議案第９２号
	議案第９３号
	議案第９４号
	議案第９５号
	議案第９６号
	議案第９７号
	議案第９８号
	議案第９９号
	議案第１００号
	議案第１０１号
	議案第１０２号
	議案第１０３号
	議案第１０４号
	議案第１０５号
	議案第１０６号
	報告第１号
	報告第２号
	報告第３号
	報告第４号

